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１ 議事日程 

 開会宣告 

   日程第 １ 議席の指定 

   日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

   日程第 ３ 会期の決定について 

   日程第 ４ 諸般の報告 

          議長諸般の報告 

          行政報告 

   （一括議題＝日程第１１まで） 

   日程第 ５ 陳情第 ３号 障がい者の権利を保障する新たな総合福祉法の制定

を求める意見書を地方自治法９９条により提出する

ことを求める陳情 

   日程第 ６ 陳情第 ４号 最低保障年金制度の創設を求める陳情 

   日程第 ７ 陳情第 ５号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求

める陳情 

   日程第 ８ 陳情第 ６号 国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを

求める陳情 

   日程第 ９ 陳情第 ７号 改正介護保険制度の充実に関することを求める意見

書の提出に関する陳情 

   日程第１０ 陳情第 ８号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書の提出を求

める陳情 

   日程第１１ 陳情第 ９号 国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止

を求める陳情 

   日程第１２ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

                平成２３年度芦北町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

   日程第１３ 議案第 １号 平成２３年度芦北町一般会計補正予算（第８号） 

   日程第１４ 議案第 ２号 平成２３年度芦北町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号） 
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   日程第１５ 議案第 ３号 平成２３年度芦北町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号） 

   日程第１６ 議案第 ４号 平成２３年度芦北町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   日程第１７ 議案第 ５号 平成２３年度芦北町有温泉事業特別会計補正予算 

（第２号） 

   日程第１８ 議案第 ６号 平成２３年度芦北町水道事業会計補正予算（第１号） 

   日程第１９ 平成２４年度施政方針と予算大綱説明 

   （一括議題＝日程第２９まで） 

   日程第２０ 議案第 ７号 平成２４年度芦北町一般会計予算 

   日程第２１ 議案第 ８号 平成２４年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算 

   日程第２２ 議案第 ９号 平成２４年度芦北町介護保険事業特別会計予算 

   日程第２３ 議案第１０号 平成２４年度芦北町簡易水道事業特別会計予算 

   日程第２４ 議案第１１号 平成２４年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算 

   日程第２５ 議案第１２号 平成２４年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算 

   日程第２６ 議案第１３号 平成２４年度芦北町有温泉事業特別会計予算 

   日程第２７ 議案第１４号 平成２４年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計予算 

   日程第２８ 議案第１５号 平成２４年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予

算 

   日程第２９ 議案第１６号 平成２４年度芦北町水道事業会計予算 

   日程第３０ 議案第１７号 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

   日程第３１ 議案第１８号 芦北町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

   日程第３２ 議案第１９号 芦北町介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

   日程第３３ 議案第２０号 芦北町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定

について 

   日程第３４ 議案第２１号 芦北町一般住宅等使用料条例の一部を改正する条例

の制定について 

   日程第３５ 議案第２２号 芦北町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例の制

定について 

   日程第３６ 議案第２３号 芦北町学校給食センター条例の一部を改正する条例
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の制定について 

   日程第３７ 議案第２４号 芦北町公民館条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

   日程第３８ 議案第２５号 芦北町体育施設条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

   日程第３９ 議案第２６号 芦北町吉尾温泉公衆浴場の指定管理者の指定につい

て 

   日程第４０ 議案第２７号 芦北町高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定

について 

   日程第４１ 議案第２８号 芦北町女島活力推進センターの指定管理者の指定に

ついて 

   日程第４２ 議案第２９号 芦北町物産館の指定管理者の指定について 

   日程第４３ 議案第３０号 芦北町御立岬公園の指定管理者の指定について 

   日程第４４ 議案第３１号 芦北町御立岬公園釣り場の指定管理者の指定につい

て 

   日程第４５ 議案第３２号 芦北町大野温泉センターの指定管理者の指定につい

て 

   日程第４６ 議案第３３号 芦北町計石港観光休憩所の指定管理者の指定につい

て 

   日程第４７ 議案第３４号 芦北町薩摩街道佐敷宿交流館の指定管理者の指定に

ついて 

   日程第４８ 議案第３５号 古石地区生涯学習センターみどりの里の指定管理者

の指定について 

   日程第４９ 議案第３６号 工事請負契約の締結について 

   日程第５０ 議案第３７号 建設工事委託に係る協定の変更について 

   日程第５１ 議案第３８号 建設工事委託に係る協定の締結について 

   （一括議題＝日程第５４まで） 

   日程第５２ 陳情第 １号 湯浦慰霊塔の移設に関する陳情書 

   日程第５３ 陳情第 ２号 公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める陳情 

   日程第５４ 陳情第 ３号 天文台建設を行って頂くための陳情書 

    （散 会） 

 

２ 出席議員（１６人） 

  １番 坂 本   登 君             ２番 林 田 燿 宏 君 
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  ３番 宮 内 道 則 君             ４番 寺 本 順 一 君 

  ５番 古 村 逸 男 君             ６番 白 坂 康 浩 君 

  ７番 草 野 安 道 君             ８番 前 田 徹 一 君 

  ９番 元 山 秀 志 君             10番 宮 尾 秀 行 君 

  11番 平 松 洋 一 君             12番 川 尻 成 美 君 

  13番 水 口 宣 之 君             14番 岡 部 恵美子 君 

  15番 寺 本 修 一 君             16番 藤 井 公 明 君 

 

３ 欠席議員（０名） 

 

４ 説明のため出席した者の職氏名（１８人） 

  町    長  竹 﨑 一 成 君   副 町 長  藤 崎 正 司 君 

  教育委員 長  澁 谷 百 錬 君   教 育 長  竹 浦 裕 道 君 

  総 務 課 長  中 原 豊 徳 君   企画財政課長  井 上 民 男 君 

  税 務 課 長  農 中   豊 君   住民生活課長  迫 本 文 雄 君 

  福 祉 課 長  大 岩 憲 治 君   農林水産課長  柳 田 豊 彦 君 

  商工観光課長  坂 梨   優 君   建 設 課 長  山 口 純 志 君 

                      会計管理者兼 
  上下水道課長  湯 野 一 之 君           吉 田   茂 君 
                      会 計 室 長 

  田浦基幹支所長  野 口 博 司 君   教 育 課 長  永 田 光 洋 君 

                      農 業委員 会 
  生涯学習課長  寺 川 健 一 君           早 川 純 一 君 
                      事 務 局 長 

 

５ 職務のため出席した事務局職員の職氏名（２人） 

  議会事務局長  福 山 勝 廣 君   次 長（主幹） 福 田 貴 司 君
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議長諸般の報告 

 

１ 例月現金出納検査結果報告書（別紙のとおり） 

 

２ 第５回熊本県町村議会議長会理事会 

   期 日 平成２４年１月２３（月） 

   場 所 熊本県市町村自治会館（熊本市） 

   内 容 全国議長会関係事項の報告について 

       第６２回定例総会の運営について 

       平成２３年度町村新議員研修会について 

       平成２４年度各種研修会講師について 

 

３ 九州各県町村議会議長会協議会 

   期 日 平成２４年２月２日（木）～２月３日（金） 

   場 所 佐賀県唐津市 

   内 容 九州電力玄海原発現地調査ほか 

 

４ 全国町村議会議長会理事会・全国町村議員会館理事会 

  全国町村議会議員共済会代議員会 

   期 日 平成２４年２月８日（水）～２月９日（木） 

   場 所 全国町村議員会館 

   内 容 議長会関係・・・定期総会提出案件、運営等 

       会館関係・・・・代議員会提出案件等 

       共済会関係・・・会館総会提出案件等 

 

５ 平成２３年度町村新議員研修会 

   期 日 平成２４年２月１４日（火） 

   場 所 熊本県市町村自治会館（熊本市） 

   内 容 主催者挨拶で登壇 

 

６ 熊本県町村議会議長会第６２回定期総会 

   期 日 平成２４年２月２２日（水） 

   場 所 熊本県市町村自治会館（熊本市） 

   内 容 表彰（芦北町関係） 
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    全国町村議会議長会表彰（町村議会議長７年以上在職者） 藤井議長 

    熊本県町村議会議長会表彰（町村議会正副議長７年以上在職者） 寺本副議長 

   議 題 

     ・報告第１号 会務報告 

     ・報告第２号 平成２３年度補正予算の報告 

     ・認定第１号 平成２２年度歳入歳出決算の認定について（原案認定） 

     ・議案第１号 平成２４年度歳入歳出予算の議決について（原案可決） 

     ・議案第２号 各郡提出案件の審議（葦北郡は、交通・産業基盤及び農業生 

            産基盤の整備について要望） 

     ・議案第３号 宣言 

     ・議案第４号 決議 

     ・協議第１号 実行運動方法協議 

 

 

 

   上記のとおり報告します。 

                      平成２４年３月２日 

                      芦北町議会議長  藤 井 公 明 
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芦町監第４３号 

平成２４年２月６日 

芦北町議会議長 藤 井 公 明 様 

 

芦北町監査委員 山 下 生 吾 

芦北町監査委員 古 村 逸 男 

 

例月現金出納検査の結果に関する報告の提出について 

 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同

条第３項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。 

 

記 

１．検査の対象 

  会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、一時借入金及び基金並びに歳入歳出外

現金）の出納及び保管 

 

２．検査現在期日 

  平成２４年１月３１日 

 

３．検査実施日 

  平成２４年２月６日 

 

４．検査の結果及び意見 

  検査現在期日における歳計現金及び基金並びに歳入歳出外現金（一時借入金なし）

の保管状況は、預金通帳、保管現金及び現金保管状況一覧表と照合した結果すべて符

合し相違ないこと及び適正に処理されていることを確認した。 

  また、出納事務については、現金出納にかかる証拠書類及び関係帳表と照合、検査

の結果、計数に誤りはなく何ら不正非違の点も見受けられず、すべて適正に処理され

ていることを認めた。 

  なお、参考まで検査現在期日における現金の現在高は、次のとおりである。 

 

歳 計 現 金 2,450,299,354 円

一 時 借 入 金 0 円

基 金 に 関 す る 現 金 4,007,234,360 円

歳 入 歳 出 外 現 金 49,843,664 円

一
般

会
計

・
特

別
会

計
 計 6,507,377,378 円

水 道 事 業 会 計 256,768,993 円
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平成２４年第１回芦北町議会定例会請願・陳情文書表 

 

受理年月日 

番   号 
住  所 氏  名 要   旨 所管委員会

Ｈ24.1.12 

陳情第１号 

 

芦北町大字 

丸山177 

湯浦戦没者遺族会

会長 菊川 正範

湯浦慰霊塔の移設に

関する陳情書 

文教厚生 

常任委員会 

Ｈ24.2.14 

陳情第２号 

熊本市神水 

１丁目30-7 

コモン神水 

日本年金者組合 

熊本県本部 

執行委員長 

  國宗 直 他

公的年金の改悪に反

対する意見書提出を

求める陳情 

文教厚生 

常任委員会 

Ｈ24.2.21 

陳情第３号 

芦北町大字 

白岩379-1 

芦北町文化協会 

会長 

 平江 大八 他

天文台建設を行って

頂くための陳情書 

文教厚生 

常任委員会 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） おはようございます。 

ただいまから平成２４年第１回芦北町議会定例会を開会します。 

会議に先立ちまして、表彰状の伝達を行います。 

ここで議長を寺本副議長と交代します。寺本副議長、議長席にお座り願います。 

［議長交代］ 

○副議長（寺本修一君） 議長を交代いたしました。 

ただいまから藤井議長に対して表彰状の伝達をしますが、この表彰は去る２月９

日に開催されました全国町村議会議長会定期総会において、多年にわたる自治功労

者として表彰されたものでございます。 

それでは、藤井議長、演壇にお越しください。 

［表彰状授与］ 

○副議長（寺本修一君） 誠におめでとうございました。 

ここで議長を交代いたします。藤井議長、よろしくお願いいたします。 

［議長交代］ 

○議長（藤井公明君） これより寺本副議長に表彰状をお渡ししますので前に進んでい

ただきたいと思いますが、これは副議長としての自治功労者表彰でございます。県

の会長から表彰されるものでございます。前に進んでください。 

［表彰状授与］ 

○議長（藤井公明君） 寺本副議長に心からお喜び申し上げます。 

以上で伝達を終わります。 

これより本日の会議を開きます。 

お手元に配付の議事日程にしたがって会議を進めてまいります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 議席の指定 

○議長（藤井公明君） 日程第１「議席の指定」を行います。 

議席については、皆さんから一般質問席の設置について申し出があっておりま

したので、町長に改修のお願いをしました結果、御理解をいただき、この度新設を

いたしました。 

議席については、全員協議会で説明したとおりでありますので、着席の席を議

席と指定します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 
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○議長（藤井公明君） 日程第２「会議録署名議員の指名」を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１６条の規定により、１４番 岡

部君及び１５番 寺本君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 会期の決定について 

○議長（藤井公明君） 日程第３「会期の決定について」を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、先に開催されました議会運営委員会において、

３月１６日までとの答申が出ております。本日から３月１６日までの１５日間にし

たいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日か

ら１６日までの１５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 諸般の報告 

○議長（藤井公明君） 日程第４「諸般の報告」を行います。 

例月現金出納検査結果及び閉会中に出席した議長の諸般の報告と、今定例会よ

り町長の行政報告もお手元に配付しております。 

以上で諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ５ 陳情第３号 障がい者の権利を保障する新たな総合福祉法の制定を求め

る意見書を地方自治法９９条により提出することを求める

陳情 

 日程第 ６ 陳情第４号 最低保障年金制度の創設を求める陳情 

 日程第 ７ 陳情第５号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳

情 

 日程第 ８ 陳情第６号 国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める

陳情 

 日程第 ９ 陳情第７号 改正介護保険制度の充実に関することを求める意見書の提

出に関する陳情 

 日程第１０ 陳情第８号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書の提出を求める陳

情 

 日程第１１ 陳情第９号 国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求め

る陳情 

○議長（藤井公明君） 日程第５、陳情第３号から陳情第９号までを一括議題とし、１
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２月議会定例会において総務常任委員会と文教厚生常任委員会にそれぞれ付託して

おりましたので、委員長に報告を求めます。 

まずはじめに、総務常任委員長、元山君。 

○総務常任委員長（元山秀志君） 総務常任委員長報告を申し上げます。 

平成２３年１２月定例会において、当委員会に付託されました「陳情第８号 所

得税法第５６条の廃止を求める意見書の提出を求める陳情書」について、去る２月

２８日に審査を行いましたので、その経過と結果について報告いたします。 

この陳情は、水俣市の水俣民主商工会、掃本博昭氏より提出されたもので、中小

零細業者の家族従業者の「働き分」は、所得税法第５６条により必要経費として認

められていません。青色申告にすれば、必要経費として認められますが、このよう

に同じ労力に対して差をつける制度自体が矛盾していることであり、労力の正当な

評価のためにも、所得税法第５６条の廃止を求める意見書の提出を求めるという主

旨のものです。 

審査の中では、委員から零細業者など苦しい経済状態で税の負担が大きく、理解

できるところもあるという意見のほかに、白色申告と青色申告の違いだと思う。税

の軽減もいいが税収が伸び悩んでいる中、この意見書提出の時期に来ていない。所

得税法第５６条、第５７条の関連性があり、判断しがたいところもあるので継続審

査したいなどの意見がありました。 

以上、審査の結果、「陳情第８号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書の提

出を求める陳情書」につきましては、全会一致で継続審査とすべきものと決しまし

た。 

以上で総務常任委員会に付託されました事件の審査経過と結果の報告を終わりま

す。 

○議長（藤井公明君） 総務常任委員長の報告が終わりました。 

次に、文教厚生常任委員長、白坂君。 

○文教厚生常任委員長（白坂康浩君） 文教厚生常任委員長報告を申し上げます。 

平成２３年１２月議会定例会において付託されました陳情書の審査について、そ

の経過と結果について御報告申し上げます。 

委員会は、全委員出席のもと、２月２４日に開催いたしました。付託案件は、陳

情書が６件でございます。その要旨は、「障がい者の権利を保障する新たな総合福

祉法の制定を求める意見書を地方自治法９９条により提出することを求める陳情

書」、「最低保障年金制度の創設を求める陳情」、「大幅増員と夜勤改善で安全・安心

の医療・介護を求める陳情書」、「国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすこと

を求める陳情書」、「改正介護保険制度の充実に関することを求める意見書の提出に
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関する陳情書」、最後に「国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求

める陳情書」であります。 

提出者の住所・氏名を含め、その内容について説明を受けましたが、陳情書の数

も多く、その内容については、詳細に把握、理解することが困難であり、委員会に

おいては、時間をかけて協議をして結論を出すということから、全会一致をもって

継続審査にすることに決しました。 

以上で文教厚生常任委員長報告を終わります。 

○議長（藤井公明君） 以上で常任委員長報告が終わりました。 

これから委員長報告に対する質疑を一括して行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これより陳情第第３号から陳情第９号までを順次討論を行い、採決します。 

陳情第３号について、討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから陳情第３号を採決します。 

お諮りします。 

委員長報告は継続審査です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第３号は委員長報告の

とおり継続審査とすることに決定しました。 

陳情第４号について、討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから陳情第４号を採決します。 

お諮りします。 

委員長報告は継続審査です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第４号は委員長報告の

とおり継続審査とすることに決定しました。 

陳情第５号について、討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから陳情第５号を採決します。 

お諮りします。 

委員長報告は継続審査です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第５号は委員長報告の

とおり継続審査とすることに決定しました。 

陳情第６号について、討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから陳情第６号を採決します。 

お諮りします。 

委員長報告は継続審査です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第６号は委員長報告の

とおり継続審査とすることに決定しました。 

陳情第７号について、討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから陳情第７号を採決します。 

お諮りします。 

委員長報告は継続審査です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第７号は委員長報告の

とおり継続審査とすることに決定しました。 

陳情第８号について、討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから陳情第８号を採決します。 

お諮りします。 

委員長報告は継続審査です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませ
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んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第８号は委員長報告の

とおり継続審査とすることに決定しました。 

陳情第９号について、討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから陳情第９号を採決します。 

お諮りします。 

委員長報告は継続審査です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第９号は委員長報告の

とおり継続審査とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２３年度芦北町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

○議長（藤井公明君） 日程第１２、承認第１号「専決処分の承認を求めることについ

て」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。湯野上下水道課長。 

○上下水道課長（湯野一之君） おはようございます。 

承認第１号、専決処分の承認を求めることについて。平成２３年度芦北町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

平成２４年２月１日付けで専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、議会の承認を求めるものでございます。 

１ページをお開きください。 

専決第１号、平成２３年度芦北町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,２４７万円を追加し、総額を８,８６

７万円とするものでございます。 

今回の補正は、平成２４年１月２０日に起きた小田浦地区国道３号線横断箇所の

漏水により配水池の水位が低下し、田浦地区全体への供給不足が懸念されたため、

急遽、仮設工事で対応いたしましたが、水圧などに問題があり、水道水の安定供給

と緊急時の消火栓使用を勘案し、本管を早急に布設する必要があったことから、や



－17－

むを得ず専決処分をしたものでございます。 

それでは、歳出から御説明いたします。 

予算書は７ページをお開きください。 

款１簡易水道費、目２簡易水道施設費の１,２４７万円は、今回の漏水に係る配

水管布設工事費でございます。口径１００ミリのポリエチレン管により３７８.４

メートルの布設工事を行うものでございます。 

次に、歳入につきましては６ページをご覧ください。 

款４繰入金、項２基金繰入金、目１基金繰入金７２３万７,０００円は、財政調

整基金から繰り入れるものでございます。 

款５繰越金、目１繰越金の５２３万３,０００円は、前年度繰越金でございます。 

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認くださいますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） この漏水の工事にあたりまして、水圧の低下等の懸念がされ

たというようなことでありますが、断水とかの状況は見受けられなかったのか、そ

してまた仮に合併後、宮田配水池が出来ましたが、宮田配水池がなかった場合には

恐らく水圧の低下というのが非常に懸念されたと考えておりますが、その２点につ

いてお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 湯野上下水道課長。 

○上下水道課長（湯野一之君） お答えいたします。 

水圧低下につきましては、現在のところですね、最小動水圧を確保している状況

でございまして、水圧に対する断水等はございませんでしたけれども、工事の結果、

若干ごみがフィルターあたりに詰まって出にくいという御相談が数件あってござい

まして、逐次そちらのほうはまいりまして、そういったフィルターのごみの取り除

き等は実際行っております。 

それから、宮田配水池の件ですけれども、今回ですね、配水池の水位がぐんぐん

下がりまして大変慌てたわけでございますけれども、お陰さまで宮田配水池が４０

８トンと大きくですね、もとの配水池よりもかなり大きく容量をさせてもらった関

係で、今回はですね、断水することなく仮設配管が終わりました。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 生活、そして生命の維持にも一番大切な水道事業でございま

す。緊急な工事等が発生いたしましても、大変ではあると思いますが、夜間でも休
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日でも瞬敏に動いて復旧に務めてもらいたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから承認第１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、承認第１号は、承認するこ

とに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第１号 平成２３年度芦北町一般会計補正予算（第８号） 

○議長（藤井公明君） 日程第１３、議案第１号「平成２３年度芦北町一般会計補正予

算（第８号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） おはようございます。 

議案第１号、平成２３年度芦北町一般会計補正予算（第８号）について御説明を

申し上げます。 

本案は、予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,０９８万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０４億３,７２５万６,０００円とするものでござ

います。 

今回の補正予算は、子ども手当の制度改正、事業費確定に伴う過不足分の補正、

町有施設の整備に向けた基金積立てなどが主なものでございます。なお、第２条で

繰越明許費を、第３条で債務負担行為の補正を計上いたしております。 

それでは、補正の内容につきまして、お手元に配付しております予算書をもとに、

歳出のほうから御説明を申し上げます。 

予算書の１０ページをお開きください。 

款２総務費です。目１一般管理費の補正額１,４９２万７,０００円は、職員手当

等で職員の勧奨退職に伴います退職手当特別負担金でございます。なお、給与費明

細書につきましては、１３ページから１５ページに添付をいたしております。 
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次に、目５財産管理費２億円につきましては、積立金で熊本県市町村振興協会市

町村交付金及び決算余剰金を見込みまして、庁舎の耐震化等の財源に充てるため、

町有施設整備基金に積み立てるものでございます。 

次に、目９熊本県知事選挙費７１万４,０００円は、３月２５日執行の選挙に係

る経費で、県からの追加内示を受けて投票事務に係る職員手当５７万９,０００円

と、需用費１３万５,０００円を増額するものでございます。 

次に、款３民生費です。目４高齢者福祉費３９２万７,０００円は、介護保険事

業特別会計への繰出金で平成２４年度介護報酬改定に向けたシステム改修費に係る

事務費繰出金でございます。 

目２児童措置費の４,７００万円の減額は、扶助費で国の子ども手当の制度改正

により手当額が変更されたことに伴う減額でございます。 

次に、款４衛生費です。目２塵芥処理費１４５万５,０００円は、緊急雇用事業

の不当投棄防止パトロールで回収しました家電等のリサイクル手数料９８万１,０

００円と、それに伴います処分手数料４７万４,０００円でございます。 

１１ページになります。 

款５農林水産業費です。目３農業振興費の３５０万円の減額は、戸別所得補償制

度推進事業費補助金が当初の町経由から水俣芦北地域農業再生協議会への直接交付

に変更されたことによる減額でございます。 

目１０中山間地域総合整備事業費８８１万４,０００円は、国の第４次補正予算

による平成２３年度事業の追加及び事業費の確定などに伴う県への追加負担金８８

０万５,０００円と、事業推進協議会への負担金９,０００円でございます。 

目１４芦北地区排水対策特別事業費の１,０００万円の減額は、平成２３年度芦

北地区排水機場整備事業の事業費確定に伴う県負担金の減額でございます。 

次に、項３水産業費の目２水産業振興費３２万２,０００円は、芦北漁協所属の

漁船１隻がエンジン不調により急遽その対応が必要なため、漁船機械保全事業補助

金交付要項に基づき、対象事業費の３分の１を補助するものでございます。 

次に、款６商工費です。目３観光費１０９万９,０００円は、エンジン不調によ

り早急に対応が必要な観光うたせ船１隻に対し、観光うたせ船保存条例の規定に基

づき、対象事業費の３分の１を補助するものでございます。 

款７土木費です。目３道路新設改良費５３１万５,０００円は、単県道路改良事

業において、球磨田浦線の施工延長が延びたことなどによる県への負担金の増額で

ございます。 

款９教育費です。目２体育施設費４１８万８,０００円は、町民総合センターの

音響、電話設備において、経年による老朽化で業務に支障が生じているため、早急
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に対応するための修繕料でございます。 

１２ページをお開きください。 

款１０災害復旧費です。目１農地災害復旧費６０９万７,０００円の減額は、災

害査定及び入札結果による測量設計業務委託料７１万１,０００円の減額と、農地

災害復旧工事費５３８万６,０００円の減額でございます。 

目２農業用施設災害復旧費の３１７万５,０００円の減額は、災害査定及び入札

結果に伴う農業施設災害復旧費工事費の減額でございます。 

次に、歳入について御説明をいたします。 

８ページをお開きください。 

款９地方交付税につきましては、普通交付税を１億４,７９７万２,０００円を追

加しております。 

次に、款１１分担金及び負担金につきましては、農林水産業分担金といたしまし

て中山間地域総合整備事業分担金を事業追加に伴い２９７万９,０００円を増額し、

災害復旧費分担金については農地災害復旧費分担金を事業の確定などにより９３万

５,０００円の減額補正をするものでございます。 

款１３国庫支出金の民生費国庫負担金については、子ども手当の制度改正により

総額で４,７００万円の減額でございます。 

民生費国庫補助金については、介護報酬システム改修などに係る介護保険事業補

助金を２７９万９,０００円を計上いたしております。 

９ページになります。 

款１４県出金の農林水産業費県補助金３５０万円の減額は、町経由から水俣芦北

地域農業再生協議会へ直接交付に変更されたことによるものでございます。 

災害復旧費県補助金の６７８万８,０００円の減額は、農業用施設災害復旧費及

び農地災害復旧事業費の確定などによる県補助金の減額でございます。 

総務費委託金の７１万４,０００円は、熊本県知事選挙費の追加内示によるもの

でございます。 

款１７繰入金の介護保険事業特別会計繰入金４,０００円は、過年度の介護保険

給付費の精算償還金でございます。 

款１９諸収入の雑入７,４７４万４,０００円は、熊本県市町村振興協会からの配

当金で、熊本市の政令市移行に伴いまして、振興協会を脱退することに伴い４７億

円を一括償還したことにより、余剰金が構成市町村に配分されるものでございます。 

次に、繰越明許費について御説明をいたします。 

４ページをお開きください。 

第２表繰越明許費をご覧いただきたいと思います。款２総務費の佐敷駅跨線橋整
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備事業ほか７事業、総額２億４,９９７万７,０００円につきましては、関係機関と

の協議など時間を要し、適正工期が確保できないなどの理由で年度内に支出を終わ

る見込みがないため翌年度へ繰り越すものでございます。 

まず、佐敷駅跨線橋整備事業１億２２６万２,０００円につきましては、肥薩お

れんじ鉄道と早期協定締結に向けて協議を行い、協定案の提示を幾度となく求めて

まいりましたが、先方からの協定書案の提示が遅れました。このことにより、国の

繰越申請も遅れ、承認が２月となったため繰り越すものでございます。 

芦北町木造住宅建築支援事業４９０万７,０００円につきましては、天候不順に

よる進捗の遅れなどにより繰り越すものでございます。 

作業道開設事業８６１万７,０００円につきましては、塩浸寒気線開設工事にお

いて事業着手後に用地の権利移転があり、地権者との協議により設計変更を余儀な

くされたことにより繰り越すものでございます。 

牛の水漁港整備事業１億円につきましては、公有水面の埋立申請協議に時間を要

し着工が遅れたため繰り越すものでございます。 

橋梁維持事業３７０万円につきましては、道川内の西平橋の改修工事におきまし

て、関係者との協議により工法の見直しが必要となったため繰り越すものでござい

ます。 

樋門維持管理事業６６２万２,０００円につきましては、岩崎樋門修繕工事費を

１２月補正で計上をいたしましたが、３月の入札で適正工期が確保できないために

繰り越すものでございます。 

排水対策事業２,０７７万９,０００円につきましては、１２月補正で計上しまし

た白岩地区排水路整備工事及び花岡東地区排水対策事業実施設計委託料で、入札か

ら適正工期が確保できないこと、及び排水開設から排水能力の決定まで県との協議

に時間を要したことにより繰り越すものでございます。 

林道施設災害復旧費事業３０９万７,０００円につきましては、林道瀬戸線の災

害復旧工事において、災害査定後の入札からの適正工期が確保できないことから繰

り越すものでございます。 

債務負担行為補正について御説明をいたします。 

５ページをお開きください。 

第３表債務負担行為補正をご覧いただきたいと思います。まず、追加でございま

す。平成２３年度農業経営基盤強化資金利子補給補助金については、農業振興の観

点から農業用倉庫建築に係る資金借入れに対しまして、利子補給を円滑に行うため

新たに追加設定するものでございます。 

薩摩街道佐敷宿交流館委託料、御立岬公園委託料、御立岬温泉センター委託料、
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古石地区生涯学習センター委託料、女島活力センター委託料につきましては、４月

からの施設管理、運営を円滑に行うため、指定管理者との協議手続きを平成２３年

度中に行う必要があることから債務負担行為を新たに追加設定するものでございま

す。なお、期間、限度額は、記載のとおりでございます。 

次に、変更でございます。ここに計上しておりますスクールバス一般利用運行業

務委託料ほか６件は、先の１２月議会補正予算におきまして、単年度の債務負担行

為を設定をしておりましたが、契約事務を進める中で利用者への安全で安心できる

サービス提供に向けて３年の長期契約を締結し、運転者に対する継続的な安全教育

の実施や車両の管理体制を充実させる必要があることから、今回、期間と限度額を

３年間分へ変更設定を行っております。 

以上、一般会計補正予算につきまして御説明をいたしました。御議決いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。平松君、 

○１１番（平松洋一君） １１ページ、中山間地域総合整備事業負担金が８８０万５,

０００円計上されております。歳入のほうで２９７万９,０００円、分担金が入っ

ておりますので、町の持ち出しとしては５８３万５,０００円ということでござい

ますが、一般財源は。この事業の中身、それから総事業費、これは県の事業という

ことで先ほど説明がございましたが、負担率、これを説明願いたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 柳田農林水産課長。 

○農林水産課長（柳田豊彦君） それでは、御説明をいたします。 

まず、先ほど説明がありましたように、この事業の前倒しがあったためでござい

ますけれども、中山間地総合整備事業につきましては、今１期分として水俣芦北地

区と七浦地区というふうに分かれておりまして、この補正額のうち水俣芦北地区が

２カ所分の１８２万１,０００円、七浦地区につきましては９カ所、６９８万４,０

００円ということになっております。 

それで、その地区の概要でございますが、まず七浦地区が多うございますので、

七浦地区のほうから申し上げますけれども、農業用水関係が田浦・鶴田、天月、上

木場というようなところの３カ所分、そして農道整備が大尼田、圃場整備が田浦・

鶴田と古石、農地防災、これは排水路の整備ですけれども、これが女島、農業集落

道が塩浸、営農飲雑用水施設として庵の山という形になっておりまして、事業費が

当初が６,３９９万４,０００円が変更で１億１,０５５万円ほどになったというこ

とに伴うものでありまして、受益者負担金につきましては基本的に５％ということ

になっております。 
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それと、水俣芦北地区につきましては、農道整備分で鶴田２工区、営農飲雑用水

施設の最終事業として釜・沖分、これが両方とも前倒しで当初が０円であったもの

が今回事業費として１,２１４万４,０００円になったということでございます。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 平松君、 

○１１番（平松洋一君） 了解しました。 

今説明の中でですね、圃場整備が１件ございますけれども、この金額はいくらに

なっていますか。 

○議長（藤井公明君） 柳田農林水産課長。 

○農林水産課長（柳田豊彦君） 田浦・鶴田工区のことだろうと思いますが、当初が１,

５４９万４,０００円、これが２,２９４万１,０００円ということになっておりま

す。 

○議長（藤井公明君） 古村君。 

○５番（古村逸男君） 確認を一つしたいと思いますが、４ページの繰越明許費の、１

０番の災害復旧費でございますが、先ほど井上課長からありましたこの金額が３０

９万円ということになっておりますが、３０９万７,０００円と聞いたんですけれ

ども、確認をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） 大変失礼をいたしました。御指摘のとおり、３０９万

円が正解でございます。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 農林水産業費の中の目の３ですけれども、戸別所得補償制度

推進事業補助金の中に水俣芦北地域再生協議会へ移行ということでありますけれど

も、これなる協議会はどういう協議会なのか、いつ出来たのかですね、その協議会

の主旨等についていただければと思いますが。 

そして、この戸別補償制度によりまして農業所得が増えたというメディアでの発

表がなされておりますが、芦北町地域においてはどうだろうかなあというふうに思

いますが、担当課の所感をお願いします。 

○議長（藤井公明君） 柳田農林水産課長。 

○農林水産課長（柳田豊彦君） お答えします。 

再生協議会につきましては、従来、ちょっと名称は詳しくは、今ちょっと失念し

ておりますけれども、転作を行うための水田協議会というものが前身になっており

まして、今回、国がこれに担い手協議会でありますとか、鳥獣対策協議会でありま

すとか、それをすべて統一したところで再生協議会をつくりなさいというふうなこ
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とになっております。これをもとに水俣芦北で検討いたしまして、あくまでも水田

関係だけでですね、再生協議会をつくろうという形で名前を再編したというふうに

御理解をいただければと思います。今回、この戸別補償の３５０万円につきまして

は、その事務費でございまして、農家組合長さんに対する日当でありますとか、そ

の他諸々の事務費ということでございます。なお、平成２４年度からはですね、今

のところ、県のほうからの指示としては水俣芦北分の補助金を芦北町のほうで、窓

口で一旦受けて、町のほうから出してくださいということになっておりますので、

２４年度の当初予算にはそのような形で計上しているところでございます。 

所得が上がったかどうかということでありますけれども、これは生産費が基本的

に販売経費を上回る場合において、それを補てんするという制度でございますので、

当然、１反当たり１万５,０００円上がっております。それと、なおかつ２４年度

につきましては、それにまた２２年度分につきましては減収分を上乗せをしました

ので、１反当たり約３万円が交付されておりますけれども、２３年度はその減収補

てん分がありませんので、１万５,０００円が交付されることになっております。

ですから、それと併せて米以外の稲作等に行う補助金も含めて、その分が若干は当

然上がっているんだろうなあというふうなことでありますので、全体から見てどう

ということではないんですが、その交付分だけは上がったという見方をしておりま

す。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１号は、原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第２号 平成２３年度芦北町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号） 

○議長（藤井公明君） 日程第１４、議案第２号「平成２３年度芦北町国民健康保険事
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業特別会計補正予算（第３号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。迫本住民生活課長。 

○住民生活課長（迫本文雄君） 議案第２号、平成２３年度芦北町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）について御説明いたします。 

今回の補正は、事業勘定の歳入歳出予算にそれぞれ２,２５５万２,０００円を追

加し、総額を３３億３,０６１万３,０００円とし、直営診療施設勘定の歳入歳出予

算にそれぞれ１３９万５,０００円を追加し、総額を７,４６４万３,０００円とす

るものでございます。 

事業勘定の歳出から御説明いたします。 

１２ページをお開きください。 

第１款総務管理費の一般管理費３６万９,０００円は、高齢者医療制度円滑運営

事業で医療費１割負担継続に係る被保険者証再交付に使用する消耗品及び印刷製本

費等です。 

同じく、連合会負担金４８万２,０００円は、新国保総合システムの稼動延伸に

よる旧システムの稼働延長にかかる負担金です。 

第２款保険給付費の一般被保険者療養給付費１,３３５万１,０００円は、医療費

増加により給付費が不足するため増額するものです。 

同じく、一般被保険者療養費２０３万４,０００円は、同じく医療費増加により

療養費が不足するため増額するものです。 

同じく、一般被保険者高額療養費１７５万円は、同じく医療費増加により高額療

養費が不足するため増額するものです。 

同じく、退職被保険者等高額療養費２１８万３,０００円は、同じく医療費増加

により退職被保険者等高額療養費が不足するため増額するものです。 

１３ページをお開きください。 

第８款共同事業拠出金の高額医療費共同事業拠出金１５５万２,０００円の減額

は、国保連合会からの本年度拠出額の確定があったことにより減額するものです。 

同じく、保険財政共同安定化事業拠出金３９３万５,０００円は、国保連合会か

らの確定により不足額を増額するものです。 

次に、歳入につきまして御説明します。 

１０ページをお開きください。 

第３款国庫支出金の療養給付費等負担金５８２万５,０００円は、一般被保険者

療養給付費等の増加分に対する定率の国庫補助金です。 

同じく、高額療養費共同事業負担金３１万１,０００円の減額は、高額療養費共

同事業拠出金の確定による定率の国庫補助金の減額です。 
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同じく、財政調整交付金４８万２,０００円は、新国保総合システム稼働延伸に

要する経費に対しての特別調整交付金です。 

同じく、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金７２万９,０００円は、７０歳か

ら７４歳の自己負担割合の１割継続に係る経費への国庫補助金です。 

第４款県支出金の高額医療費共同事業負担金３１万１,０００円の減額は、国庫

支出金の高額療養費共同事業負担金と同様、定率の県補助金です。 

同じく、都道府県財政調整交付金１１９万８,０００円は、国庫支出金の療養給

付費等負担金と同様、定率の県補助金です。 

第５款療養給付費交付金１,２１８万１,０００円は、社会保険診療報酬支払基金

からの平成２３年度退職者医療の療養給付費等交付金確定による追加交付金です。 

１１ページをお開きください。 

第７款共同事業交付金の１,７４４万６,０００円の減額は、歳出の第８款で説明

しました拠出金の確定によるもので、国保連合会からの交付金の減額です。 

同じく、保険財政共同安定化事業交付金１,７２９万８,０００円の減額は、共同

事業交付金と同様、国保連合会からの交付金の減額です。 

第１０款繰越金の３,７５０万３,０００円は、不足する財源を前年度繰越金で調

整するものです。 

次に、直営診療施設勘定につきまして、歳出の１５ページをお開きください。 

歳出から御説明いたします。第２款医業費の１３９万５,０００円は、医薬品処

方量の増加により、医薬材料費を増加するものです。 

次に、歳入について説明します。 

１４ページをお開きください。 

第１款診療収入の後期高齢者医療診療報酬収入１３９万５,０００円は、先ほど

の歳出に見合う額を計上するものです。 

以上で説明を終わります。御議決いただきますようよろしくお願いします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２号を採決します。 

お諮りします。 
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本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２号は、原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第３号 平成２３年度芦北町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

○議長（藤井公明君） 日程第１５、議案第３号「平成２３年度芦北町介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。迫本住民生活課長。 

○住民生活課長（迫本文雄君） 議案第３号、平成２３年度芦北町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算にそれぞれ２,３９５万５,０００円を追加し、総額

を１９億６,５０８万３,０００円とするものでございます。 

歳出から御説明いたします。 

７ページをお開きください。 

第１款総務費の一般管理費３９２万７,０００円は、平成２４年度介護報酬改定

等に伴うシステム改修委託料でございます。 

第２款保険給付費の地域密着型介護サービス給付費８８２万８,０００円の減額

は、給付費の実績見込みで減額するものです。 

同じく、介護予防サービス給付費７２０万９,０００円は、要支援１、２を対象

とするデイサービス給付費の実績見込みで、不足分を増額するものです。 

同じく、介護予防サービス計画給付費の６０万６,０００円は、同じくケアプラ

ン作成実績見込みにより増額するものです。 

同じく、審査支払手数料６万６,０００円は、国保連合会へ委託している介護給

付費の審査支払手数料で実績により増額するものです。 

同じく、高額介護サービス費の９４万７,０００円は、実績見込みにより増額す

るものです。 

８ページをお開きください。 

第５款諸支出金の償還金２万４,０００円は、過年度の国庫負担金等精算償還金

です。 

同じく、繰出金の４,０００円は、過年度精算償還金の町負担金分を一般会計へ

繰り出すものです。 

第６款基金積立金の介護保険財政調整基金積立金２,０００万円は、前年度繰越
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金を財源にして積み立てるものです。 

歳入については、６ページになります。 

第６款繰入金のその他一般会計繰入金３９２万７,０００円は、一般会計からの

介護報酬改定等に伴うシステム改修費等事務費繰入金です。 

第７款繰越金２,００２万８,０００円は、前年度繰越金で調整するものです。 

以上で説明を終わります。御議決いただきますようよろしくお願いします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。坂本君。 

○１番（坂本 登君） 地域密着型介護サービス給付費が減額になっております。実績

見込みで減額、またその下の項目は実績見込みで増額となっていますが、この実績

見込みというのは減額の理由は、もうちょっと詳しく説明してください。 

○議長（藤井公明君） 迫本住民生活課長。 

○住民生活課長（迫本文雄君） 地域密着型サービスにつきましては、実績見込み件数

を当初１,２００件で予定しておりました。それが実績見込みによりまして９８７

件、減額で２１３件減ったものでございます。あと、介護予防居宅につきましては、

当初５,７４８件が６,０７１件、プラスの３２３件、介護予防支援につきましては、

当初４,６９５件が４,７８４件の見込み、件数増が８９件でございます。高額介護

費につきましては、当初２,８６１件、実績見込みで３,０５０件、１８９件の増で

ございます。審査支払につきましては、２万６,０５８件が２万６,８３０件で、７

７２件の増となっております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３号は、原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第１６ 議案第４号 平成２３年度芦北町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号） 

○議長（藤井公明君） 日程第１６、議案第４号「平成２３年度芦北町簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。湯野上下水道課長。 

○上下水道課長（湯野一之君） 議案第４号、平成２３年度芦北町簡易水道事業特別会

計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。 

今回の補正は、繰越明許費のみの補正でございます。 

承認第１号で専決処分の承認をお願いいたしました小田浦地区排水管布設工事の

予算におきまして、工事に係る適正工期が確保できないため、繰越明許費の補正を

お願いするものでございます。 

繰越明許費、第１条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り

越して使用することができる経費は第１表繰越明許費による。 

予算書２ページの第１表繰越明許費をご覧ください。 

款１簡易水道費、項１簡易水道費、事業名、小田浦地区排水管布設事業、金額１,

２４７万円でございます。 

以上、説明を終わります。御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４号は、原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 議案第５号 平成２３年度芦北町有温泉事業特別会計補正予算（第２

号） 

○議長（藤井公明君） 日程第１７、議案第５号「平成２３年度芦北町有温泉事業特別
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会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） 議案第５号、平成２３年度芦北町有温泉事業特別会計

補正予算（第２号）について御説明いたします。 

債務負担行為、第１条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担するこ

とができる事項、期間及び限度額は、第１表債務負担行為によるものでございます。 

３ページをお開きください。 

内容を申し上げます。今回の補正につきましては、指定管理者への芦北町大野温

泉センター委託料でございます。期間が平成２４年度から平成２６年度まで、限度

額は１億１,４８３万１,０００円でございます。 

内訳として、単年度、２４年度が３,８２７万７,０００円、２５年度、２６年度

も同額の予定でございます。なお、前年３年も減額した内容としましては、人件費、

それから設備費の充実に伴います見直しを行い減額したものでございます。 

以上で説明を終わります。よろしく御議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第５号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５号は、原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 議案第６号 平成２３年度芦北町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（藤井公明君） 日程第１８、議案第６号「平成２３年度芦北町水道事業会計補

正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。湯野上下水道課長。 

○上下水道課長（湯野一之君） 議案第６号、平成２３年度芦北町水道事業会計補正予

算（第１号）について御説明いたします。 
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今回の補正は、城山配水池造成工事において、平成２４年２月６日の夜から７日

早朝にかけまして発生した法面崩壊について復旧に係る予算を措置するものでござ

います。 

資本的収入及び支出、第２条において、芦北町水道事業会計予算（第４条）、本

文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５,７２８万２,０

００円を８,０８８万２,０００円に、建設改良積立金１,０００万円を３,３６０万

円に改め、資本的支出の建設改良費予定額を２,３６０万円増額するものでござい

ます。 

第１款資本的支出、第１項建設改良費、既決予定額１億３,８３４万３,０００円

に、２,３６０万円を補正し、合計１億６,１９４万３,０００円とするものでござ

います。 

復旧計画としまして、土工事３,０００立方メートル、法面工１,５８０平方メー

トル、擁壁工１１１平方メートルを予定しております。 

予算書２ページには資本的支出の実施計画を添付しております。 

以上、説明を終わりました。御審議の上、御議決願いますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 国道３号線からも見えまして、大変崩れております。その中

で工事が始まる前に私たちも建設経済常任委員会で現地を調査をいたしましたとこ

ろ、やはり佐敷城跡の横の道を通って土も運ばにゃいかんと、非常にやはり工事関

係者も苦労されていたんじゃなかろうかと思っております。 

ここで確認をしたいと思いますが、設計あるいは工事による何かのミスがあった

のか、なかったのか、なかったものと私は信じております。そして、人的被害、そ

れからほかの地権者の方への被害等がなかったか、その２点、よろしくお願いいた

します。 

○議長（藤井公明君） 湯野上下水道課長。 

○上下水道課長（湯野一之君） まず、設計工事等による影響はなかったのかというこ

とでしたかね。設計工事等によるミスはなかったかということでございます。調査

をいたしました結果ですね、現行の地質調査と点で実施するボーリング結果のみで

は地質の想定がですね、非常に極めて困難であるということで設計は地質断面図を

もとに行われておりまして、安定計算の過程や計算結果に問題はなく、今回のよう

な地質の構造が異なった場合、事前に想定することができなかったということでご

ざいます。 
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また、人的被害につきましては、１月１５日に小規模の崩落が確認された時点で、

安全性を考慮しまして一時工事を中断しまして、法面の補強を行うよう指示を行っ

ておりました関係で、今回また夜間に起きた崩落ということで、人的被害には至っ

ておりません。 

それから、地権者等への影響ということでございます。今回崩壊いたしました、

向かいまして左側が田口剛さんという方の所有で、その隣接に岡本辰男さんという

所有者の山林がございます。この両方につきまして、境界ぎりぎりのところで今崩

壊しているわけですけれども、実際の被害までは至っておりません。さらに、町道

への影響でございますけれども、町道への被害は全くございませんでした。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 大きな工事を進める上での不幸中の幸いといいますか、そう

いう被害がなかったから一安心をいたしております。約１万人に水を供給する新し

い施設であります。そして、今後の東北地方の震災を踏まえて、新たな震災対策も

含んでいる工事と認識をいたしております。一日も早く無事、事故なく、新しい配

水池が出来ることを願っております。今後も事故等、想定外のそういう災害等に十

分留意をされて工事を進めていっていただければと思います。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第６号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６号は、原案のとお

り可決されました。 

ここで１０分間休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０８分 

再開 午前１１時２１分 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 平成２４年度施政方針と予算大綱説明 

○議長（藤井公明君） 日程第１９「平成２４年度施政方針と予算大綱説明」を求めま

す。竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） おはようございます。 

本日、平成２４年第１回芦北町議会定例会招集申し上げましたところ、議員の皆

様方には公私とも大変御多忙の中、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

平成２４年第１回芦北町議会定例会の開催にあたり、町政運営の基本的な考え方

と予算の大綱について申し上げ、議員各位並びに町民の皆さまの御理解と御賛同を

賜りたいと存じます。 

私は、新芦北町が誕生して以来、芦北町総合計画に掲げる「個性の光る活力ある

まちづくり」の実現に向け各種施策を展開してまいりました。 

この間、国内では、少子高齢化の進展、長期に渡る景気低迷などの影響により、

厳しい環境の中での行財政運営が続きましたが、本町におきましては福祉、教育、

産業振興、社会資本整備など全般にわたり、健全財政を堅持しながら着実な歩みを

重ねております。 

昨年は、東日本大震災とともに巨大津波の発生、原発事故など、未曾有の大災害

が発生し、多くの尊い人命、財産等が失われる甚大なる被害がもたらされました。

復興への道のりは遠いものがありますが、私たちはこのことを通して自然災害の脅

威、災害への備え、日常の平穏なくらしの有難さなど改めて認識したところでござ

います。 

他方、現下の経済状況を見ますと、欧州の債務危機を背景にした海外経済の減速、

円高による輸出環境の悪化、景気後退による厳しい雇用情勢など、景気の先行き不

透明感が増しており、加えて将来の消費税増税などを受け、生活への不安感を払拭

できない状態にあります。 

このような社会情勢の中、本町でも今後一段と少子高齢化が進展し、町民ニーズ

は複雑、多様化していくことが予想され、子どもを安心して生み育てることができ

る環境づくり、住み慣れた地域ですべての人が安心して健康で暮らせる環境づくり

をさらに進めていく必要があります。 

こうした状況を踏まえ、平成２４年度は「みんなが安全で安心して暮らせる環

境」を、次代を担う子どもたちに財産として引き継いでいくため、全力を傾注して

まいる所存でございます。 
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次に、予算編成、規模等について申し上げます。 

平成２４年度予算編成におきましては、国、県、地方財政計画の動向を踏まえ、

歳入に見合った持続可能な財政運営及び安全・安心の確保という基本的な方向性の

もと、総合計画の基本理念実現のため、継続した行政コストの削減、効率化と合併

による財政支援の有効活用を図り、積極的な事業展開を行うことといたしました。 

その結果、平成２４年度一般会計予算総額は、９７億７,３００万円となり、前

年度当初予算に比べ９００万円、０.１％の伸びとなっております。 

歳入の主なものを申し上げます。町税につきましては、町民税の年少扶養控除の

廃止等によります増収分を見込みまして前年度から２,３３７万４,０００円増の総

額１５億２,０８０万３,０００円を計上いたしました。 

地方交付税につきましては、国の地方財政対策等を踏まえ、４４億９,５００万

円を見込んでおります。 

国庫支出金につきましては、制度改正に伴う子ども手当交付金の減、湯北地区排

水対策事業終了に係る社会資本整備交付金の減などにより、６億５,０３２万１,０

００円の計上となっております。 

繰入金は、安全・安心を担保する各種社会資本整備の経費に充てるため、町有施

設整備基金などから２億６,０３７万３,０００円を措置しております。 

町債は、普通交付税の振り替え分として臨時財政対策債の４億円を含み、９億２,

７１０万円を措置しておりますが、前年度から５,２１０万円減り、借入総額は従

来どおり元金償還額の範囲内にとどめ、後年の財政負担に配慮しております。 

歳出につきましては、人件費が人員配置の見通しに伴う職員数の減などによりま

して、前年度から１億１７９万５,０００円の減となっております。 

扶助費につきましては、子ども手当の制度改正によります大幅な減があったもの

の障害者自立支援法改正、介護保険の介護給付費増への対応、子育て支援策の拡充

などによりまして１４億７,５９７万１,０００円となりました。 

また、投資的経費につきましては、国庫補助による大型事業の湯北地区排水対策

事業が終了いたしましたが、花岡東地区の排水対策事業をはじめ、各地域が抱える

課題、要望等へ対応するべく、緊急性、効果などの観点から精査と検討を加え、前

年度から２,６３１万４,０００円増の総額１２億７,３４５万８,０００円の予算額

を確保いたしました。 

以下、平成２４年度当初予算案に盛り込みました主要な施策について、総合計画

に定めました６つの柱ごとに概要を申し上げます。 

第１は、「魅力的な地域づくり」についてであります。 

まちづくりの主役は「人」であり、ふるさとづくり基金運用事業により、まちづ
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くりを支える人材育成を図るとともに、まちづくり団体が行う地域づくり、スポー

ツ・文化、交流活動等への支援を行ってまいります。 

また、若者の定住促進を図る観点から、交流イベント等の結婚支援事業を引き続

き実施してまいります。 

生涯学習の充実では、町民講座や平成生き生き大学、音楽祭等を開催し、参加者

の自己研鑽と生きがいづくりの一助となる学習環境の整備に努めてまいります。 

また、次代を担う子どもたちの健全な心身発達に資するため、子ども講座、子ど

も体験学習、演奏家派遣事業を開催するとともに、地域社会と学校の有機的な連携

による放課後子ども教室推進事業及び家庭教育支援事業などを引き続き実施し、子

どもの安全で安心な活動拠点整備、地域の教育力向上を図ってまいります。 

星野富弘美術館は、心の教育に資する施設として、原画展や常設展及び公募展の

開催を通じ、町内はもとより、より多く方々に足を運んでいただき、生きる勇気、

感動を与えるような充実した運営に努めてまいります。 

次に、みんなが主役のまちづくりに関しては、まちづくり支援事業を引き続き実

施するとともに、花苗等配布による町民の心を和ませる、美しいまちづくりを推進

してまいります。 

また、広報あしきた、まちだよりやホームページなどで情報を提供するとともに、

パブリックコメント制度を活用し、広く町民の意見を求めることにより、町民との

協働のまちづくりを推進してまいります。 

男女共同参画事業については、新たな計画策定に向けた検討を行うとともに、男

女が対等なパートナーとして支え合う社会を実現できるよう、その推進を図ってま

いります。 

第２に、「人にやさしい快適なまちづくり」についてであります。 

保健事業については、健康づくり教室や健康セミナーを開催し、生活習慣病健診

やがん検診などの受診率を高めることに努めます。 

予防接種については、引き続き子宮頸がんやヒブワクチン等の予防接種に対して

助成を行います。 

また、糖尿病予防教室を開催し、糖尿病の発症及び重症化予防に取り組みます。 

高齢者福祉については、各種在宅福祉サービスの充実と、行政・高齢者福祉施

設・地域住民の連携による支援体制の強化を図ってまいります。 

障害者福祉については、法改正により平成２４年４月から、障害児通所支援や１

８歳以上の障害児施設入所者の給付決定等の事務が、都道府県から市町村に移行さ

れます。障害者の住みよい町づくりに向け、更に質の高いサービスの提供及び障害

者の社会参加、就労支援の促進を図ってまいります。 
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社会福祉については、地域福祉計画に基づき、災害時における要援護者支援のた

めの図上訓練を、地域住民とともに引き続き取り組んでまいります。 

また、環境・福祉モデル地域づくり促進事業として取り組んでまいりました女島

活力推進センターが７月に竣工し、水俣病の情報発信と地域のもやい直し等に資す

る新たな活動拠点として供用を開始します。 

児童福祉については、次世代育成支援行動計画に基づき、子育て家庭の経済的負

担軽減のため、子ども医療費の助成対象年齢を現行の１５歳から１８歳までに拡大

して、医療費の一部負担金を無料化します。 

次に、住環境の防犯、防災体制については、近年、子どもや老人等が犠牲となる

痛ましい事件が全国各地で発生しており、犯罪を未然に防ぎ、併せて災害時の初動

体制を強化するため、関係機関との連携の中で新たに防犯カメラの設置を行い、さ

らなる安全・安心なまちづくりに努めてまいります。 

水防対策については、新たに花岡東地区強制排水施設設置工事のほか、平生地区

排水解析事業、村前川河川改良工事に着手します。このほか被災者の負担軽減、迅

速な災害復旧を図るため、小災害復旧事業にも取り組んでまいります。 

消防・防災体制については、常備消防の支援を行うほか、本町消防団では初とな

る軽自動車の積載車導入、防火水槽の設置、災害用備蓄食糧の確保など、充実・強

化を図ってまいります。 

なお、公共施設の耐震補強については、役場庁舎の耐震補強実施設計を行います。 

上下水道関係では、小規模集落での安定した水の供給に向けて、引き続き飲料水

供給施設事業に取り組んでまいります。 

生活排水対策については、浄化槽設置の推進を柱に積極的な取組みを行ってまい

ります。 

ごみ処理対策については、家庭における分別の徹底と生ごみ処理機購入補助を実

施するとともに、清掃センターにおける中間処理機能を充実させ、ごみの減量化と

リサイクルの推進を図ります。 

公営住宅については、補修・更新に至る予防保全の計画的な実施等、効率的かつ

適正な維持管理を行ってまいります。 

第３に、「生きがいある働き場づくり」についてであります。 

本町の基幹産業である農林水産業については、「未来につなげる芦北町農林漁業

振興基本条例」の理念をもとに、収益性の高い安定した経営と、安全で安心かつ良

質な農林水産物の供給を図るため、農林水産業への支援を行ってまいります。 

農業については、国の方針に基づき将来の設計図となる「人・農地プラン」を策

定した上で、農地の利用集積や農作業の受託組織育成のための事業を新たに立ち上
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げることとしました。 

利用集積を担う集落営農組織づくりと農作業受託システムの確立は、芦北町のよ

うな小規模中山間地域農業の存続に欠かせないとの観点から、積極的に取り組んで

まいります。 

本町の特産品である果樹につきましては、引き続き高品質果実生産のため、優良

品種の改植事業や施設化等への支援を行います。 

畜産につきましては、芦北牛銘柄確立のため、芦北ブランド牛産地対策事業など

を継続してまいります。 

戸別補償制度や鳥獣被害については、農業再生協議会や鳥獣被害対策協議会と連

携した取組みを進めます。 

林業については、森林法の改正による新たな施策に適切に対処するとともに、木

造住宅支援事業や林道舗装事業など、町独自の施策も継続してまいります。 

漁業は、従来の支援策に加えて、クマモト・オイスターや海藻アカモクの産地化

などに取り組んでまいります。 

牛の水漁港では、京泊から女島埋立地を結ぶ道路の開設に併せて湾内の埋立てを

開始します。 

農業農村整備関係については、国の予算が大幅に削減される中、中山間地域総合

整備事業、広域農道及び排水特別対策事業等に適正な負担を行いながら事業の進捗

に努めます。 

農道や用配水路の舗装改良等には、町単独の予算を措置し、住民の要望に応えて

まいります。 

農業委員会については、改正農地法に対応すべく、適切な組織運営に努めるとと

もに、耕作放棄地対策や農地の利用集積などに取り組みます。 

次に、商工業振興事業については、各種の資金制度活用や商工業振興補助金、プ

レミアム付き商品券発行補助金を措置して育成に努めてまいります。 

新たな特産品づくりとして、御立岬温泉の原水と再生可能エネルギーを活用した

温泉塩の商品化に取り組みます。また、地域の人材や技術の育成により、低コスト

型製塩法の確立と、製塩体験施設の整備を図ってまいります。 

企業誘致については、関係機関と連携しながら、県内外への企業誘致活動を進め

てまいります。 

また、町有地の有効活用を図るため、新たにメガソーラーの導入に向け事務を進

めてまいります。 

旧国民年金健康保養センターについては、開発計画を目的として覚書を締結した

企業と協議を行い、早期開発を目指してまいります。 
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観光振興事業については、観光資源のＰＲと歴史・文化を加えた新たな観光ルー

ト開発に努めます。 

本町の観光を代表する観光うたせ船の振興については、観光協会、観光うたせ船

組合と連携を図り集客に努め、また計石地域の活性化を目的に、うたせ振興対策協

議会を設立し、ビジョン策定に取り組みます。 

観光イベントとして、御立岬ビーチサッカーフェスティバルやビーチバレーイン

くまもと大会、うたせマラソン大会など、町を代表するイベントを引き続き開催し、

交流人口の増加を目指します。 

また、本町観光の中核施設である御立岬公園と御立岬温泉センター並びに芦北海

浜総合公園については、運営の強化を図るとともに、通年の利用者獲得に向け、安

らぎをもたらす花公園の整備に取り組んでまいります。 

第４に、「豊かな心の人づくり」についてであります。 

新学習指導要領に「伝統的な言語文化」の指導が盛り込まれたことを受け、芦北

町教育理念「温故創新」のもと、論語の素読を通して徳育の推進を図るとともに、

平成２４年度から必修化となる武道については、平成２３年度から空手道を導入し

ており、子どもたちの礼節を重んじる態度の養成につなげてまいります。 

また、不登校問題等に対処するため、スクールカウンセラーや心の教室相談員を

活用するとともに、不登校対策支援員を配置します。 

さらに、特別支援教育では、引き続き非常勤職員を配置し、生活や学習上の困難

を改善、克服する手だての充実を図ります。 

学校教育の充実に向けては、ＩＣＴ機器の活用支援を引き続き行うとともに、デ

ジタル教科書の導入を図ります。 

また、防犯カメラを田浦小学校に設置するとともに、各小中学校の校舎、プール、

体育館等の適切な修繕を行い、安心して学校生活が送れるような環境整備に取り組

みます。 

学校給食においては、衛生管理に優れたフルドライ方式の新しい学校給食センタ

ーの運営を４月から開始し、安全・安心な給食を安定して提供するとともに、アレ

ルギー対応の給食にも取り組んでまいります。 

スポーツの振興については、総合型地域スポーツクラブや町体育協会等の団体を

支援するとともに、青少年社会体育クラブや九州・全国・国際大会出場者にスポー

ツ振興補助金を交付し、競技力の向上と誰もが参加できる生涯スポーツ社会の実現

に努めてまいります。 

また、大相撲合宿やＶ・チャレンジリーグ女子バレーボール大会を各協会と連携

して誘致し、プロや一流選手を直に観ることで、スポーツの楽しさ、感動を伝えて
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まいります。 

芸術・文化活動の推進と文化財の保存については、国史跡佐敷城跡の保存管理基

本計画策定及び南九州西回り自動車道建設に伴う埋蔵文化財の調査等を行うととも

に、町内各文化財の適正な維持管理に努めてまいります。 

また、郷土の歴史・文化遺産を学習する場として町民歴史講座を継続し、伝統文

化の継承を図ってまいります。 

佐敷城観月会での薪能は引き続き開催し、我が国固有の伝統文化を尊重する豊か

な感性を育んでまいります。 

国際交流については、芦北町国際交流協会と連携し、国際交流まつりなどのイベ

ント開催や町から委嘱しました韓国の国際交流員による韓国文化ふれあい講座の開

催などを実施してまいります。 

また、国際化の推進力となる人材育成を目的に、英国派遣事業及びカンボジアス

タディツアーを実施するとともに、カンボジアに学校を贈る運動に代表される国際

協力・貢献事業を促進してまいります。 

なお、これまでの活動実績を踏まえ、今回新たに国際協力機構ＪＩＣＡと連携し、

ブータン王国からの研修生を受け入れて、支援・交流事業を実施します。 

第５に、「生活を支える基盤づくり」についてであります。 

交通ネットワークの整備については、町道射場芦北線の改良事業に着手します。 

また、その他町道についても、改良、維持補修等の計画的な整備により、安全な

交通の確保を図ります。 

県道関係では、引き続き芦北坂本線、球磨田浦線ほか改良工事に係る負担金を措

置し、更なる整備促進を図ってまいります。 

地籍調査事業については、全体事業の早期完了に向け事業を推進するとともに、

過年度の異動修正を行い、国道調査成果と現在の土地状況との整合性を図ります。 

環境保全対策については、環境基本計画に基づき各種施策を推進してまいります。 

不法投棄の防止については、不法投棄パトロール改修モデル事業を引き続き実施

し、意識啓発に努めてまいります。 

また、住宅用太陽光発電システム設置費補助やグリーンカーテンコンテスト、バ

イオディーゼル製造モデル事業等の取組みも引き続き実施してまいります。 

水俣病相談窓口事業は、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別

措置法に基づき、未認定患者救済の申請受付を行ってきましたが、平成２４年７月

３１日をもって申請の受付けを終了することとなりましたので、被害に遭われたす

べての方の救済に向け、適切に対処してまいります。また、水俣病に対する理解を

深めるために、独自の情報発信事業を継続して行います。 
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公共交通機関の維持に関しては、路線バス維持対策とともに、ふれあいツクール

バスにより４路線を引き続き運行し、交通弱者の移動手段の確保に努めてまいりま

す。 

肥薩おれんじ鉄道は、厳しい経営状態が続いておりますが、今後も沿線自治体や

関係機関と連携し、観光専用の車両整備や交流人口の増加につながるイベント開催

等への支援を通して、利用促進を図ってまいります。 

第６に、「効率的な行政組織づくり」についてであります。 

第２期行政改革大綱に基づき、行政組織全体の見直しと定員の適正化に努めるな

ど、今後とも行財政改革を推進してまいります。 

また、人事評価を通じ、適切な人事管理を行うことにより、職員の意識改革や職

場の活性化、人材育成に努めます。 

職員の資質向上につきましても、人材育成基本方針に基づき、各業務に関する一

般的な研修等に加え、接遇研修を引き続き実施してまいります。 

健全な財政運営に必要な自主財源の確保につきましては、地籍調査終了に伴い、

平成２７年度の土地・家屋の評価見直しに向けて、地籍データ、航空写真をもとに

した土地・家屋筆界調査を平成２４年度から３カ年計画で行い、課税の公平性・適

正化を図ってまいります。 

また、住民基本台帳法の改正による外国人住民の住基ネット開始に向けて、住民

基本台帳システムの改修等を引き続き行ってまいります。 

国民年金事務については、適正な年金給付の実施に努め、健全な町民生活の維持

及び向上に寄与します。 

また、毎月の年金相談を引き続き実施するとともに、日本年金機構と連携し、引

き続き被保険者のサービス向上を図ります。 

次に、特別会計について申し上げます。 

国民健康保険事業については、３４億９,０００万円を措置しました。 

平成２４年度も引き続き生活習慣病予防に重点をおいた特定健診、特定保健指導

に取り組みます。 

また、医療費の適正化に向け、重複受診者や頻回受診者等に対して、訪問による

受診者の健康状態に合った日常生活や受診、服薬等の指導を行ってまいります。 

吉尾温泉診療所については、６,５００万円を措置しました。 

へき地医療施設として果たすべき役割を認識し、地域住民に安心医療を提供する

ため、診療体制については引き続きへき地支援機構との連携により、週３回診療を

確保するとともに、常勤医師の確保に向けた取組みを行ってまいります。 

介護保険事業については、１９億９,４３０万円を措置しました。 
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平成２４年度から２６年度までの第５期介護保険事業計画を策定しましたので、

計画に沿って介護保険事業の運営にあたってまいります。 

また、介護予防を重視し、地域包括支援センターや社会福祉協議会を中心とした

地域支援事業を実施し、できる限り自立した日常生活を送れるように、要介護及び

要支援状態の軽減と予防を図ってまいります。 

なお、第５期介護保険料については、給付費の自然増、制度改正、介護報酬の引

き上げ、第１号被保険者の負担割合増加、グループホームなどの施設整備等による

増額が必要ですが、介護保険の財政調整基金を活用して制度改正分のみ引き上げを

行っています。 

簡易水道事業については、９,８００万円を措置しました。 

水道水の安全かつ安定的な供給を図るため、老朽化した施設の更新と耐震化を引

き続き進めてまいります。 

また、海浦地区については、水源能力の低下と水質悪化に対処するため、上水道

からの送水管布設工事を実施します。 

農業集落排水事業は、２億１,７００万円を措置しました。 

施設の計画的な修繕と適正な維持管理に努めるとともに、活性酵素を利用した汚

泥減量化等により、汚泥の搬出コスト削減に今後も取り組んでまいります。 

また、施設管理費の低減を図るため、不明水流入防止対策を引き続き実施します。 

生活排水処理事業については、維持管理費として５,６３０万円を措置しました。 

浄化槽からの放流水の状態に応じた効率的な管理を行い、引き続き計費削減に努

めてまいります。 

町有温泉事業については、１億８７０万円を措置しました。 

湯浦温泉観光センター及び計石温泉センターについては、利用環境の向上と増客

に取り組んでまいります。 

湯浦温泉センターについては、施設の老朽化に伴う改築のための実施設計を行い、

平成２５年度のリニューアルオープンを目指します。 

大野温泉センターについては、開業１０年を経過し、更なる運営の強化を図るた

め、指定管理者の変更を行います。併せて、道の駅の開業を目指し、施設の利用環

境の向上による増客を図ります。 

奨学資金貸付事業については、３,０１０万円を措置しました。 

昨今の経済情勢の中、平成２４年度から安心して就学できる環境をさらに整える

ため、大学生等に対する貸付額を月額５万円に増額しました。 

後期高齢者医療事業については、２億５,４２０万円を措置しました。 

平成２４年度も引き続き、健康診断委託事業や人間ドック検診補助を実施し、被
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保険者の健康保持増進を図るとともに、疾病の早期治療、重症化の防止に努めます。 

次に、公営企業会計である水道事業については、６億５,８６６万１,０００円を

措置しました。城山配水池築造工事により、前年度から１１３％の伸びとなってお

ります。 

一般会計、特別会計及び水道事業会計を合わせた平成２４年度の予算総額は１６

７億４,５２６万１,０００円となっております。 

以上、地方を取り巻く状況は、ますます厳しくなるものと予想されますが、町民

の皆様へ、いかに「安全で安心な暮らし」を提供できるかに主眼を置き、芦北町に

住むことに誇りと喜びがもてるような魅力あるまちづくりを推進するため、平成２

４年度も全力を傾注してまいります。何卒、皆様のなお一層の御理解と御協力を賜

りますよう心からお願いを申し上げます。 

○議長（藤井公明君） これで、町長の説明を終わります。 

昼食のため暫時休憩し、午後１時から開会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２０ 議案第 ７号 平成２４年度芦北町一般会計予算 

 日程第２１ 議案第 ８号 平成２４年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第２２ 議案第 ９号 平成２４年度芦北町介護保険事業特別会計予算 

 日程第２３ 議案第１０号 平成２４年度芦北町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第２４ 議案第１１号 平成２４年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第２５ 議案第１２号 平成２４年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算 

 日程第２６ 議案第１３号 平成２４年度芦北町有温泉事業特別会計予算 

 日程第２７ 議案第１４号 平成２４年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計予算 

 日程第２８ 議案第１５号 平成２４年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算 

 日程第２９ 議案第１６号 平成２４年度芦北町水道事業会計予算 

○議長（藤井公明君） 日程第２０、議案第７号「平成２４年度芦北町一般会計予算」

から日程第２９、議案第１６号「平成２４年度芦北町水道事業会計予算」までは、

先の議会運営委員会で一括議題とし、委員会付託する旨の答申があっておりますの

で、会議規則第３６条の規定により一括議題とします。 

ただいま一括議題としました議案については、先ほどの日程第１９「平成２４年
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度施政方針と予算大綱説明」で町長の説明もあっており、また先の議会運営委員会

において委員会付託する旨の答申があっておりますので、会議規則第３８条第２項

の規定により提案理由の説明を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、一括議題の議案は提案理由

の説明を省略することに決定しました。 

これから一括議題の議案に対し、質疑を行います。 

先の議会運営委員会において、委員会付託の申し出があっております。質疑はあ

くまで総括的かつ大綱にとどめるよう求めます。 

質疑ありませんか。川尻君。 

○１２番（川尻成美君） それでは、総括的な質疑として、町長に２点ほどお伺いいた

しますが、今回の施政方針、予算大綱説明を拝見してみますと、町長４年の締めく

くりの任期の最後の年度となりまして、大変新規事業も盛りだくさんでございまし

てですね、事業の推移を見つめながらも、良い事業になりますように期待をしてお

りますが、その点におきまして、３の事業であります生きがいある働き場づくりの

中でですね、特産品の開発におきます御立岬温泉原水と再生可能エネルギーを活用

した温泉塩のですね、商品化に取り組むということでございまして、またその中で

は製塩体験施設も整備されるということで予算措置してあります。設計も含めて五

千五六百万かなというふうに予算を見ましたらありますが、佐賀大学との連携によ

りまして開発を進めてこられております。そのことは町民もある程度、広報紙等で

も御理解をしておると思いますが、その経緯等についてですね、町長、それを踏ま

えてこの事業に取り組まれたというふうに思いますが、どういう経緯でこういう施

設の整備に取り組まれることになったのか、そして担当課に指示されて、事業をす

るならば収支報告等も受けておられるというふうに思いますが、そのことについて

お願いをしたいというふうに思います。 

あと１点が、教育事業の豊かな心の人づくりの中の教育事業でございますけれど

も、文科省は今年度から必修科目として武道の科目を取り入れるということになっ

て、新指導要綱にもうたわれておりますけれども、いち早く我が町としては今年度

から空手道をですね、導入されておりますが、今まで中学校に空手の導入をされま

してですね、教育委員会からどういう報告を受けておられ、本格的な本年度のこと

につきまして報告を受けておられるのかお願いしたいというふうに思います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） お答えします。 

塩につきましてはですね、地域資源を活用した町の振興に取り組むということで、
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実は第３弾なんですね。第１弾が御存知、焼酎「葦分」であります。そしてまた、

「夢あしきた」であります。第２弾が大関、国見水源の水を活用しました「真っ清

水」でありますね。第３弾がこの塩でありました。不知火海の海水と、そして御立

岬温泉の地下１,０００メーターからの温泉水をですね、両方から製塩を一応しま

した、試験的に。そして、成分の分析等もやりましたけれども、御立岬温泉塩のほ

うがはるかにですね、ミネラル分が豊富であるという解析結果が出ました。これに

は当初、八代高専、そして八代高専の紹介で佐賀大学というふうにですね、段階を

経まして、共同研究に至ったわけであります。そして、これから得ました成果は、

研究の内容とかのものにつきましては佐賀大学もそれは学会でも発表する権利がご

ざいますし、私どもはその得た成果というのは、塩そのものでございますので、こ

れはもう芦北町の裁量で展開していくということでなったわけです。それで、あと

は量産体制に入るということでございましたけれども、いろいろ方法がございます。

その中でやはり再生可能エネルギーが今の時代に一番合うんじゃないかということ

で、企業にも当たったんです。ボイラーを持っておる企業にもですね。ところが、

御立岬温泉もボイラーを持っていますので、これで可能かどうか検討させましたら、

可能であるということでございましたので、その旨、基本計画を立てまして、県、

そして環境省へとつなげましたところ、環境省からＣＯ２のですね、低炭素時代に

なってですね、これは時宜を得た取組みであるということでお認めをいただきまし

て、環境省の補助金をいただいて取り組む事業となったわけであります。これが一

定量の塩の製造が可能になりますので、あとこれからどう販売戦略を立てていくか、

あるいはこの塩をどうまた他の商品とコーディネイトしていくか、例えば塩飴とか

ですね、塩アイスとかもございますけれども、そういった分野がかなり広うござい

ますので、していくかということがこの量産体制が確立した後の課題となってくる

わけでございます。それが今日までの経緯でございます。概略、述べさせていただ

きました。 

それと、武道の必修化につきましては、昨年の１１月から今年の４月を待たず、

前倒しで取組みをしたと。教育委員会の方針としては、もう体制が整っておるので、

どうせ取り組むなら、もう早いほうがいいよということで、前倒しの取組みとなっ

たことでありました。特に安全面を重視したわけでありまして、安全面につきまし

ては、他のスポーツとも負傷率とかですね、極端な場合死亡もあるわけであります

が、総合的に勘案しまして安全であるということから取り組みました。そしてまた、

指導者も豊富にいるということ、しかも芦北の空手のレベルが高いということでご

ざいましたので、そういう空手を導入する環境がですね、有形無形の環境が整って

おったということで取り組んだということであります。そして、子どもたちすべて
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からアンケート調査を実施しまして、回答をもらっておりますが、私も全部目を通

しました。子どもたちは大変空手の導入にもですね、好感をもって受け入れたとい

うことでございます。今後どういう成果が出るかは、やはり少し時を待つというこ

とになりますが、私は大きく期待を寄せておるところでございます。 

以上であります。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。平松君。 

○１１番（平松洋一君） 包括的な質疑ということでございますので、一応各項目につ

いては委員会がございますのでですね、当初予算の分析表を今頂いておりますが、

例年でございますけれども、９７億７,３００万円の総予算に対しまして、地方交

付税がこれはもうこれに頼らざるを得ないという状況でございますけれども、４４

億９,５００万円計上されております。２.９％増額をしておりまして、有難いこと

でございますけれども、この理由につきましてですね、こういう国、非常に厳しい

折柄でございますが、今回伸びているということでございますので、その理由につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） これはもう政権与党の方針でございまして、地方主権を標榜し

ている政権でございまして、そういう国策の一端として増額されたわけでございま

す。 

○議長（藤井公明君） ほかには。坂本君。 

○１番（坂本 登君） 人にやさしい快適なまちづくりの部分で、児童福祉については

子育て家庭の経済的負担軽減のため、子ども医療費の助成対象年齢を現行の１５歳

から１８歳までに拡大して医療費の一部負担を無料化しますとなっております。非

常に町民の皆さんに喜ばれると思います。それで、一つ、無料化は窓口負担が無料

ということで町の人たちが一番恩恵を受けるということで、今現在、１５歳までと

同じの範囲、芦北以南、水俣までの医療機関なのか、それとも田浦の人たちがよく

御利用なされる八代も含むのか、それと期限は恒久的なのか、それとも何年かで区

切ってあるのか、それを一つお聞きします。 

もう一つは、上下水道関係では、小規模集落での安定した水の供給に向けて、引

き続き飲料水供給施設事業に取り組んでまいりますとおっしゃいました。これも飲

料水供給施設は町の管理ではないというような答弁を受けたと、私、記憶しておる

んですが、事業に取り組んでまいりますということで、今現在、老朽化した施設や

そういった小規模集落からのどのくらいの声を承知していらっしゃるのか、２つお

願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 大岩福祉課長。 
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○福祉課長（大岩憲治君） 子ども医療の１５歳から１８歳に引き上げということで、

各病院あたりで支払うことだと思います。まず、水俣芦北地区におきましては、現

在１５歳までの方については現物支給と申しまして、支払いは窓口はしなくてもい

い、ただ八代方面、水俣市以外だったら立替えていただくという償還払いという方

式でやっております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 大岩福祉課長。 

○福祉課長（大岩憲治君） 申請期限は受診月の１年以内ということに一応１年後まで

可能としております。一応恒久的に実施と考えております。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。湯野上下水道課長。 

○上下水道課長（湯野一之君） 小規模集落での安定した水の供給に向けてという、飲

料水供給施設事業について御質問でございます。この飲料水供給施設事業につきま

しては、地元組合が主体となって行う事業でございまして、管理自体は町は行って

おりません。この事業に対しましては、町が単独で補助をするという仕組みの制度

でございます。 

それから、需要でございますけれども、毎年２ないし３組合から要望が上がって

おります。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております日程第２０、議案第７号「平成２４年度芦北町一

般会計予算」から、日程第２９、議案第１６号「平成２４年度芦北町水道事業会計

予算」までは、お手元に配付しております議案付託表のとおり所管の常任委員会に

付託したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案付託表のとおり、所管

の常任委員会に付託することに決定しました。 

各常任委員会におきましては、慎重な審査を実施され、その結果を最終日の本会

議において各常任委員長から報告願います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３０ 議案第１７号 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 
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○議長（藤井公明君） 日程第３０、議案第１７号「芦北町特別職の職員で非常勤の者

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題と

します。 

本案について提案理由の説明を求めます。中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） それでは、議案第１７号、芦北町特別職の職員で非常勤の

者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明を

申し上げます。 

スポーツ基本法の施行に伴い、従来の体育指導員をスポーツ推進委員に名称を変

更する必要があるため、条例を改正するものでございます。 

なお、条例、規則等の改正につきましては、施工後、初めてスポーツ推進委員の

委嘱を行う前までに整備を行うこととなっております。 

附則としまして、この条例は公布の日から施行するものです。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上、説明をいたしました。御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１７号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３１ 議案第１８号 芦北町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

○議長（藤井公明君） 日程第３１、議案第１８号「芦北町子ども医療費助成に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。大岩福祉課長。 

○福祉課長（大岩憲治君） 議案第１８号、芦北町子ども医療費助成に関する条例の一
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部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

現行の満１５歳を満１８歳まで引き上げることから、条例の一部を改正するもの

でございます。 

附則としまして、この条例は平成２４年４月１日から施行するものでございます。 

提案理由につきましては、記載のとおりであります。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１８号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１８号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３２ 議案第１９号 芦北町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（藤井公明君） 日程第３２、議案第１９号「芦北町介護保険条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。迫本住民生活課長。 

○住民生活課長（迫本文雄君） 議案第１９号、芦北町介護保険条例の一部を改正する

条例の制定について御説明します。 

第４期芦北町老人保健福祉計画、介護保険事業計画の見直しにより、平成２４

年度から平成２６年度までの１期３年間の第５期計画を作成し、高齢者に関する保

健、医療、福祉施策を総合的に推進するものとしております。 

介護保険料の算定については、これまでの認定状況等を勘案し、要支援、要介

護者数を推計し、平成２６年度までの居宅サービス、施設サービス等の費用額を算

出し、３年間の保険給付総額を算出しました。 

第１号被保険者の月額保険料はこの３年間の保険給付総額のうち、負担比率２
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１％をもとに、基準となる第４段階被保険者の金額を算出し、その結果、月額４,

４１０円となりました。さらに、第４期に引き続き、第１号被保険者の課税状況に

応じて６段階に分けて保険料を設定しました。 

このことから、第２条中、平成２１年度から平成２３年度を、平成２４年度か

ら平成２６年度に改め、別表の第１段階被保険者を２万６,５００円に、第２段階

被保険者を同じく２万６,５００円に、第３段階被保険者を３万９,７００円に、第

４段階被保険者のうち町民税本人非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計

が８０万円以下の者を４万２,３００円に、第４段階被保険者のうち上記以外の者

を５万２,９００円に、第５段階被保険者を６万６,１００円に、第６段階被保険者

を７万９,４００円に改めています。 

附則で、この条例は平成２４年４月１日から施行するとしております。 

提案理由は、記載のとおりです。 

以上で説明を終わります。御議決いただきますようよろしくお願いします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１９号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９号は、原案のと

おり可決されました。 

ここで、執行部の提案理由の説明で御議決いただきますようによろしくお願い

しますということは、もう割愛してください。議事進行上。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３３ 議案第２０号 芦北町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○議長（藤井公明君） 日程第３３、議案第２０号「芦北町営住宅管理条例の一部を改

正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。山口建設課長。 
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○建設課長（山口純志君） 議案第２０号、芦北町営住宅管理条例の一部を改正する条

例の制定について御説明を申し上げます。 

平成２３年５月２日に、地域主権一括法が公布され、この法律により公営住宅

法第２３条の入居者資格の同居親族要件と、公営住宅法施行令第６条が平成２４年

４月１日から廃止されます。このことにより、公営住宅法第２３条の入居者資格の

同居親族要件については、既に芦北町営住宅管理条例に規定されているため、従来

どおりの家族世帯の入居資格が維持できますが、これまで家族世帯の入居以外でも

単身世帯の入居資格として特例で認められていた高齢者、障害者などについては、

公営住宅法施行令第６条の廃止により対象から外れることになります。 

高齢者、障害者など、特に居住の安定を図る必要があると認められた方の入居

についても公営住宅本来の役割として考えられることから、引き続き例外的に認め

る必要があるため、今回、条例改正するものです。 

附則として、この条例は平成２４年４月１日から施行するものです。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２０号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３４ 議案第２１号 芦北町一般住宅等使用料条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（藤井公明君） 日程第３４、議案第２１号「芦北町一般住宅等使用料条例の一

部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。中原総務課長。 
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○総務課長（中原豊徳君） 議案第２１号、芦北町一般住宅等使用料条例の一部を改正

する条例の制定について御説明を申し上げます。 

今回の改正は、平成５年に英語指導助手の専用住宅として建設された田浦住宅

について、これまでは人材確保の観点から、使用料は無料としておりましたが、条

例の別表に田浦住宅を加え、１万９,０００円の使用料を徴収することとするもの

でございます。 

附則としまして、この条例は平成２４年８月１日から施行するものです。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上、説明をいたしました。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２１号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３５ 議案第２２号 芦北町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（藤井公明君） 日程第３５、議案第２２号「芦北町奨学資金貸付条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。永田教育課長。 

○教育課長（永田光洋君） 議案第２２号、芦北町奨学資金貸付条例の一部を改正する

条例の制定について御説明をいたします。 

今回の改正は、昨今の経済情勢の中、安心して就学ができる環境をさらに整え

るものでございます。 

第４条第１項は、高等学校等の奨学資金を規定しております。この中で高等学

校と専門学校の次に、１年生から３年生までを追加しまして、明確化するものでご



－52－

ざいます。 

第４条２号は、大学等の奨学資金を規定しております。大学の次に短期大学、

高等専門学校、４年生、５年生を追加し、これも明確化しております。 

また、大学等の１月の奨学資金額を３万円以内から５万円以内に増額しており

ます。 

次に、第１１条第１項、奨学資金の返還期間を規定しておりますが、１０年以

内から１５年以内に延長するものでございます。 

附則としまして、この条例は平成２４年４月１日から施行するものです。 

提案理由は、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２２号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３６ 議案第２３号 芦北町学校給食センター条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（藤井公明君） 日程第３６、議案第２３号「芦北町学校給食センター条例の一

部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。永田教育課長。 

○教育課長（永田光洋君） 議案第２３号、芦北町学校給食センター条例の一部を改正

する条例の制定について御説明いたします。 

今回の改正につきましては、佐敷学校給食センターと田浦学校給食センターを

統合した新しい学校給食センターの設置により改正するものでございます。 

第２条で名称を芦北町学校給食センター、位置を芦北町大字花岡１２９１番地



－53－

とするものでございます。また、別表にありました２つの給食センターの名称、位

置の表を削るものでございます。 

附則としまして、この条例は平成２４年４月１日から施行するものでございま

す。 

提案理由は、記載のとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２３号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３７ 議案第２４号 芦北町公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（藤井公明君） 日程第３７、議案第２４号「芦北町公民館条例の一部を改正す

る条例の制定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。寺川生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺川健一君） 議案第２４号、芦北町公民館条例の一部を改正する条

例の制定について御説明を申し上げます。 

今回の改正は、社会教育法の改正に伴いまして、これまで同法で規定されてお

りました町村が設置いたします公民館の運営審議会委員の委嘱に関する規定を町村

の条例で定めることに法改正されましたので、今回改正するものでございます。 

改正の内容につきましては、第１７条第３項に審議会の委員は、学校教育及び

社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者

の中から教育委員会が委嘱するという条文を追加するものでございます。 

附則として、この条例は平成２４年４月１日から施行するものでございます。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 
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以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２４号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３８ 議案第２５号 芦北町体育施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（藤井公明君） 日程第３８、議案第２５号「芦北町体育施設条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。寺川生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺川健一君） 議案第２５号、芦北町体育施設条例の一部を改正する

条例の制定について御説明を申し上げます。 

今回の改正は、平成２４年４月１日、佐敷小学校と計石小学校が統廃合される

ことに伴い、計石小学校体育館及び運動場を体育施設として管理することになりま

すので、別表第１を改正するものでございます。 

２ページを見ていただきたいと思います。 

改正内容につきましては、上から５段目に芦北町立計石体育館、６段目に芦北

町営計石運動場ということで名称を改正するものでございます。なお、位置につき

ましては、芦北町大字計石２９６３番地１でございます。 

附則としまして、この条例は平成２４年４月１日から施行するものでございま

す。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 
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これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２５号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２５号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３９ 議案第２６号 芦北町吉尾温泉公衆浴場の指定管理者の指定について 

○議長（藤井公明君） 日程第３９、議案第２６号「芦北町吉尾温泉公衆浴場の指定管

理者の指定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） 議案第２６号、芦北町吉尾温泉公衆浴場の指定管理者

の指定について御説明申し上げます。 

施設の名称、芦北町吉尾温泉公衆浴場、指定管理者、住所、熊本県葦北郡芦北

町大字吉尾２４番地３、名称、吉尾温泉管理組合、代表、組合長、深川昭明、指定

の期間、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで。 

指定管理者の選定法につきましては、公募によらない選定方法で行っておりま

す。 

選定した理由といたしまして、当地区の組合等の活力を有効に活用した管理体

制にあることから選定いたしました。 

また、料金制度におきましては、利用料金制度を採用いたしております。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２６号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２６号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４０ 議案第２７号 芦北町高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定につ

いて 

○議長（藤井公明君） 日程第４０、議案第２７号「芦北町高齢者生活福祉センターの

指定管理者の指定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。大岩福祉課長。 

○福祉課長（大岩憲治君） 議案第２７号、芦北町高齢者生活福祉センターの指定管理

者の指定について御説明申し上げます。 

本案は、平成２４年３月３１日まで、芦北町社会福祉協議会へ指定しています

が、引き続き３年間指定するため、今回提案するものでございます。 

施設の名称は、芦北町高齢者生活福祉センターで、６０歳以上の一人暮らし、

または夫婦のみの世帯で、家族による援助を受けることが困難な高齢者が入居し生

活する生活支援ハウス事業と通所介護事業を行う施設であります。指定管理者は葦

北郡芦北町大字湯浦１４３９番地１、社会福祉法人芦北町社会福祉協議会、会長、

畑中秀夫です。 

公募によらない選定方法で、選定した理由としましては、施設の設置目的、効

果的かつ効率的に機能しており、また過去３年間の管理運営実績と経験を重視し、

引き続き指定管理者として選定したものでございます。 

指定の期間は、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日までの３年間と

いたしております。 

提案理由は、記載のとおりであります。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２７号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４１ 議案第２８号 芦北町女島活力推進センターの指定管理者の指定につい

て 

○議長（藤井公明君） 日程第４１、議案第２８号「芦北町女島活力推進センターの指

定管理者の指定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。迫本住民生活課長。 

○住民生活課長（迫本文雄君） 議案第２８号、芦北町女島活力推進センターの指定管

理者の指定について御説明します。 

本案は、地方自治法第２４４条の２第３項及び芦北町公の施設に係る指定管理

者の指定手続き等に関する条例第６条第１項の規定により、指定管理者を指定する

ものです。 

施設の名称、芦北町女島活力推進センター、指定管理者、住所、熊本県葦北郡

芦北町大字女島２４６番地、名称、女島開発委員会、代表者、会長、福浦武義、指

定の期間、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日までの３年間であります。 

なお、指定管理者の選定につきましては、芦北町公の施設に係る指定管理者の

指定手続き等に関する条例第５条第１項第１号の公募によらない選定によりまして、

施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成させるこ

とができ、併せて当地域の活力を有効活用した管理体制にあることから指定管理候

補者を選定しております。 

また、料金制度は施設の性格上、使用料金制を予定しております。 

提案理由につきましては、記載のとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 



－58－

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２８号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２８号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４２ 議案第２９号 芦北町物産館の指定管理者の指定について 

○議長（藤井公明君） 日程第４２、議案第２９号「芦北町物産館の指定管理者の指定

について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） 議案第２９号、芦北町物産館の指定管理者の指定につ

いて御説明申し上げます。 

これについては、引き続き指定管理を行うための提案でございます。 

施設の名称、芦北町物産館、指定管理者、住所、熊本県葦北郡芦北町大字田浦

１４５番地、名称、有限会社御立岬、代表者、代表取締役、藤崎正司、指定の期間、

平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで。 

なお、指定の管理者の選定につきましては、公募によらない方法を行っており

ます。 

選定理由といたしまして、平成１５年の開館以来、管理運営による実績及び安

定した運営ができることから選定いたしました。 

また、料金制度につきましては、利用料金制度を採用いたしております。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２９号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４３ 議案第３０号 芦北町御立岬公園の指定管理者の指定について 

○議長（藤井公明君） 日程第４３、議案第３０号「芦北町御立岬公園の指定管理者の

指定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） 議案第３０号、芦北町御立岬公園の指定管理者の指定

について御説明申し上げます。 

これも引き続き、議案第２９号と同一でございますけれども、引き続き指定管

理を行うための提案でございます。 

施設の名称、芦北町御立岬公園（釣り場を除く。）、指定管理者、住所、熊本県

葦北郡芦北町大字田浦１４５番地、名称、有限会社御立岬、代表者、代表取締役、

藤崎正司、指定の期間、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで。 

なお、指定管理者の選定につきましても公募によらない選定方法で行っており

ます。 

選定理由といたしまして、平成７年より管理運営を行っている実績と、安定し

た管理運営等から選定いたしました。 

また、料金制度につきましては、使用料金制度を採用いたしております。 

提案理由につきましては、記載のとおりです。 

以上、説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３０号を採決します。 
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お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４４ 議案第３１号 芦北町御立岬公園釣り場の指定管理者の指定について 

○議長（藤井公明君） 日程第４４、議案第３１号「芦北町御立岬公園釣り場の指定管

理者の指定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） 議案第３１号、芦北町御立岬公園釣り場の指定管理者

の指定について御説明申し上げます。 

施設の名称、芦北町御立岬公園釣り場、指定管理者、熊本県葦北郡芦北町大字

田浦４２６番地３、名称、田浦漁業協同組合、代表者、代表理事組合長、平野義徳、

指定の期間、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで。 

この案件につきましては、従来、御立岬公園の施設として指定管理を行ってき

ましたが、先の全員協議会でも御説明を行いましたとおり、委託方式を一元化する

ため、今回新たに指定管理者を選定するものでございます。お手元に資料として協

定書の案を配付しております。 

なお、指定管理者の選定につきましても、前の議案と同様、公募によらない選

定方法で行っております。 

選定理由といたしまして、開設当初から運営管理に携わり、運営方法に熟知し

ており、健全な運営ができることが理由でございます。 

料金制度におきましては、利用料金制度を採用いたしております。 

提案理由につきましては、記載のとおりです。 

以上、説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。寺本修一君。 

○１５番（寺本修一君） 指定管理者の指定については異議ありませんが、課長の説明

でですね、先ほどから発言の訂正をお願いしたいと思います。芦北町大字田浦町、

町が抜けておりましたので、前の御立岬も一緒でしたので、発言の訂正をお願いし

ます。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） それでは、大変申し訳ございませんでした。議案第２
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９号から３１号まで芦北大字田浦、町が抜けておりました。各議案について、田浦

町に訂正をお願いします。よろしくお願いします。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 協定書案が一応示されておりますけれども、その中でリスク分

担表が掲げてございます。施設の整備の損傷については、経年劣化によるもの、小

規模なものについては、指定管理者が行うというようなことになっております。こ

のことについて、金額ではどのくらいのやつを考えておられるのかですね、そうし

なければ、金額によってかなりそれぞれ違いが出てくるだろうと思っております。

この施設、この協定書、全施設に該当すると思いますので、まず金額を分かれば教

えていただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） ただいまの金額等についてですけれども、従来行って

いる指定管理者との話合いの中で１０万円ということであります。１０万円を上限

として現在、話合いを行っております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 各施設ともですね、非常に年数がもう経過いたしまして、いろ

んな修繕等が出てくるだろうと考えております。経営的にも非常に厳しい経営でご

ざいまして、１０万円という数字も、基準は設けてあるというような話合いをして

おるというようなことでございますけれども、できればこれはすべてが公の施設で、

その施設の修繕等についてはですね、当然、町がすべきではなかろうかと考えられ

ますので、是非、これは要望になろうかと思いますけれども、安くするなり、ある

いは町が直接するなり、御検討方をお願いしたいと思います。町長、そこらあたり、

もしよかったら。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） それはもう当然だと思いますので、そのような姿勢でまいりま

す。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 町長から前向きの答弁をいただきましたけれども、是非そうい

う形で、あくまでも公の施設でございますので、町が修繕等はすべて行うというよ

うな考え方で実施をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３１号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４５ 議案第３２号 芦北町大野温泉センターの指定管理者の指定について 

○議長（藤井公明君） 日程第４５、議案第３２号「芦北町大野温泉センターの指定管

理者の指定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） 議案第３２号、芦北町大野温泉センターの指定管理者

の指定について御説明申し上げます。 

施設の名称、芦北町大野温泉センター、指定管理者、住所、熊本県葦北郡芦北

町大字佐敷４２４番地、名称、あしきた農業協同組合、代表者、代表理事組合長、

高峰博美、指定の期間、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで。 

内容につきましてですけれども、この案件につきましては、先の全員協議会で

御説明を行いましたが、指定管理者としての選定として協定書を配付しております

が、選定については公によらない選定方法を選択いたしました。 

選定理由といたしまして、指定管理料として芦北町の歳出が抑制でき、併せて

同団体が地域の活性化に貢献でき、健全な運営ができるものと判断したことがその

理由でございます。 

また、料金制度につきましては、使用料金制度を採用しております。 

なお、提案理由につきましては、記載のとおりです。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３２号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４６ 議案第３３号 芦北町計石港観光休憩所の指定管理者の指定について 

○議長（藤井公明君） 日程第４６、議案第３３号「芦北町計石港観光休憩所の指定管

理者の指定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） 議案第３３号、芦北町計石港観光休憩所の指定管理者

の指定について御説明申し上げます。 

施設の名称、芦北町計石港観光休憩所、指定管理者、熊本県葦北郡芦北町大字

計石２９６３番地５、名称、芦北漁業協同組合、代表者、代表理事組合長、八里政

夫、指定の期間、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで。 

指定管理者の選定につきましては、公募によらない選定方法で行っております。 

選定理由といたしまして、当休憩所においても引き続き指定管理者としての継

続と、観光うたせ船の受付集合場所として安定した管理運営が引き続き期待できる

ことが理由でございます。 

料金制度につきましては、利用料金制度を採用いたしております。 

なお、提案については、記載のとおりでございます。 

以上、説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３３号を採決します。 

お諮りします。 
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本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３３号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４７ 議案第３４号 芦北町薩摩街道佐敷宿交流館の指定管理者の指定につい

て 

○議長（藤井公明君） 日程第４７、議案第３４号「芦北町薩摩街道佐敷宿交流館の指

定管理者の指定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） 議案第３４号、芦北町薩摩街道佐敷宿交流館の指定管

理者の指定について御説明を申し上げます。 

本案は、３月３１日をもって指定期間が終了することに伴い、今回提案を行う

ものでございます。 

施設の名称、芦北町薩摩街道佐敷宿交流館、指定管理者、住所、熊本県葦北郡

芦北町大字佐敷５１９番地、名称、佐敷地区町並み保存会、代表者、会長、城戸喜

久生、指定期間は平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日までの３年間とな

っております。 

選定方法は、他の施設と同様、条例第５条により公募によらない方法をとって

おります。 

選定理由といたしましては、平成２０年の開設以来、４年間の指定管理を適確

に行っており、管理運営業務に精通していることから選定にいたったものです。 

提案理由は、記載のとおりでございます。 

なお、平成２３年度までは利用料金制度による指定管理を行っておりましたが、

今回より使用料金へ変更するため、平成２４年度において管理委託料を２８４万円

を計上いたしております。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 
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これから議案第３４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３４号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４８ 議案第３５号 古石地区生涯学習センターみどりの里の指定管理者の指

定について 

○議長（藤井公明君） 日程第４８、議案第３５号「古石地区生涯学習センターみどり

の里の指定管理者の指定について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。寺川生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺川健一君） 議案第３５号、古石地区生涯学習センターみどりの里

の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。 

施設の名称は古石地区生涯学習センターみどりの里、指定管理者、芦北町大字

古石３９１番地２、古石緑創会、会長、岩間勇治、指定の期間、平成２４年４月１

日から平成２７年３月３１日までの３年間としております。 

選定の方法につきましては、公募によらない選定でございます。 

選定の理由につきましては、都市住民との交流を積極的に行い、農山村の恵ま

れた自然とのふれあいや農林業を体験させるなど、これまでの管理運営実績と事業

のノウハウを有しておられる古石緑創会を引き続き指定管理者として選定したもの

でございます。 

提案理由としましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 指定管理者に関する議案がですね、全部、今出揃ったところ

で質疑を申し上げるわけですけれども、まず３５号については使用料金制度で理解

していいでしょう、まず１点はですね。 

○議長（藤井公明君） 寺川生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺川健一君） はい。使用料金制度でございます。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 今回初めて指定管理者の制度を導入するところは、この協定

書というのがございまして、正式なこれが件名だというふうに理解しておりますが、
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初めて今回、こうして出されたんですけれども、今まで出ていなかったんですけれ

どもですね、リスク分担表というのがございまして、こう列記してあります。こう

いう明確にどちらが町のほうがリスクを負うのかというので、町、管理者に分かれ

ておりますけれども、この中でですね、例えばそこに利用料金制度を問わず、必ず

そこに指定管理者制度を選定すれば、働く人がおられますよね。働く人は指定管理

者と協定した、その団体あるいは法人が引き受けますが、例えば我々は公務災害と

か、民間企業でいえば労働災害というのがございますが、そういうのが業務上、例

えば足場、脚立で転んで負傷したりとか、そうした場合にどういうふうになるのか、

それもやっぱり知っとかないとですね、おかしいわけで、これが一番私はこの指定

管理者制度にですね、選定した場合の、私はリスクというふうに思いまして、初め

て聞くんですけれども、これがいつも引っかかっておりましたけれども、どうなり

ますかね、そのほうは。 

○議長（藤井公明君） これは、川尻君。今、指定管理者の指定をしますが、これは全

部に関わってくる問題になりますので、今の川尻君の質疑ではですね。 

○１２番（川尻成美君） 今が一番いいかなと思いまして。 

○議長（藤井公明君） しかし、今、議案としては第３５号を提案しておりますので、

これに絞って質疑をしてください。これまでのはもう議決しておりますので、３５

号のみに答弁を求めます。 

答弁に時間がかかるようだったら休憩をとります。暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時０２分 

再開 午後２時０８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に続き会議を開きます。 

藤崎副町長。 

○副町長（藤崎正司君） 協定書にはですね、指定管理者の責務という要項がございま

して、その中の３号で労働基準法、労働安全衛生法ほか、労働関係法令、それを指

定管理のほうの責務で行うこととなっております。指定管理者には会社等、団体等、

それから任意の一般の方等の団体があるわけでございますけれども、会社関係は必

ず掛けておると思いますけれども、ここに協定書では責務ということでしておりま

すけれども、その実態は今のところ分かりませんので、実態を調べた中でそれが掛

けてなかった場合には措置をしていただくようにお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 
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○１２番（川尻成美君） 措置をしてないと、するようにということでありますけれど

も、要するに経費上の問題で、提携するときにそれを上乗せして締結をしないと、

その金額が保険とか、３年間の保険額とかがありますからですね、そういうのが発

生して、今度はくるんですよ。だから、いわゆる法人である場合は、それはあると

思いますけれども、もし重大事故が発生した場合には、相当の金額が発生しますの

で、その点は落ち度なく、今後、各指定管理者の一般団体のところは精査していた

だいて、遺漏なき出発をするように早急に対策をしていってもらいたいと思います

が、いかがですか。 

○議長（藤井公明君） 藤崎副町長。 

○副町長（藤崎正司君） 今まで説明がありましたように、この施設につきましては、

利用料金、それと使用料金制度でございますので、そのへんもですね、ちょっと調

べた中で、今言われましたようなことをですね、対処したいと思っております。御

理解お願いしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３５号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３５号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４９ 議案第３６号 工事請負契約の締結について 

○議長（藤井公明君） 日程第４９、議案第３６号「工事請負契約の締結について」を

議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 議案第３６号、工事請負契約の締結について御説明を申し

上げます。 

本議案は、牛の水漁港改修工事（臨港道路）の請負契約締結承認に係るもので

あります。 
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牛の水漁港は、背後が山林、前面が海域に囲まれた地形で、漁港施設用地が不

足し、網の手入れ等を行う際には、道路や防波堤を利用している状況にあります。

今回、これらを解消するために漁港施設等を一体的に整備するものであります。 

１、契約の目的  牛の水漁港改修工事（臨港道路） 

２、契約の方法  指名競争入札 

３、契約の金額  ８,９４６万円 

４、契約の相手方 熊本県葦北郡芦北町大字白木１１９０番地 

         木崎・橘新建設工事共同企業体 

         代表者 株式会社 木崎建設 

             代表取締役 木﨑隆士 

工事の概要について御説明を申し上げます。 

牛の水漁港改修工事の概要については、全体の道路整備計画、延長４５３.８メ

ートルのうち１６５.２メートルの整備を行います。１６５.２メートルのうち１２

６.８メートルは、現在、海である場所に基礎捨石を設置した後、上部に場所打ち

のパラペットを作成し、背後を埋め立てて道路を整備します。また、残りの３８.

４メートルは、現埋立地内において掘削、盛り土を行い、道路の整備を行います。 

次に、入札経緯について申し上げます。 

本工事の内容、規模及び工期内の確実な施工のためには共同企業体方式が効果

的と判断し、第１グループに町内業者の土木工事業者上位６社を、第２グループに

は第１グループに選定した業者に続く６社を選定いたしました。 

入札は２月２０日に執行し、仮契約を翌日２月２１日に行っています。 

入札の結果について申し上げます。順不同、また金額については消費税抜きで

申し上げます。松下・中村建設工事共同企業体８,５９０万円、佐藤・吉田建設工

事共同企業体８,５５０万円、フクマツ・泉建設工事共同企業体８,６５０万円、木

崎・橘新建設工事共同企業体８,５２０万円、横山・矢野建設工事共同企業体８,６

００万円、平松・新成建設工事共同企業体８,６３０万円、以上の結果、木崎・橘

新建設工事共同企業体８,５２０万円の落札でありました。 

予定価格に対する落札率は９７.５７％であり、消費税込みの金額は８,９４６

万円でございます。 

なお、提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上、説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 



－69－

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３６号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３６号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５０ 議案第３７号 建設工事委託に係る協定の変更について 

○議長（藤井公明君） 日程第５０、議案第３７号「建設工事委託に係る協定の変更に

ついて」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） 議案第３７号、建設工事委託に係る協定の変更につい

て御説明を申し上げます。 

平成２３年３月４日に議決をいただきました佐敷駅跨線橋整備事業の委託に係

る協定のうち協定金額８,７５７万８,０００円を４,８０１万６,０００円に変更す

るものでございます。 

変更の理由といたしまして、当初、肥薩おれんじ鉄道から提示されました額で

協定を締結をいたしておりました。下部工における基礎工事は夜間施工で積算され

ていましたが、精査の結果、昼間施工が可能となり、大幅な減額となったものでご

ざいます。また、軌道工事におきましても、昼間施工が可能となったことと、詳細

設計により減額となりました。このほか電力工事、附帯工事費、管理費におきまし

ても、それぞれ減額となり、最終金額が肥薩おれんじ鉄道から減額の提示がされた

ところでございます。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 変更の理由につきまして詳しく御説明がございました。夜の工

事で設計してあった分が昼間の工事に移ったということによってこんなに安くなっ

たというようなことでございましたけれども、それにいたしましても非常に約半額
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近くも事業費が減ってる。結局、これは肥薩おれんじがする仕事だと思いますけれ

ども、やはり相手もあくまでもこれは公でございますので、やはり公にしてはかな

りずさんな最初計画だったなというようなことを今思っておるわけでございます。

単純なそういう理由によって、このように安くなることは非常にいいことでござい

ますけれども、できればですね、担当課長にお願いしておきますが、議会において

も厳しい意見があったということを一つお伝えをお願いしたいと思います。課長、

肥薩おれんじ鉄道に対しまして、議会において、そういった厳しい意見があった旨

の、一つ御連絡をお願いしておきたいと思います。以上です。 

○議長（藤井公明君） 課長、それについて答弁がありましたら。井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） ただいま議員の指摘どおりだというふうに思います。

よって、おれんじ鉄道のほうにはですね、その旨伝えたいというふうに思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 古村君。 

○５番（古村逸男君） 同じ関連で内容はほとんど変わりませんけれども、詳細に聞き

ましたけれども、今、寺本議員からもありましたように、当初こういうことはきれ

いにですね、確実にしていただきたいと思います。こういう変更が出てくるという

ことは非常に残念なことでありますので、内容はもうお聞きしませんが、寺本議員

からもありましたが、おれんじ鉄道は株主でありますので、町は。強くですね、そ

ういうことは二度とこういうことがないように当初からしていただきたいというこ

とを要望を申し上げておきます。返答は結構でございます。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３７号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５１ 議案第３８号 建設工事委託に係る協定の締結について 
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○議長（藤井公明君） 日程第５１、議案第３８号「建設工事委託に係る協定の締結に

ついて」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） 議案第３８号、建設工事委託に係る協定の締結につい

て御説明をいたします。 

佐敷駅跨線橋整備事業につきまして、次のとおり協定を締結するものでございま

す。 

１、協定の目的  佐敷駅跨線橋整備事業の委託 

２、契約の方法  随意協定 

３、協定の金額  ９,０９８万２,０００円 

４、協定の相手方 熊本県八代市萩原１丁目１番１号 

         肥薩おれんじ鉄道株式会社 

         代表取締役社長 古木圭介 

工事の概要について御説明を申し上げます。 

先に施工しました下部工の上に高さ７メートル、直径８１センチの橋脚２本を設

置いたします。桁の長さが３３.６メートル、幅２.７メートル、有効幅員２メート

ルの通路橋を架設し、階段を取り付けるものでございます。 

なお、山手側に歩行者通路として延長５６.７メーター、幅員３メーターを施工

し、鉄道用地内への進入防止のため、高さ２メートルのフェンスを設置いたします。

工期につきましては、協定締結の日から平成２４年１２月２０日までといたしてお

ります。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。平松君。 

○１１番（平松洋一君） 議案第３７号で減額がなされました。今回は上部工というこ

とでありますが、判断材料がですね、金額を提示されて議決をお願いしますという

ことなんですけれども、図面とか、ある程度ですね、そういう資料を出していただ

いて、議会の中で判断をできるような最低限の資料はですね、出していただきたい

と思います。これでは金額がですね、高いのか安いのか全く判断ができませんので、

一応これは要望としてお願いします。 

○議長（藤井公明君） これについて答弁がありましたら。平松君。 

○１１番（平松洋一君） 金額もですね、９,０００万円、１億円近い金額になるわけ

ですよ。１億円近い金額をですね、このペーパー１枚でどうですかという判断はな
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かなかしかねますので、そういうできるかぎりですね、図面とかそういうものがあ

りましたら出していただきたいと、こういう要望です。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） はい。詳細な図面等を提示をできないかというような

御質問でございますけれども、平成２２年の３月議会の前に一応全員協議会のほう

でですね、この佐敷駅跨線橋の詳細については一応説明をいたしたところでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 平松君、一応説明はしてあるということですが。平松君。 

○１１番（平松洋一君） 一回出ましたらですね、そのとおりで今回決議されるという

ことですか。変更とか、全くないですか。下部工については相当予算が減額されて

いますけど。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） はい。下部工については変更がございますけれども、

上部工につきましても、入札残あるいは工事の内容変更等がございますと、金額的

にはその部分も協定額の変更が生じるというふうに考えております。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。坂本君。 

○１番（坂本 登君） 先ほどの下部工と同じでですね、９,０００万円が約半額近く

に、夜間工事じゃなくなったということで、可能性としては考えられますので、そ

のへんのところをちゃんと確認をしていらっしゃるのか。それで、下部工のときと

同じようにですね、地元の業者が下部工に入ったわけですけど、要望はできるとい

う町長の去年の説明だったので、今回もですね、やはり引き続き地元の業者におれ

んじ鉄道さんがですね、仕事を請け負ってもらうようにという要望はまたしていた

だきたいなと思います。１点目は、そういう夜間工事じゃなくて昼間できたという

ことで、また半額近い金額に減る恐れがあるんじゃないかと思うんですけど、その

へんのところはちゃんと確認をしていただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） はい。上部工についてはですね、下部工の経緯があり

ましたので、再三にわたって協定額の内容についてはですね、協議をいたしており

ます。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 金額がですね、本当に去年の金額と一緒のような感じですので、

これがまた１年後にですね、半額近い減額というふうになれば、何だったのかとい
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うことになりますので、そのへんのところをよろしくお願いして終わります。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３８号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３８号は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５２ 陳情第１号 湯浦慰霊塔の移設に関する陳情書 

 日程第５３ 陳情第２号 公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める陳情 

 日程第５４ 陳情第３号 天文台建設を行って頂くための陳情書 

○議長（藤井公明君） 日程第５２、陳情第１号「湯浦慰霊塔の移設に関する陳情書」

から日程第５４、陳情第３号「天文台建設を行って頂くための陳情書」までは、会

議規則第３６条の規定により一括議題とし、先の議会運営委員会の答申を踏まえ、

会議規則第９０条第１項の規定により、お手元に配付しております請願・陳情文書

表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、請願・陳情文書表のとおり

付託することに決定しました。 

常任委員会におきましては、慎重な審査を実施され、その結果を委員長から報告

願います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 以上で本日の日程はすべて終了しました。 

本日はこれで散会します。 

ご苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時２８分 
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平成２４年第１回定例会一般質問通告表 

質問

順番 
質問者 質問事項 質問の要旨 質問の相手

１ 集中豪雨に伴

う町の対応につ

いて 

 

 平成２３年８月２２日未明、

田川川(２級河川)の集中豪雨

は、当地区に未曾有の局地的豪

雨をもたらした。また、当地区

の集中豪雨災害では、河川の増

水と氾濫により、人家に危険が

及び、護岸等に被害が生じた。

今後は、この災害復旧工事を最

優先に行いその後、堤防の嵩上

げ及び川床掘削並びに土砂撤去

等の処理を順次お願いしたいと

思うが、町は、このような災害

に対し、どのような対策を講じ

ているのか。 

町 長 

 

２ 町道の二車線

化について 

 

 町道白石芦北橋線は、洲崎砂

利から芦北橋の間、約１５０.

０ｍ、幅員５.０ｍが一車線の

為、大型トラック・ダンプカー

等が頻繁に通行しており、非常

に交通量の多い路線である。さ

らに、「歩道」もない為に、人

の通行にも支障を来している。

よって、早急に改修が必要と思

われるが、町はどのように考え

ておられるか。 

町 長 

 

１ 宮内道則 

３ 町内小・中学

校の障害者の

「車椅子」での

通学者は 

 

現在、芦北町は小学校７・中

学校４、合計１１校であるが、

児童・生徒が通っている通学路

が、車輌等の増加で危険な状況

である。町はどのように対応し

ておられるのか。 

① 車椅子で通学している、児

童・生徒は何名か。 

② 家族が車等で送迎している

児童・生徒は何名か。 

町 長 
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  ③ 将来、車椅子で通学する児

童・生徒は何名位になるか。 

２ 

 

坂本 登 １ 脱原発、再生

可能なエネルギ

ーへの転換につ

いて 

 

① 福島原発事故から１年が経

過し、国、県、各自治体の防

災およびエネルギー活用の対

応が問われています。町とし

て脱原発を宣言し、町内にあ

る再生可能エネルギーを最大

限活用して、将来エネルギー

の地産地消を目指すべきだと

思います。 

太陽光、小水力発電、バイ

オマス等を含め再生可能エネ

ルギーの町内での潜在的な力

を調査すべきではないかと思

いますがいかがでしょうか。 

② 熊本県新エネルギー産業振

興課は、昨年１１月大規模太

陽光発電所(メガソーラー)建

設に適した県内１０か所の候

補地を公表し、この中に芦北

町２か所となっています。 

県のホームページによれば

女島(工業用地)と高岡(牧場

跡地)とありますが、今後ど

のような計画で事業化がはか

られていくのかお答えくださ

い。 

③ 昨年９月議会、私の質問に

対し、町長は「原発に対する

依存度を縮小しながら、再生

可能な自然エネルギーへの転

換は当然必要である。自治体

の実態に合うような対策を取

っていくべきだと思う。協議

会などを設け、先進地等の事

例なども含め内外の意見を取

り組んでいく中で対策を講じ

町長及び 

課長 
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ていく」と答弁がありました

が、その後どのように進んで

いますか。 

２ 水俣病「特措

法」にもとづく

被害者の救済に

ついて 

 

 

① 芦北町は同じ町内で対象地

域内と対象地域外がありま

す。今日、民間医師団の診断

結果を見ても、また県が行っ

た保健手帳の交付の中でも被

害者が全町に広がっているこ

とが証明されています。当時

田浦の行商人が山間地に汚染

魚を持ち込んだことも指摘さ

れています。 

同じ症状があり、救済制度

がある中で対象地域内と対象

地域外を差別し切り捨てるこ

とを許すことはできません。

症状のある被害者は地域を二

分することなくすべて救済す

べきだと思いますが町長の考

えはいかがでしょうか。 

② まだ申請していない町民の

中には水俣病とはかつての急

性劇症型と胎児性重症患者の

姿が深く刻まれており、その

イメージで判断するためにそ

れと比較してこの程度は水俣

病ではないという考えがある

からだと思います。これまで

の周知の内容では水俣病「特

措法」にもとづく、すべての

被害者救済への申請認識は正

されません。 

今回の被害者救済の対象が

水俣病にも見られる症状のい

ずれかが認められる。「水俣

病に見られる症状」とは１０

症状のいずれかをいいます。

となっているので、この面を

町長及び 

課長 
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重視した広報活動を行って欲

しいがいかがでしょうか。 

  

３ 平成２４年度

当初予算案、町

長交際費につい

て 

 

① 昨年６月議会、私の来年度

は減らす感じで交際費の見直

しを質問したのに対し、町長

は「おっしゃるとおりでござ

いまして、最少限の投資で最

大限の効果を上げるというの

は、財政運営上の基本で交際

費も例外ではなく今後努力す

る」と答弁されています。ま

ずお尋ねします。町長交際費

の今年度の執行実績と、３月

末までの実績見通し額の概算

はいくらでしょうか。 

② 当初予算案で町長交際費は

今年度と同じく３００万円が

計上されています。昨年６月

議会、私は質問の最後に「総

務課長に任せるのではなく、

来年度予算からは町長の考え

一つで減らせる、その御意思

がありますか」との質問に対

して町長は「その考えでおり

ます」と答弁されました。見

直しを言うのなら具体的な数

字でその姿勢を示すべきだと

思いますが、いかがでしょう

か。 

町 長 

３ 

 

川尻成美 １ 中学校での武

道必修化への対

応について 

① 町教育委員会の会議でどの

ような検討や議論をしてき

て、どう対応する考えである

か。 

② 本年度から空手道を採用し

てきたが指導体制・安全確保

等問題はなかったか。 

③ 柔道は危険性が高く事故が

多いとのことであるが、どの

ような検討議論をしてきてい

教育委員長 

 

 

 

教育委員長 

 

 

教育委員長 
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るのか。  

２ 男女共同参画

社会づくりの視

点に立った管理

職と審議会など

の委員への女性

登用について 

① ２月１日付、熊日新聞の報

道によると本町の管理職の女

性は０、審議会などの委員１

２.７％と共に低い。町長は

これをどう認識しているの

か。 

② 男女共同参画社会づくりの

歩として女性登用を目指して

指導し励まし、また登用の努

力、さらに各種委員に女性任

命の配慮をしたらどうか。 

町 長 

 

 

 

 

 

町 長 

１ 温泉塩の開発

について 

① 経営上問題はないか。 

② 工場の建設場所の選定理由

について 

町 長 

課 長 

４ 寺本順一 

２ 町長及び議員

の報酬について

県の実態調査によると、町長

の報酬は県下で二番高い報酬で

議員の報酬も六番目である。 

一方職員の給与は低い方から

十番目で、隣町の津奈木町より

低い状況である。 

論理的におかしい状況を払拭

するため、町長・議員の報酬を

下げてはどうか。 

町 長 

課 長 

１ 若者が定住で

きる町づくりと

は 

① 町内の若者が働く場として

の地元企業への支援対応は、

又、東海カーボンが新しく工

場を建て新規採用を計画して

いる。大変喜ばしいことだと

思う。経緯はどうだったの

か。 

② 第一次産業や地場産業の後

継者増加に向けての施策は。 

町 長 

担当課長 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

宮尾秀行 

 

２ 郷土愛を育む

施策は 

① 町づくりの基本は人づくり

だと考える。今まで行ってき

た施策で一番効果があったと

実感出来るものは何か。 

② 現状に慣れてしまえば幸せ

町 長 

担当課長 

 

 

教育委員長



－84－

でも実感できない。他の地

域、外国と比較し、我国のす

ばらしい所を見直すことは大

切だと思う。祝日に国旗を掲

揚する家が少ないがどう考え

るか。 

  

３ 田浦小・中学

校周辺整備の考

えはないか 

① 旧田浦町時代の中央公民館

跡地他のブロック塀などを取

り除くなど少し手を加えれば

利便性が向上すると思う。

又、楠や柳など大きくなりす

ぎているのではないか。 

② 田浦給食センターの今後は

どうする考えか。 

町 長 

教育長 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） おはようございます。 

直ちに本日の会議を開きます。 

お手元に配付の議事日程にしたがって会議を進めてまいります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（藤井公明君） 日程第１、一般質問を行います。 

質問通告者は５人です。通告表をお手元に配付しております。 

質問時間は従来どおり補助質問を含めて３０分以内に制限いたします。それから、

一般質問は通告制でありますので、通告者の質問に関連して求める関連質問は許可

されません。質問にあたっては、通告内容に基づいた質問をされるよう求めます。

なお、執行部の答弁も明快かつ簡潔に求めます。 

それでは、順番に発言を許します。 

はじめに、宮内君。 

○３番（宮内道則君） おはようございます。 

トップを切って一般質問をいたしますことに対し、議長はじめ関係者に心から感

謝を申し上げます。それから質問の前に、昨年３月１１日に発生いたしました東日

本大震災、原発事故から早１年が過ぎましたが、いまだ被災地の皆様は仮設住宅や

避難生活を余儀なくされておられることに対し、一日も早い復興を願い、ここにお

見舞いを申し上げます。 

さて、私は一般質問の通告書によりまして、質問をさせていただきたいと思いま

す。 

竹﨑町長は、芦北町総合計画の後期基本計画として、個性の光る活力あるまちづ

くりを基本理念に、すべては２１世紀を担う子どもたちのためにをテーマとして６

つの柱を掲げて、平成２４年度の施政方針と予算大綱について申し述べておれます

が、私は今回竹﨑町長に、掲げておられる「人にやさしい快適なまちづくり」と

「生活を支える基盤づくり」の中で今から質問をいたします。この３点について質

問をさせていただきたいと思います。 

まず第１点は、集中豪雨に伴う町の対応についてであります。この田川川の質問

に入ります前に、同じく昨年、田川川の流域で集中豪雨災害により甚大な被害を受

けられました被災者の皆さんに心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 

さて、この田川地区は、昨年８月２２日に発生した集中豪雨が洪水となって、河

川の氾濫により流域は多大な被害が発生し、川岸の人家並びに農家は甚大な被害を
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受けられました。被災後の９月１日には、田川地区の被災者で被害対応の集会を行

い、意見の集約が図られたところであります。この田川川は、県管理の２級河川で

ございます。今後災害のない河川について、被災者で協議した結果、今回は適切な

陳情をするべきであると決議がなされ、平成２３年１０月７日に県振興局土木部へ

関係者が出向かれ、田川川の被災状況等を説明し、早急な調査をお願いされて、併

せて要望書を提出されております。また、平成２３年１１月８日には、田川の行政

区長ほか被災者代表が竹﨑町長へ陳情されて、町の全面的な支援と協力を取り付け

ておられます。今後、当該事業に対し全面的に協力をお願いし、被災者の期待に沿

えるよう一日でも早い復興を願うものでございます。 

ここで、竹﨑町長にお尋ねをいたします。まず、河川の災害復旧工事を最優先に

お願いして、その後堤防の嵩上げ、川床掘削並びに土砂撤去等の処理を順次お願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。町としての、県が管理者で事業主体であ

りますので、なかなかそう簡単にはいかないと思いますけれども、被災者からの要

望でもあり、県に対し、よろしく要望していただきたいと思います。 

次の第２点は、町道の二車線化についてであります。この町道白岩芦北橋線につ

いては、現在一車線のため道路が狭く、大型トラック等が通行する場合、どちらか

一方が手前で止まって、それから通行している状況でございます。白岩方面から洲

崎砂利の手前までが二車線で、その先の芦北橋間、約１５０メートルは一車線でご

ざいます。車同士等の接触等がたびたび起こっているところでございます。また町

道白岩芦北橋線はその他の町道として位置付けられておりますが、十数年前までは

１級町道のバス路線でもありました。これが町道白岩計石線として白岩の白雲石工

業所前から計石の大丸団地経由の路線として変更され、現在に至っております。町

当局には大変財政状況の厳しい中でありますが、現地調査並びに交通量調査等を実

施いただき、地元住民が安心して通行することができますようお願い申し上げます。 

ここで、竹﨑町長にお尋ねいたします。この町道白岩芦北橋線について、早急に

改修する必要があると思われますが、竹﨑町長の見解をお尋ねしたいと思います。 

次の第３点は、町内小・中学校の障害者の「車椅子」での通学についてでござい

ます。現在、芦北町は小学校７校、中学校４校の合計１１校でありますが、児童・

生徒の通っている通学路は車両等の増加で非常に危険な状態となっております。そ

の中で、芦北町は他町村に先駆けて安心・安全な町づくり推進を行い、子どもたち

の交通安全対策と充実を図っておられます。また、管内の各地区で地区民の方々が

ボランティアで毎朝子どもたちの登下校の安全を守る公民館活動が街頭指導として

行われ、児童・生徒の交通事故防止に役立っていることは、誠にすばらしいことで

あると思います。また、佐敷小学校の旧正門前の通学路となっている歩道は、昨年
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まででこぼこした通路でありましたが、現在はきれいに整備されております。さら

に、白岩の踏切は国道３号線の信号で車が渋滞し、児童・生徒が危険と隣り合わせ

で通学し非常に危険でありましたが、朝の１時間交通規制がかかり、車が右折でき

ないようになりまして、危険が解消されました。こういうことが障害を持った児

童・生徒には大変ありがたいことであります。今後とも行政の御指導をよろしくお

願い申し上げたいと思います。 

そこで、竹﨑町長にお尋ねいたします。①車椅子で通学している児童・生徒は何

名いるのかお尋ねいたします。②次に、家族が車等で送迎している障害を持ってい

る児童・生徒は何名いるのか、お尋ねをいたします。③将来、車椅子で通学する児

童・生徒は何名ぐらいになるのか、お尋ねをいたします。 

以上で、私の質問を終了いたしますが、答弁による再質問は自席から申し上げま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） これより答弁を求めます。竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 宮内議員の御質問にお答えいたします。 

まず、集中豪雨に伴う町の対応についてでありますが、これにつきましては、町

民の方々の安全・安心を確保することが責務でありますので、熊本県、芦北警察署、

建設業組合、町消防団と連携し、迅速に対応できるよう体制を整えております。田

川川につきましては、熊本県の管理河川でありますが、災害発生後、地域の方々か

ら河川改修の陳情がなされておりますので、芦北地域振興局に状況を説明し、河川

改修の要望を既に行っております。 

続きまして、町道の二車線化についてであります。町道白岩芦北橋線の改良につ

きましては、熊本県の管理河川、堤防道路でありますので、現地調査の上、県と協

議していきたいと思います。具体的には、担当課長から答弁させます。 

続きまして、車椅子での通学者等についてのお尋ねにつきましては、教育委員会

から答弁することになります。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 山口建設課長。 

○建設課長（山口純志君） おはようございます。宮内議員の質問にお答えします。 

まず、質問１番目の田川川災害復旧対策につきましてでございますが、現在、振

興局土木部において、護岸の災害復旧工事が被災箇所７カ所のうち６カ所発注され

ております。残り１カ所は２４年度に発注予定とのことです。同時に、地元、町か

らの河川改修工事の要望を受けて、昨年１２月に地元説明会を、本年１月に田川川

河川調査業務をコンサルに委託し、河川の現況調査を実施されております。今後も

町としましては早期に事業着手できるよう、県に強く要望していきたいと思ってい
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ます。 

次に、町道白岩芦北橋線の改良についてでありますが、当路線は芦北橋から白岩

橋までの護岸が老朽化し、随所に漏水箇所が見受けられます。現在、振興局の土木

部において、佐敷海岸堤防等老朽化対策として、芦北排水機場からレストランよし

み裏付近までの測量設計業務が実施されておられます。引き続き、当区間の調査を

要望し、その調査結果を基に全体的な町道改良事業の一つとして取り組んでいきた

いと思っております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） お答えいたします。 

まず、車椅子での通学者、佐敷小学校の児童が１名でございます。 

次に、家族の車送迎は、児童が佐敷小学校１名、計石小学校１名、大野小学校１

名、湯浦小学校１名で合計４名でございます。また、生徒は田浦中学校１４名、佐

敷中学校４名、合計１８名でございます。ほとんどが遠距離通学や区域外就学の児

童でございます。うち、湯浦小学校１名が障害者の方でございます。 

次に、将来の車椅子通学者は、現在の児童１名と佐敷小学校、田浦小学校、湯浦

小学校の就学予定者が、それぞれ１名ずつ、合わせて４名と推測しておるところで

ございます。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 宮内君。 

○３番（宮内道則君） ありがとうございました。 

まず、最初の集中豪雨に伴います町の対応についてでございますが、河川の災害

復旧工事を最優先にお願いし、その後、堤防の嵩上げ、川床の掘削、そして土砂撤

去等の処理、順次お願いしたいと、いかがでしょうかということの質問に対しまし

て、町長から大変前向きなお言葉をいただきました。ありがとうございました。被

災者の皆さんも大変期待を持っておられますので、今後とも全面的な御協力をお願

いいたしたいと思います。 

それから、護岸の災害復旧でございますが、大変町のほうの取組みもいただきま

して、県のほうの早急な対応と申しますか、災害復旧も先ほどのお話で７件の災害

復旧の工事の中で６カ所が災害発注をしていただいて、あと１件は来年というお話

でございました。本当に早急な対応に感謝をいたしたいと思っております。 

それから、あと１点だけお尋ねいたしますけども、護岸等の災害復旧を最優先に

お願いしておりまして、もうあと１件で来年終わりますけれども、災害復旧工事の

場合は３年間が期限だと聞いておりました。これが終わりましたあとでございます
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が、堤防の嵩上げとかですね、川床の掘削、土砂等撤去、順次並行してその後お願

いをですね、ぜひいたしておきたいと思いまして、その付近を併せまして、先ほど

課長のほうからもありましたけども、再度お願いしたいと思っています。 

次の町道二車線化についてでございますが、これにつきましては、芦北橋線の約

１５０メートルが一車線でございまして、ただいまお話をいただきまして、非常に

県の２級河川であります佐敷川の護岸と道路改良との並行した計画を、さらに県の

方にもお願いをされるということでございますので、十分その付近のところ今後と

も調査等もいただきまして、県と一体となって取組みをいただければと思っており

ますので、この質問は終わります。 

次に、町内小・中学校の障害者の車椅子での通学について、ただいま教育長の方

からるる詳しくお尋ねいたしまして、その件につきましては了解をいたしましたの

で、今後とも各通学道路等の整備併せましてですね、そういった障害者のハンデを

持った方々非常に通行する場合には、通行上は危ないところもたくさんございます

ので、今後十分行政におかれましてもお願いを申し上げまして、私のすべて、これ

については終わりたいと思います。 

あと１点だけ、お願いいたしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 私は、よく通る路線でありますし、その不便さは実感している

一人でありますので、今後担当課、そしてまた県、併せましてですね、協議を進め

て、早急に皆さん方の御要望に応えられるような道路改良に取り組んでいきたいと

思っておりますので、議員からもひとつ御支援をいただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 宮内君。 

○３番（宮内道則君） 町長からもただいまですね、温かいお言葉をいただきましたの

で、ぜひ行政の全面的な協力をお願いしまして、すべて私の質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（藤井公明君） これで、宮内君の質問が終わりました。 

次に、坂本君。 

○１番（坂本 登君） 皆さん、おはようございます。議長の許可をいただきましたの

で、通告の趣旨に沿って質問いたします。 

質問の前に、昨年３月１１日の東日本大震災と原発事故から１年が経過いたしま

した。改めて犠牲になられた方々とその御家族、関係者に深い哀悼の気持ちを表明

いたします。そして、すべての被災者、とりわけ今もなお避難生活を強いられてい

る方々に心からお見舞いを申し上げます。未曾有の大災害から被災者の生活と生業

を再建し、被災地の復興を果たすこと、原発事故の被害から国民の暮らしと健康を
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守ることは日本の政治に課せられた最重要、最優先の課題です。現在も多くの人々

が元の生活に戻れていません。特に、福島第一原子力発電所の爆発事故は、現在も

終息のめどは立っておりません。そればかりか、放射能汚染の広がりも深刻な問題

で、実態の解明もなされていません。がれき処理の問題の解決も混迷しています。

今回、脱原発、再生可能エネルギーへの転換を質問いたしますのは、もはや命と共

存できない原発はなくしてほしいという国民の圧倒的多数の想いだからです。原発

からの速やかな撤退は可能です。今こそ根本的な反省に立ち、原発推進から再生可

能エネルギーへの転換を明確に決断すべき時期に来ています。再生可能エネルギー

の可能性は、現在日本にある原発５４基の供給能力の４０倍の潜在能力があること

が、環境省の２０１０年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査からも明らか

です。よって、町民の安全・安心な暮らしの確保と命と健康を守るためには原発か

らの速やかな撤退が不可欠であると考え、質問に入ります。 

脱原発、再生可能エネルギーへの転換について。 

①福島原発事故から１年が経過し、国、県、各自治体の防災計画の見直し及びエ

ネルギー活用の対応が問われています。町として脱原発宣言をし、町内にある再生

可能エネルギーを最大限活用して、将来エネルギーの地産地消を目指すべきだと思

います。太陽光、小水力発電、バイオマス等を含め、再生可能エネルギーの町内で

の潜在的な力を調査すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

②熊本県新エネルギー産業振興課は、昨年１１月大規模太陽光発電所(メガソー

ラー)建設に適した県内１０カ所の候補地を公表し、この中に芦北町２カ所となっ

ています。県のホームページによれば、女島地区の工業用地と高岡地区の牧場跡地

とありますが、今後どのような計画で事業化が図られていくのかお答えください。 

③昨年９月議会、私の原発から撤退し、自然エネルギーの活用についての質問に

対し、町長は「原発に対する依存度を縮小しながら再生可能な自然エネルギーへの

転換は当然必要である。自治体の実態に合うような対策をとっていくべきだと思う。

協議会等を設け、先進地等の事例なども含め内外の意見を取り組んでいく中で対策

を講じていく」と答弁がありましたが、その後どのように進んでいますか。 

２つ目の質問は、水俣病特措法に基づく被害者の救済についてお聞きいたします。 

①芦北町は、同じ町内で対象地域内と対象地域外があります。今日、民間医師団

の診断結果を見ても、また県が行った保健手帳の交付の中でも被害者が全町に広が

っていることが証明されています。当時、旧田浦町の行商人の方々によって、汚染

魚とは知らずに山間地に持ち込まれていたことが明らかになっています。同じ症状

があり、救済制度がある中で、対象地域内と対象地域外を差別し、切り捨てること

を許すことはできません。症状のある被害者は地域を二分することなくすべて救済
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すべきだと思いますが、町長のお考えはいかがでしょうか。 

②まだ申請をしていない町民の中には水俣病とはかつての急性劇症型の患者と胎

児性重症患者の姿が深く刻まれており、そのイメージで判断するために、それと比

較してこの程度は水俣病ではないという考え方があるからだと思います。これまで

の周知の内容では、水俣病特措法に基づくすべての被害者救済への申請認識は正さ

れません。今回の被害者救済の対象は、水俣病にも見られる症状のいずれかが認め

られるものとなっています。水俣病に見られる症状とは、１０の症状のいずれかと

なっているので、この面を重視した広報活動を行ってほしいがいかがでしょうか。 

最後の３つ目の質問は、平成２４年度当初予算案、町長交際費についてでありま

す。 

①昨年６月議会、町長交際費が他市町村に比べ高すぎることを指摘し、もっと減

らすべきではと質問したのに対し、町長は「最小限の投資で最大限の効果をあげる

というのは財政運営上の基本で、交際費も例外ではなく、今後努力する」と答弁さ

れています。そこで、まずお尋ねをいたします。町長交際費の今年度の執行実績と

３月末までの実績見通し額の概算はいくらでしょうか。 

②当初予算案で、町長交際費は今年度と同じく３００万円が計上されています。

昨年６月議会、私は町長交際費についての質問の最後に、「総務課長に任せるので

はなく、来年度予算からは町長の考え一つで減らせる。その御意志はありますか」

との質問に対して、町長は「その考えでおります」と答弁されました。見直しを言

うなら具体的な数字でその姿勢を示すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

以上で、本壇からの質問を終わります。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 日本共産党、坂本登議員の御質問にお答えいたします。 

まず、脱原発、再生可能なエネルギーへの転換についてでありますが、①と③は

関連がありますので、まとめてお答えいたします。 

エネルギー対策につきましては、先の９月定例会においてもお答えしましたとお

り、基本的に国策ですべきと認識しております。なお、本町では過去において新エ

ネルギーの保存量の推計を行っております。現在、国においては新たに革新的エネ

ルギー、環境戦略を今年の夏ごろまでに策定することとなっております。また、熊

本県においても総合的なエネルギー政策についての検討がなされておりまして、町

といたしましては国、県の動向を踏まえて対応していきたいと考えております。 

続きまして、脱原発、再生可能なエネルギーへの転換についてのお尋ねでござい

ますが、今後選ぶべき将来のエネルギーとして、持続可能で地球温暖化の防止にも

貢献する太陽光発電による再生可能なエネルギーの活用は大切だと思っております。 
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続きまして、水俣病特措法関連のお尋ねでございます。対象地域、対象地域外の

区別なく、すべての水俣病被害者の皆さまが、特措法により救済されるべきだとい

う思いは私も同じであります。町といたしましても、水俣病特措法における救済申

請締め切りが本年７月３１日であることを踏まえ、今は申請に至っていない水俣病

被害者の最後の救済に向け、周知徹底を図るべく広報を強化してまいります。 

以下、詳しくは課長から答弁させます。 

続きまして、平成２４年度当初予算、交際費についてでございますが、ここで議

長に少し要望がございます。昨年の６月議会でも同様の質問があったわけでありま

すが、坂本議員の認識しておられる交際費について、租税特別措置法でいう交際費

なのか、地方自治法第１条の役割を果たすための交際費なのか、確認をお願いした

いと思います。確認後、答弁に入らせていただきます。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 今町長から確認の意味で議長にお尋ねがありましたが、確認の

意味ですね。地方自治法第１条の２第１項を考慮するということですね、間違いな

いですね、町長。竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 重ねて申し上げます。租税特別措置法でいう交際費なのか、地

方自治法第１条２第１項の役割を果たすための交際費なのかであります。 

以上。 

○議長（藤井公明君） 今、町長からどちらかということでありますので、当然質問さ

れる坂本議員は存じ上げての質問だと思いますが、どちらで質問されるんですか。

坂本君。 

○１番（坂本 登君） 法律的なことはまだ新人でありますので勉強不足のところもあ

ります。私がこの質問をいたしますのは、今年度当初予算に町長の交際費として上

がっていた３００万円の中身のことで質問をいたしております。そのところ、よろ

しくお願いをいたします。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 議員が理解されておる交際費、今街宣活動もされておられます

けども、一般社会生活における交際費と自治体における交際費、これはどうも混同

されておるような気がいたしますので、そこを明確にしてから答弁をさせていただ

きたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） その答弁をしていただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 今二通りありますが、どちらのほうで質問されておるかと今尋

ねておられるわけですから、租税特別措置法なのか、あるいは地方自治法１条２第
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１項なのか、どちらでお尋ねですかと尋ねておられるわけですから、そちらはっき

りしなければ答弁できないということですので。坂本君。 

○１番（坂本 登君） 先ほど申し上げましたように、法律的な事項について、すべて

存じ上げているわけではございません。議長にこの租税と地方の内容をお聞きした

いと思います。説明をお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 坂本君、議長はその立場ではありません。あくまでも進行です

ので、質問者と執行部の、これはやり取りでありますので、それを私に尋ねられて

もですね、私は今初めて聞いたわけですので、当然認識はしておりません。坂本君。 

○１番（坂本 登君） 議長も長い議員生活の中で存じ上げない法律をついて、新人の

私が勉強不足なことを理解していただきたいと思います。課長のほうに内容等を説

明していただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（藤井公明君） 坂本君、私であると当然質問する立場でありますと、それなり

に調べて質問しますよ。僕は質問する立場じゃないわけですから、当然私は調べて

いないのは当たり前のことです。今、そのどちらか分からないのであれば、休憩取

らなきゃ仕方ありませんよ。休憩取りますか。坂本君。 

○１番（坂本 登君） 課長にその説明を求めたんです、内容を。 

○議長（藤井公明君） だから、坂本君、そこはどちらの方かあなたが、その今勉強し

てなければ休憩取って調べて、どちらのほうと明確にしませんと、執行部側は受け

る立場ですからですね。 

○１番（坂本 登君） 地方自治法にのっとってお答えをください。答弁をいただきた

いと思います。 

○議長（藤井公明君） では、地方自治法１条の２第１項ということですか。坂本君。 

○１番（坂本 登君） はい。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 自席から答弁させていただきます。ということでありますと、

本町が執行する交際費については、すべて最高裁の判例からいたしましても適法で

あるということを前提に答弁をさせていただきます。 

執行実績等につきましては、総務課長から答弁させます。 

次の②でありますが、ここでまた議長に確認をお願いいたします。この通告書に

よりますと、「来年度予算からは町長の考え一つで減らせる。その御意識がありま

すか」との質問に対して、町長は「その考えでおります」と答弁されましたという

くだりであります。６月定例会、平成２３年でありますけども、この議事録を見て

みますと、２点質問がございまして、要約しますと、第１点、「交際費の見直しを

していただきたいが、町長どうでしょうか」という質問があります。それに対して、
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私は「今後努力をしてまいります」と答えております。２番目、交際費の執行につ

いてはですね、総務課長に任せる、そういうことでなくて、支出の基準をきちっと

つくるようにというですね、お尋ねであります。この基準をつくるようにというお

尋ねに対しまして、その考えでおりますと答えております。ですから減らせ、その

考えでおりますというふうには答えておりませんので、休憩を取っていただきまし

て、議事録の確認をしていただきたいと思います。そして、その後質問を整理して

いただきまして、続行していただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 今、質問者と執行部の町長のほうの意見が違っております。 

ここで議事録の確認のため、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３７分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

ただいまの件のつきまして、確認をいたしました。事務局長見解を求めます。事

務局長。 

○議会事務局長（福山勝廣君） 平成２３年６月議会においての一般質問の会議録を確

認しました結果、坂本議員の質問が２点ございまして、その内容につきましては、

「来年度には減らすというような感じで交際費の見直しをしていただきたいが、町

長どうでしょうか」という質問に対し、町長は「今後努力をしてまいります」と答

弁されております。さらに、次の質問が、「そういうきちっとした基準をつくるよ

うに、自分も総務課長に任せっきりじゃなくて、そういう御意志がおありかどうか、

最後にお伺いしたい」ということに対しまして、町長は「その考えでおります」と

答弁されております。なお、地方自治法第１２３条第２項の規定によって、寺本順

一議員並びに古村議員の会議録署名がなされております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） ここで、会議録署名議員に確認をとります。寺本順一議員、確

認、起立してお願いします。寺本君。 

○４番（寺本順一君） 事務局長の説明どおりの内容であることを確認しております。 

○議長（藤井公明君） 次に、古村君。 

○５番（古村逸男君） 事務局長の説明どおり、ただいま確認をいたしまして、間違い

ありません。 

○議長（藤井公明君） ここでですが、坂本君、これは大きな間違いをされております
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が、一般質問は通告制ですので、これはどうされますか。取り下げるか、訂正する

となったら、議事進行上通告制になってますから、もう認められませんが。こうい

うことでは議会は困りますよ。それともう一つ、先ほど坂本君は１年生議員だから

どうと言われましたが、議会議員である以上は１年生も５期生も１０期生も同じ平

等ですので、そういう発言は許されません。これは全く質問の趣旨が違いますが、

町長、これでは当然通告にないわけですから、答弁することは求めませんが。これ

はどのようにしましょうか、私もこういう例は初めてですが。竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 私はあくまでも会議規則にしたがって対応したいと思っており

ます。ただ、坂本議員は広報紙、あるいは街宣車等で、特にこの交際費について町

民の方々にメッセージを送っておられますけれども、いやしくも社会正義を標榜す

る公党に所属する議員として、町民の皆さんが誤解を招いたり疑問を持ったりする

ようなことがないように、私は今後対応していただきたいと思います。例で申しま

すと、町長は報酬のほかに３００万円貰いよるとか、町長はほかに３００万円も使

いよらすとやろか、町長はよかこつしよらっさんとげなと、そういう声が私に直接

入ってきたんです。町民の皆さん方には正しい情報を伝えてください。私は共産党

の政策の中にも大いに共感する部分があります。それはあなたも良く御存知のはず

であります。社会正義に立つという視点からは、私も同じでありますので、今後は

そのようなことがないように、十分配意されて議会活動、政治活動に取り組んでい

ただきたい、それがあなたの今後の成長のためだと、私は思っております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 通告に間違いがあったと、今言われましたが、私としてみれば

私の言った質問、またその議事録の中から文言を短縮して通告をしたわけです。今、

町長が言われました町民の皆さん方に私が、町長が３００万円使いよるとか、そう

いったことを言った覚えは一切ありません。これは受け取り方で町長の耳にどうい

うふうに入ってきたかは、今おっしゃって初めて知ったことです。私は公党の日本

共産党の一員として、そういったことを町民に、ありもしないことを仕掛けるよう

な政策宣伝は一切いたしておりません。 

この総務課長に任せるのではなく、来年度予算からは町長の考え一つで減らせる

という文言は、議事録の中に入っていると思うんですが。そこが違うと言われたん

ですかね。 

○議長（藤井公明君） 今ちゃんと局長見解を求め、会議録署名議員の確認をとったん

です。だから、あなたの質問がこれは間違っているんです。だから、この質問は取

り下げる以外にはないんです。これはもう取り下げてください。そうせんと先には
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進みません。 

したがって、この質問事項の、坂本君の３番は、これは取り下げることにいたし

ます。できないんです、これは、間違った通告をしておるんじゃだめですから、１

についてはいいですよ。１、２ですか。ここから答弁、町長が言いましたが、答弁

ば聞いてからしなくてもいいんですか。いや、課長から。 

○１番（坂本 登君） １番についてお願いします。 

○議長（藤井公明君） 迫本住民生活課長。 

○住民生活課長（迫本文雄君） おはようございます。 

水俣病関係ですけど、広報の強化につきましては、７月３１日の申請期限を見据

えまして、お配りしております「水俣病被害者救済特別措置法救済申請のしおり」

３ページの水俣病にも見られる１０症状が含まれております症候要件全文を「広報

あしきた」へ掲載することと、救済申請期限が本年７月３１日であることの反復掲

載を実施することで広く救済申請を促し、いまだ申請に至っていない水俣病被害者

の最後の救済に向け、申請掘り起こしに取り組む所存でございます。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） ①のほうでございますけれども、執行率につきましては、

私の方から説明をいたしたいと思います。 

２月現在の執行実績は１９６万円でございます。３月末までの実績見込み額を２

３０万円程度と見込んでおります。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） まず、１番の脱原発再生可能エネルギーへの転換について、２

回目の質問をいたします。再生可能エネルギーについては、本町も前向きな答弁が

あったと思います。しかしながら、前回同様、国策であるという答弁もありました。

脱原発について、少し町長の見解をお聞きしたいと思います。３月１１日で震災か

らテレビで特集がたくさん流されました。その中で、とても印象に残って記憶にあ

るのが、酪農家の御主人が敷地内に書き残した「原発さえなければ、悔しさをどこ

にぶつけたらいいのか分からない、もう限界だ」と書き残し自殺をされたというテ

レビで放映されたのを、本当に心が痛む思いでテレビを見ました。そのことで、こ

の水俣病で環境を侵されたこの地域の町長として、川内原発から６０キロ圏内にあ

る芦北町民にとっては他人事ではありません。原子力発電所は事故が起これば避難

区域等、想定をはるかに超える空間的な被害の広大さ、放射能汚染は幾年にもわた

り、とりわけ妊婦、成長期の子どもに影響し続けるという時間的被害の深刻さ、築

き上げてきた人類と自然のすべて、地域丸ごとが破壊される等、社会的被害の甚大
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さがあります。原発はもはや完全に人類がコントロールすることはできない未完の

技術であることを万人に知らしめることになりました。加えて、原発を運転する限

り、放射性物質を出し続ける膨大な使用済核燃料、死の灰が発生し、これも人類は

無害にする技術は持ち合わせず、ただ閉じ込めておくだけの対策しかないことが改

めて突き付けられてきました。また、数万年にわたって閉じ込める保証などどこに

もないことが明らかになっています。 

今、全国の５４基のうち、５２基の原発が停止をしております。九州では九州電

力所有の６基の原発で６基すべてが停止中です。このまま再稼働がなければ、この

４月には原発がすべて停止してしまいます。しかし、今九州６すべての原発が停止

しているにもかかわらず、我々が使う電気は点いております。使用電力が供給を上

回ることはないと言われております。だからこそ、今こそ国に対し原発から再生可

能エネルギーへの転換を求めていただきたい。国策だからと国が決めることに待つ

のではなく、やはり水俣病被害、環境を汚染されたこの地域の長として、危険な原

発はなくし、未来の子どもたちに安心・安全な環境を残すというまちづくりの先頭

に立っていただきたいと思いますが、町長のお考えはどうでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 全くご発言のとおりと思います。ただ、国策に待つということ

のみを今取り上げられましたが、しっかり聞いとってください。基本的にはと言っ

ているんです、前段があるんですね。基本的には国策。それは国民のそういう生活

を豊かにしていく、安全を守っていくというのは、それは国がしなくちゃ。しかし、

そういう中でも地方にできることはしっかりやっていこうという強い思いを持って

おります。中長期的に言いますと、ただいまのご発言、そういった社会ができると

いいなと、私は願っております。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 中長期的に、本当に全国、また世界中の人がそういう思いにな

っていただければと思います。そして、本町が目指す方向性としてもいろんな先進

地等を、もう研究なさっているとは思いますが、一つだけ芦北町とよく似た地形の

大分県豊後大野市では、小水力発電に農業用水を利用した取組みがなされて、全国

から視察が相次いでおります。だから、こういった芦北町でも、前回議会で風力は

適さないんだという御答弁もありましたので、それ以外の、やっぱり調査をどれく

らいの存在能力があるのか調査をして、とにかくそういう安全・安心なエネルギー

の研究をしていただきたい、このように思いますが、もう一度町長の方向性をお聞

きいたして、この質問を終わりたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 
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○町長（竹﨑一成君） すでに調査しておりますので、担当課長から答弁させます。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） 調査の件でございますけども、芦北町の新エネルギー

賦存量調査をですね、旧芦北町におきましては平成１０年度に、旧田浦町におきま

しては平成１２年度に太陽光、風況、それから小水力の調査を行っております。こ

れにつきましては、新エネルギービジョンとしてですね、それを策定をいたしてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 安心・安全な新エネルギービジョンをいち早く町民は望んでい

ると思います。そのように私も同感でおりますので、ぜひ原発を速やかに今後世界

中から核兵器と同じ扱いでなくしていく運動が高まればと思っております。 

次に、水俣病について、２回目の質問を行います。これは、町長も地域を二分す

ることなく症状のある被害者が全員救済されるべきだとおっしゃいました。全く私

もそのとおりだと思います。 

それで、７月３１日をもって申請を締め切ると、環境省が発表いたしました。そ

れで、いくらこれは私たちが反対をしてもなかなか覆るものではありません。それ

で、先ほど課長からも答弁をいただきました、町の出身で県外に出ていらっしゃる

方が、まだまだ取り残されていると思います。それと、やっと山間地域に広がり、

地域外のと言われる住民の方にも俺たちもじゃないかなというふうな今広がりを見

せているところでございます。 

そこで、私が調査に入り話をよく聞いていたのが、水俣病とは先ほども本壇から

言いましたが、胎児性の重症患者さんのイメージや劇症型の本当につらい症状をお

持ちの方のイメージ、テレビ映像などでやっぱり散々そのことが放映されましたの

で、それが頭から離れない、そのことで自分はやっぱり違うんじゃないかという思

いが本当にたくさんあるんです。だからこそ、この水俣病に見られる症状のしびれ、

ふるえ、カラス曲り、見える範囲が狭い、はっきり見えない、耳が遠い、耳鳴り、

味覚・聴覚の異常、言葉を正確に発せない、めまい、たちくらみ、つまづきやすい、

ふらつく、物を落としやすい、手足の脱力感、この１０項目を記載した広報をお願

いをしたいと思います。そのほかにも、熊本大学医学部が５０を超える質問項目を

つくっています。その中には、手足が焼ける、布団から出して寝る、音は聞こえる

が言葉がはっきり聞き取れない、いつも頭痛がする、頭が重い、スリッパが逃げる、

履きづらい、手で触ってもお風呂の湯加減が分からない、肘より奥まで突っ込まな

いと熱いのかぬるいのかがはっきりしない、指先の動作がよくできていない、つま
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めない、こういった分かりやすい症状も発表されています。だから、これにいずれ

かをいいますとなっていますので、この項目を書いて、これに症状が見受けられる

方はぜひとも手を上げて申請をしてくださいというような広報をしていただきたい

と思いますが、どうでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 迫本住民生活課長。 

○住民生活課長（迫本文雄君） 水俣病にも見られる１０症状とは、先ほど説明しまし

た「水俣病被害者救済特別措置法救済申請のしおり」３ページ、下のほうですけど、

注４に記載されているとおりでございますけれど、同ページのですね、救済措置対

象者、療養費対象者の症候要件では、水俣病にも見られる１０症状のほかに四肢末

梢優位の感覚障害、全身性の感覚障害、一定の感覚障害、これが判定項目としてあ

り、判定の優先度や重要度としましては、そちらのほうが極めて高いわけでありま

す。このようなことから、ご提案の水俣病にも見られる１０症状面だけを重視した

広報活動につきましては、正しい理解に基づく救済申請の促進という観点から考え

ますと、難しいのではないかと思われます。したがいまして、繰り返しになります

けど、症候要件全文の掲載を考えておるところでございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） もう本当に時間が迫ってきます、７月３１日と、本当にどこに

根拠があるのか分からない国の方針ですので、まだ特措法に謳われておりますあた

う限りの救済、または環境調査等実地はされておりません。そういったものも含め、

この症候要件、給付の種類という詳しく書いていただきたいと思います。 

それで、最後に、町長交際費の①に限って、２回目の質問をいたします。今年度

の執行実績は１９６万円、３月見込みで２３０万円程度という答弁が課長のほうか

らありました。これは、見込みでも７０万円ほど余ることになります。余るわけで

すから、本年度やはり少しの減額を含んで計上されるのが筋だと思うんですが、こ

の３００万円にこだわる理由はあるんでしょうか。答弁をいただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） お答えをしたいと思います。 

基本的に、３００万円にこだわるわけではございませんけども、その中でいつ大

きな、あるいは等々がございますか分かりませんですから、基本的には３００万円

ほど持っていて臨機応変に使っていくということでございます。今年の７０万円に

つきましても、節約をいたしまして必要最小限度の、そして効果が上がるような支

出を行っております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 
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○１番（坂本 登君） ３００万円という、町民の中には３００万円に満たない年収の

方もたくさんいらっしゃいます。そういう中で、７０万円と見込みで余るわけです

から、少しの減額はしていただきたかったなと思うのが町民の感情だと思います。

もう一つ、中身について、他市町との公開度の違いについてお尋ねをしたいと思い

ます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君、先ほど今の質問事項の３、平成２４年当初予算案、町

長交際費については、私がこれは取り下げると言いましたが、１番はですね、１番

はこれは間違っておりませんから、１番はいいんですが、もうすでに②に入ってき

てますので、②はもう取り下げておりますから、これ以上の発言は認められません

よ。坂本君。 

○１番（坂本 登君） ここにも①書いてありますように、最小限の投資で最大限の効

果を上げるというのは財政運営上の基本で、交際費も例外ではなく、今後努力する

と言われております。そこで、この減額になって、本当に努力をなされたというこ

とは分かります。そのあと、公開について、前回芦北町は６月に広報で公開をし、

インターネットでも観覧できるようになりました。しかしながら、ほかの自治体と

比べてみますと、芦北町のインターネットでの公開状況は、支出額、件数、内容で

ありまして、支出先などが記載されておりません。ここに、宇城市長の交際費とい

うものをちょっとインターネットから参考にまで持ってきました。毎月、毎月です

ね、細かく支出件名、支出額、支払先と、誰でも観覧されるようになっております。 

○議長（藤井公明君） 坂本君、通告外の質問ですよ、ここに書いてないでしょう。全

然書いてないじゃないですか、質問の要旨に。これはもう全く質問外ですから、こ

れは質問できませんよ。先ほど言ったじゃないですか、②はもう取り下げておりま

す。したがって、これは実績額をお訪ねですので、それだけ答弁してますから、も

うそれ以上のことは質問要旨に謳ってないじゃないですか。これはもう通告外です

よ、執行部は答弁できませんよ、これでは。一旦座ってから。坂本君。 

○１番（坂本 登君） 大きな題材に、平成２４年度当初予算案、町長交際費について

と、大きな題名を入れております。だから、それについて１で執行額と見通し額を

お答えをいただきました。それに基づいて質問をしてるんですけど。だから、今の

他町村のあれはいいですけど、この中身について公表するということに対してです

ね。 

○議長（藤井公明君） 坂本君、何回も言ってますが、今まで坂本君は質問要旨を詳し

く書いておりますね、見て分かるように。ですから、これも今まで詳しく書いてあ

るんです。しかし、要旨に全然、これに通告してないんですよ。だからこれは通告

外になるんです。ですから、これについてはですね、執行部は答弁できませんし、
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答弁を求めることは議長としてはいたしません。だから、要は概算いくらかと、数

字を尋ねられたんだから、数字はもう当然答弁してあるわけですから、それ以上の

ことはですね、ここに質問要旨に謳ってないから答弁できませんよ。その件につい

てはもう発言できませんがね。それ以外ですか。 

○１番（坂本 登君） 議長の言われたことに対してちょっといいですか。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） そうすると、通告が大まかなことについてという通告になるん

でしょうか。一つ一つ細かく、これに対して答弁が来て、その答弁に対してこっち

のまた質問をするというのが一般質問の趣旨ではないんでしょうか。その１回目の

通告だけを答えられたら２回目の質問はもうないということですか。 

○議長（藤井公明君） いや、もう坂本君も何回も質問をしておられますので分かって

おると思いますが、大きなタイトルは質問事項なんです。詳細にわたっては質問の

要旨で、ここで具体的に質問せないかんわけです。これに載っとる分はですね、当

然執行部は答弁の準備はしております。しかし、それ以外は答弁の準備はできてな

いんです。だから、できてないところまで今質問をされておるから、それは質問通

告外ということなんです。だから、通告外は答弁はできないんですから、また議長

としては求められないんです。ほかのことならいいです。ですからもう①について

はもう、数字的なことは執行から答弁してありますので、これ以上は質問できませ

ん、質問を変えてください。坂本君。 

○１番（坂本 登君） 通告の仕方がどうもちょっと私のほうもまだ理解しがたい部分

があるんですが、この問題については、今度、次回の議会にでもその通告のやり方

など、しっかり聞いてですね、こういうことが起こらないようにしっかりとやりた

いと思います。公表の不透明さとか、そういったものをちょっとお聞き、しっかり

とした他町村にあるような公開の仕方をやってくださいということを言いたかった

んですが、できないということで、これで私の質問を終わります。 

○議長（藤井公明君） 坂本君、質問要旨にね、質問要旨にちゃんと載っておればです

ね、執行部は答弁するんです。当然それは義務なんですね。だから通告に載ってな

いのは、これは答弁の準備もできてませんし、議長もそれ以上のことは求められま

せん。 

○１２番（川尻成美君） 議事進行、議長。 

○議長（藤井公明君） はい、川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 議長にお願いがございますが、今坂本議員がこういう押し問

答でですね、時間を費やしたわけですので、議長、議員必携１４７ページを詳細に

教えて事前にしてもらわんと、次が控えておりますので、議事進行上、議長、よろ
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しくお願いいたしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 本来なら調べた上で質問するのが本当です。 

これで坂本君の質問を終わります。 

次に、川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 午前中の最後になろうかと思いますが、今回、私は通告して

おりますとおり、教育委員会の委員長に、新年度からの中学校における武道の必修

化への町教育委員会とすべての対応について。 

２点目が、町長にはでありますが、男女共同参画社会づくりの視点に立った町管

理職と審議会などの委員への女性登用について質問いたします。 

第１点の質問は、熊日新聞でも報道されて、生徒の親御さんはもちろん、心ある

町民の皆さんが非常に関心を寄せている問題であります。男子生徒の場合はそう問

題はありませんが、女子中学生に武道の中で何を選択して採用するかであります。

その選択は、５名の委員で構成される教育委員会でありまして、教育長でも事務局

でもありません。 

そこで、第１点として、このことについて教育委員会の定例会、または臨時会で

これまでどのような検討や議論をされてきて、どう対応され、今後どのような考え

であるのか、質問いたします。 

第２点は、本町では２３年度の施政方針と予算大綱説明で、平成２４年度から始

まる武道の必修化に先立ち、本町においては礼節を重んじる態度を養成するため、

平成２３年度から空手道を導入し、特色ある教育の推進を図ると町長の表明であり

まして、昨年１１月から採用してきたと聞いております。先生、生徒たちも努力さ

れてきておると思いますが、本来の教科以外の任意採用の空手道だったわけですが、

指導体制なり、特に安全確保の面において問題点なり、要検討事項等なかったのか

であります。 

第２点は、新聞報道で、特に柔道は他の武道に比べて現実に危険性が高く事故が

多いと報道されております。本町は空手道ということでございますが、この件につ

いて、この柔道の件についてですね、教育委員会５名の皆さんも認識されての議論、

検討されてきたものと考えますが、実際にどのような検討や議論をされてきたのか。

女子生徒の親御さんは特に関心や心配されているというふうに思われますので、質

問するものであります。 

次に、男女共同参画社会づくりの視点に立った町管理職と審議会などの委員への

女性の登用についてであります。２月１日付け熊日新聞が、「県職員女性登用進ま

ず」との大きな見出しで、県と市町村における管理職と審議会など、委員への女性

登用率の一覧表を付けて報道しました。町民はもちろん、特に町内の女性の皆さん、
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本町の女性職員、また女性各種委員の皆さん、御覧になってそれぞれ受け止めをさ

れたと考えます。残念なことに、我が芦北町が決して良い実態どころか、県内の市

町村で下位に当たるとのことであります。まず、町職員における女性職員の課長補

佐、課長等の管理職職員の登用率が皆無の１４市町村の中に入っていることであり

ますし、審議会など協議会とかの委員への就任化率が１２.７％で、下位にあるこ

とであります。口を開けばですね、町長も我々議員も格好いいことでございますが、

女性共同参画社会づくりにということを叫んでおりますが、実際はこうでございま

す。本町の有権者数を見ますと、やはり男性より女性が多く、人口の中での比率も

そうであります。このことを明確に確認して、各審議会や協議会等の委員に進んで

女性を任命し、配慮する努力をされたらどうかということの思いがありますが、そ

のような考えは町長ありませんか、質問するものでございます。 

以上、１回目の質問でありますが、女性職員はもちろん、町民の皆さん、関心を

お持ちの質問であると思いますので、率直、明快な答弁を求めるものでございます。 

○議長（藤井公明君） 澁谷教育委員長。 

○教育委員長（澁谷百錬君） 川尻議員の御質問にお答えを申し上げます。 

まず、１番目、どのような議論とどのような対応をやるかということでございま

す。新学習指導要領に、伝統的な言語文化の指導が盛り込まれました。これを受け

て、武道必修化に向けて柔道、剣道、空手道のそれぞれの安全性や費用面、指導者

の確保、その他問題点などを検討、協議いたしました。さらに、文部科学省に出向

いて武道必修化に向けての具体的な指導を受けてまいりました。 

その結果、安全性を最優先に、地元の優秀な指導者が容易に確保できる、経費が

かからない、男女共同でできる等の理由から、空手道の導入を決定いたしました。 

続きまして、第２点でございます。指導体制、安全確保の問題についてでござい

ます。指導体制では、教諭に全国空手道連盟の指導者研修を受講させ、資格を取り

指導に当たっています。もちろん、指導者も同じでございます。また、安全確保に

ついては、型中心の授業であり、教諭、指導者の二人体制で当たっております。指

導体制、安全確保の問題はあっておりません。 

続きまして、第３点目でございます。柔道の危険性ということの検討と議論とい

うことについてでございます。報道では、柔道の事故の起こる確率が高いとの報道

が多うございます。日本スポーツ振興センターの災害共済給付をもとに分析された

スポーツ事故の資料及び本町におけるスポーツ災害給付状況の調査資料を用いて検

討を行いました。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 
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○町長（竹﨑一成君） 川尻議員の御質問にお答えいたします。 

男女共同参画社会づくり関連のお尋ねでございます。管理職の登用につきまして

は、調査の中で課長級以上ということでございましたので、現状からしてやむを得

ない結果というふうに受け止めております。また、審議会等の委員につきましても、

調査対象が限定されておりましたので、管理職の登用と同じ結果であったなという

ふうに受け止めております。また、管理職の登用につきましては、職員個々の能力

や適性に応じて、男女関係なく登用したいという考えは以前から持っております。

また、各種委員につきましては、すでに今回の調査対象外となっております３０の

委員会等におきまして、３８６人中６２人の女性委員が登用されております。率に

して１６.１％となっております。なお、具体的には総務課長から答弁をさせます。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） それでは、２月１日の熊日新聞の報道は、昨年の４月調査

に基づくものだと思いますが、内容を見ますと、県内４５市町村中、本町を含む１

４市町が女性管理職、すなわち課長級の登用がないとなっております。また、１４

市を除く３１町村だけを見ますと、１３町村が女性登用がゼロとなっております。

審議会につきましても、今回の調査対象は調定、審査、審議、調査を行う町の付属

団体のみとなっておりましたので、本町においては１７の審議会について、その総

委員数の１２.７％が女性委員となっております。 

続きまして、２番目の答弁でございますけども、男女共同参画にかかる庁内推進

の取組みとして、男女に関わらず職員研修の機会を設け、意識改革や能力向上に努

めるべく機会の場を設け、支援を行っております。来年度は女性職員のステップア

ップセミナー等への研修も予定をしており、さらなる女性職員のレベルアップにつ

ながるよう、研修の充実を図りたいと考えております。また、各種委員への女性登

用に関しましては、今後各所属において委員委嘱の時期を積極的に働きかけができ

るように、町内において男女共同参画推進についての意識共有を図り、推進してま

いります。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 議長、ちょっと今回から一般質問の席が変わりまして、ちょ

っと要領を得ないような感じでですね、何か心機一転のつもりがですね、町長を前

にしてですもんですから、ちょっと心臓が、鼓動が聞こえやせんですか。議会改革

の一環ということでありますが、今後も議長におかれましてはですね、リーダーシ

ップをとっていただきたいと思いますが。 
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それでは、教育委員会のほうに２回目の質問をいたしますが、私も柔道よりは武

道の中では空手道のほうが安全性等、良かったのかなという、総体的にはそう思っ

ておりますが。やはり、新聞でですね、でかでかとやられるもんですから、やはり

今新聞で学ぼうという教育の一環でもありまして、私もですね、よく新聞を利用さ

せて、こういう形でですね、一般質問の機会を得ておりますがですね。先陣を切っ

て、昨年１１月からいち早くいろいろ東京に出向いてですね、指導の体育の教師の

方、そして講師と言いますかね、講師も一緒にやったということで、私も２校の中

学校に出向いて一応聞き取りでですね、やっております。一番基本は、２０年３月

に新指導要綱が改正されたことでございまして、便利でですね、本当インターネッ

トを開きますとですね、旧指導要綱と新しいやつと対比がちゃんと出てですね、親

切にしてあるもんですから、明確に分かっておりますが、必修化ということであれ

ばですね、私はしないとか、前は部活動だったんですけども、しないとかはできな

いわけで、全生徒が受けなければいけないということはご理解のとおりというふう

に思いますけども。そこでですね、町長、今定例会の冒頭に、大綱説明の場合の質

疑に答えられておりますが、アンケート調査とか、等の具体的なですね、その調査

内容、また保護者等は聞き取り調査とかは、このことについてはどう理解しておら

れるのかをまず答弁いただきたいというふうに思います。 

○議長（藤井公明君） 澁谷教育委員長。 

○教育委員長（澁谷百錬君） この点につきましては、教育課長のほうから答弁いたさ

せます。 

○議長（藤井公明君） 永田教育課長。 

○教育課長（永田光洋君） まず、アンケートにつきまして、一部を御紹介をさせてい

ただきます。これは女生徒なんですが、礼儀を大切にする空手はすばらしいと思い

ましたということでございます。それと、空手は武道の中で相手を重んじる武道と

していいと思いましたということでございます。それと、子どもたちの表情を見て

みますと、特に女生徒は楽しく取り組んでおります。それと、親からの苦情とか、

そういう話のことだと思いますけども、親からの苦情等はあっておりません。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 今、アンケート調査のいいほうだけを述べられましたが、誰

でもいいほうを言いたいと思いますが、悪いのはなかったんですかね。いかがです

か。悪いといいますか、なんか。 

○議長（藤井公明君） 永田教育課長。 

○教育課長（永田光洋君） ほとんどですね、悪い答えというのはございません。ただ、
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若干きついなというのはございました。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 悪いというのはちょっと語弊でございましてですね、ちょっ

と抵抗があるとか、そういう意味で言ったんですけども、芦北町の教育委員会の指

導のもと、すばらしい子どもであるなというふうに理解いたしますが、これがです

ね、文科省においては、これがどう功を奏するかはまだ分からないというようなこ

とでございまして、一番最新の西日本新聞のですね、１３日の新聞でございますけ

ども、新学期を前に文科省からアクセルとブレーキを同時に踏み込まれる形になっ

た学校現場、生徒の安全性にも配慮しながら心身をどう鍛錬していくか、教師たち

は重い課題を抱え授業案づくりを本格化させようとしていたという結びでしてある

んですが、学校側としてはですね、これに対する取組みはいち早くやっておられる

んですけども、今年度からが本格的なことでありまして、そういう学校サイドので

すね、計画、そして要するに計画というのは指導要綱の総則でも第２項であります

し、具体的に全生徒に内容や範囲を、程度等を示すということで明言されてありま

すし、保健体育の部分にも同じ文言をしてありますので、その内容等に対してはも

う周知してあろうと思いますが、この結びの言葉とですね、学校側の今からのです

ね、タイムスケジュール、１・２年生ということでございますけども、タイムスケ

ジュールを２４年度、２５年度という形でですね、スケジュールはどうなっている

のかも公表してもらいたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 永田教育課長。 

○教育課長（永田光洋君） 指導の面につきましては、柔道、剣道、相撲については、

前から指導計画書というのがつくられております。この空手につきましては、２２

年の８月にできております。新しいものでございますけども、これに基づいて学校

である程度は指導計画書をつくって指導をするということになってます。これ、見

本に、参考に指導の実際な計画書ができる形になっております。 

それと、スケジュールですが、基本的には１年生、２年生が必修となります。当

然、現在の１年生ですね、これはもう２年生の項目を必修することになります。そ

うですね、２４年度からは１２時間の授業、今は８時間程度なんで１２時間の授業

になりますので、１１月の初め頃からたぶん、それぞれの学校で違いますけども、

２４年度からは開始されると思います。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 初めての、１１月からではありますが、本格的な導入は４月
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からでございますので、これが芦北町の中学生の子どもたちにですね、すばらしい

精神を鍛えるものとなるように期待をしておりますが、最後にですけども、必修科

目なら通知表が出ますが、その点の通知表の仕方とかはどういう評価になる、点数

制でしょうか、どんな感じですか。 

○議長（藤井公明君） 永田教育課長。 

○教育課長（永田光洋君） まず、この手引きの中に、その評価の項目というのも書い

てございます。ちゃんとその部分も手引きとして学校のほうにあげておりますので、

これを参考にその評価もできることになっております。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） それでは次に、第２の質問、男女共同参画についてでござい

ます。便利でですね、芦北町の男女共同参画の資料がありますし、聞き取り調査の

ほうも拝見してみました。実は、この男女共同参画については、芦北町の動きとし

ては、平成１９年芦北町男女で築く地域社会推進懇話会を設立してあろうというふ

うに思います。一番最初は、平成６年にこういう旧芦北町等で設置をされてから

徐々にやっておりますが、もちろんその中でこの総合計画後期にもみんなが主役の

まちづくりの３のほうにですね、女性の社会参加の促進ということで、体系として

女性の社会参加の促進ということで啓発活動とかまちづくり活動の参画とか人材、

これは町民向けのことなんですけども、町女性職員という形から入りますと、前、

課長登用が私の議員になってからは３名ほどあられたんじゃないかなというふうに

思っております。大変ですね、県のほうも登用してですね、非常に元気が出たとか、

いろいろ各市町村でもあるんですけども、町長としての今後の考えですけども、ま

ず採用の時期に女性も採用されますよね。採用時期の視点といいますか、この人は

管理職にふさわしい職員を採用したいというような考えもあろうかと思いますがで

すね。そういう形の中でもですね、やはり人材の掘り起こしについて、やはり今後

町長の考えをまずですね、聞いて、管理職になせということじゃなくして、それは

それとしてですね、働き場所としてやはり職場としても女性を登用しますと雰囲気

が全然違ってきたりとか、エチケットの面でもそうでありますし、まず基本的な女

性登用についてのですね、町長のお考えをちょっと聞かせていただければと思いま

すが。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 役場採用時点でありますが、これはもう男女平等でありますし、

機会を均等に与えておりますので、その受験年によってさまざまでありますが、女

性が多く合格したり、少なかったりすることさまざまでございます。ですから、採

用時点では一切そういった区別はしていないということであります。また、将来大
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器となるかどうかについては、極めて難しいことでありまして、俗っぽい言い方で

すが、使うてみんと分からんという部分がかなりあります。 

それとですね、今考え方をお尋ねでございましたけども、今組織論からお尋ねで

ございました。その組織としましては、私も合併前、先ほどご発言がありましたが、

水俣・芦北管内では初めてとなります女性課長を第１号で登用いたしました。その

後もですね、推薦を何名かいたしましたが、これもですね、生活っぽい話になりま

すが、夫の食事の世話をしなければいけない、子どもの面倒をみなければいけない

等々の理由でですね、なかなか固辞された方々がおられました。管理職登用には至

らなかったこともあります。私は、その組織への登用とかですね、あるいはその構

成率もさることながら、その基本になるのはやっぱり家庭と思うんですね、家庭で

あり地域であるというふうに思います。ですから、例えば家庭では夫がたまには茶

碗洗いをするとか、料理のお手伝いをする。昨日でしたけども、乙千屋地区はごみ

出し日でありまして、私は生ごみと燃える燃えないを分けましてちゃんと出してま

いりました。それだけでもですね、やっぱり家は助かるということでございますか

ら、まずはそのへんのですね、環境づくりが私は一番大事と思うんですね。そして、

次に発生してくるのが、今指摘されたようなところと思います。ちなみにですね、

芦北町で行われます町民講座とか生き生き大学、圧倒的に女性であります。あるい

は地域おこし、これはもう女性がかなり入っております。そういうことで、地域活

動、社会活動はですね、そういう分野においてはすでに基礎づくりができておりま

すので、今後は各委員会とか組織、団体におきましてですね、そういう意識がさら

に啓発されていけばいいなというのが私の考えであります。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 県のですね、ハーモニープランくまもと２１という形の中を

参考にされて、たぶんこれも作成されていると思うんですよね、これをもとにです

ね。それはそれとしてですね、やはり言葉でとか書類ではこうして明確に謳って、

言うはたやすいことであって、また絵に描いた餅とかにならないようにしなければ

いけないのが今後の課題でありますし、私たちもそれを議員としての立場として見

極めながら提言をしていくというのはもう当たり前のことでありましてですね、こ

の計画の中に組織の方向を具体的施策の中にも庁舎内推進体制の整備には女性の活

用と管理職への登用の推進ということを書いてあります、具体的にですね。その中

にまた具体性をした人材育成があると思うんです。今までの実績においてですね、

課長が今答弁されましたが、研修がございますよね。今後も研修をしていくという

ことで、今係長が４名おられますよね。たぶん保育の所長、保育園からあがられた

窓口業務という４名というふうに配置図を見ますとありますが、研修に行く選定で
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すよね、選任の仕方等はどういうふうに今後考えておられるんでしょうか。先ほど

答弁がありましたのでですね、いかがですか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 今、保育所長のですね、係長クラスの話がございましたが、御

存知と思いますが、以前はですね、所長はもう男性ばっかしでした。近年、これが

もう女性ということになったわけでありまして、そういうところからも言えますよ

うに、やはり適材適所、そしてまたがんばっていけるようなところ、人がおればそ

のようにですね、しております。 

研修関連につきましては、総務課長より答弁させます。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） お答えをしたいと思います。 

今、川尻議員のほうからお話がございましたとおり、係長につきましては現在、

保育所長を含めまして４名ということになっております。基本的には役付きと申し

ますと係長になる前の参事というようなことがございまして、そこら付近を加えま

すと２２名の方々がまもなく係長に近いのかなというような感じではおりますけど

も、それにはそれなりの要件がまた伝わってくるのかなというふうに思っておりま

す。 

それから、研修についてでございますけれども、研修につきましては、全体的に

見ながらというようなことが一番適当かなというふうに考えております。課の稼働

状況であったり健康状態であったり、そのような中から、そしてまた希望というの

をとりますので、その中で希望がある、あるいはその研修にあったものがあってる

というようなことにありますと、随時ご紹介をし研修に参加をさせていただくよう

なことを考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） やはり、今定数２４７名の中で６０数名ですかね、女性がお

られるわけでありますので、要するに開かれた環境というのが一番大事になって、

それから女性職員の意識の高揚ができて責任感といいますか、がでてくるというふ

うに思いますので、さらに町長のですね、女性登用に向けての力強い言葉をいただ

きながらですね、例を挙げますと、県のほうも、これは昇格試験があるんですけれ

ども、県警におかれましては警部が初めて女性２名、試験が通ったという形でです

ね、芦北町にも人事評価制度というのも２１年度、大体確立をしておりますので、

その点についてもちょっと答弁いただければいかがなかなと思います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 
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○町長（竹﨑一成君） そのようなですね、望ましい組織のあり方を目指すとすれば、

やっぱり繰り返しになりますが家庭であります、家族であります。そして、それを

支える地域、周囲の方々であります。そういう環境が整わないとですね、なかなか

難しいという面もあります。しかし、私のやはり理念といたしましては、男女共同

参画社会、管理職に多くの女性もこれに就いていただくと、そういうことはしっか

りと、議員と変わらず持っております。御理解をいただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 人事評価についてのお尋ねでございます。人事評価には、

まず一番初めに上がってまいりますのは、職務能力でございます。職務能力の中に

行動力とか計画力とかすべて５項目ぐらいございますが、それに伴います評価を行

っております。それからあと、職務態度でございます。住民に対する接客とか、あ

るいはおいでになったお客さま方にどうなんだという細々した人事評価をですね、

やっておりまして、その中でＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄのですね、Ｅの判定等々が加わってま

いり、それらのものが人事評価として上がってくるような仕組みになっております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） さらにですね、芦北町におかれましても女性のほうのですね、

すばらしいいろんな知恵、知識等をですね、活用されまして発展の一助になるよう

に期待しておりますが、次に、この計画がですね、２１年度から２５年度までの男

女共同参画計画がなされておるわけですけども、今後の計画ですね、どういう形を

やっていかれるのか。細かい等の中身等にも触れてもらいましてですね、今までの

実績をですね、今後進めていかれるというふうに思いますが、この５年間の計画の

中でどのように進めていかれるのか。この実施計画の中にはですね、魅力的な地域

づくりの中で、みんなが主役のまちづくりの中に、女性社会参加の促進という形で

謳ってありますけども、実施計画にはですね、何も計画が載っていないんですよ。

分かられますかね、たぶん。これには謳ってないんですけども、具体的にはですね。

だから、計画に、これにやっぱりローリングに載せていく必要が私は、これが一番

の実施の中での具体的な施策の方向付けですので、これに載せる必要もあろうと思

いますが、町長いかがでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 男女がその性別にかかわりなくですね、個性やら能力というも

のをですね、発揮して対等なパートナーシップ、そして支え合う社会を目指したい

という理念のもとに、今御指摘の点も十分今後検討してまいりたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 
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○１２番（川尻成美君） 女性職員のほうはもう終わりたいと思いますが、町民の女性

の各審議会、協議会等の参加でございますけども、町民講座等はそれはもちろん女

性というのはいろんな趣味とかそういう形で多いというふうに思います。そういう

中で、意識調査の中でですね、町民意識の調査の中で審議会や管理職に女性を登用

するに対して積極的な回答が７０％以上あっておりますよね。それにはやっぱりど

ちらと言えばそう思うとか、そう思うとかのほうがちょっと一番群を抜いているん

ですけども、どういう町民からの女性の審議会の選定においてですね、町長、今全

体的には県の調査と違って町としての３０ある協議会であれば１６.何％と言われ

ましたけども、今後その数字を上げるためには、どういう登用のやり方等をなされ

る考えでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） そのためには、やっぱりそれこそ人材の発掘でありますので、

幅広くですね、ネットワークを張りながらそういう人たちの存在を見出してですね、

そしてそういう役なり職責についていただくように働きかけていくということも大

事かと思います。そしてまた分野分野によって、その専門的な色彩もありますので、

そういった知識とか経験をお持ちかどうかとか、そういうことも要素の中に入って

もまいりますので、いずれにしても総合的に判断して、これからもより一層男女共

同参画社会実現に向けてがんばってまいりたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 昼の時間をちょっと過ぎましたので、このへんで終わりたい

と思いますけども、２４７名の職員の中には二馬力で働いている方もおられますし、

町長言われる男性群のやっぱり女性に対する配慮、生活の中でもですね、助け合い

の精神ということであれば、率先して役場職員の二馬力で働いている皆さんから率

先して、その方な態度を見せていただければ、私は幸いかなというふうに思います

ので、町長、そのほうをして終わります。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） ここからではちょっと御覧いただけないかもしれませんが、私

の手は荒れております。これは、常に炊事をしている証拠であります。そういうこ

とで、かつては男子厨房に入らずでありましたけども、私は許しを得て積極的に入

るようにいたしております。実は調理用の包丁も５本持っております。そういうこ

とで、いろんな面でですね、入っていって手助けになればなという姿勢が率先垂範

して示しておるつもりでございますので、男女共同参画の社会を目指して、男性料

理教室も開催しております。川尻議員もぜひ参加していただきたいなと。私は参加

しておりますので、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。 
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○１２番（川尻成美君） 終わります。 

○議長（藤井公明君） 川尻君の質問が終わりました。 

昼食のため暫時休憩し、１時２０分より開会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時２１分 

再開 午後１時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 冒頭恐縮に存じますが、議長の許可を得ましたので、一般質問

の通告書の訂正をお願いいたします。通告書の２番の町長及び議員の報酬について

の覧の、議員の報酬の「五番目」を「六番目」に訂正をお願いいたします。 

それでは、早速一般質問に入りたいと思います。今回の質問は、１点が平成２４

年度予算計上してあります御立岬温泉センターの温泉を利用して製造されます温泉

塩の事業について、経営上、問題はないのかと、工場建設場所の選定理由の２つに

ついてお尋ねいたします。 

２点目の質問は、町長及び議員の報酬についての質問であります。 

第１点目の温泉塩の開発についてでありますが、平成２４年度施政方針において、

生きがいある働き場づくりの中で、新たな特産品づくりとして御立岬温泉の原水と

再生エネルギーを活用した温泉塩の商品化に取り組むとされています。また、地域

の人材や技術の育成により、低コスト型製塩法の確立と製塩体験の整備を図られる

とされています。この事業は、これまで試作品の製造を実施され、平成２４年度約

６,３００万円の予算が計上され、本格的な事業の推進が行われることになってお

ります。建設経済常任委員会におかれましても、この事業については集中的に審議

が行われ、議会としましても関心を持った取組みが行われております。この事業は、

御立岬の温泉水を原水としまして温泉塩を製造し、特産品として販売し、併せて塩

製造の体験をする事業で、水分を除去するため、温泉センターのボイラー熱を利用

して光熱費の低減に努めるアイディアも導入されております。製品になるまでの工

程については、温泉センターボイラー室で実施されます水分除去は、１工程が約４

時間かかり３工程が必要とされ、３工程で１２時間かかることになっております。

朝の８時に１回目の仕込みと３工程目の終了が夜の８時で、ある程度の水分除去が

行われ、濃縮された温泉塩ができる計画のようでございます。翌日、この濃縮され

た温泉塩を工場の真空釜等によって一次処理され、さらに二次処理され製品化する、

大まかにはそのような工程計画のようであります。このような製造工程によって、
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計画では１日１４.４キロの製品が出来上がり、１キログラム約２,０００円の単価

で販売され、製品が完売の場合、年間約８００万円の収入が見込まれております。

また、体験収入といたしまして、年間６００人の体験者を計画、大人２,０００円、

子ども１,０００円の体験料金で、その収入が９６万円、塩販売収入と体験収入合

わせて８９６万円の事業収入が計画されております。一方、支出でありますが、人

件費、光熱費、その他の経費、合計いたしまして６６７万６,０００円で、２２８

万４,０００円の黒字の収支計画であります。 

ここで、１点目の経営上、問題はないかについて質問いたします。人件費が職員

と臨時合わせて２.５人となっておりますが、先ほどの工程からするとかなり厳し

いのではないか。また、製造した塩を販売することは、塩をつくると同様に大事な

事業と考えられるが、販売について、その経費が計上されていないが、どう考えて

いるのか。 

次に、工場を建設される場所についてお尋ねします。計画されているこの場所は、

一部ミニログが建設されておりますが、ほとんど未整備の場所でその最大の要因と

して埋立地への侵入道路になっていることが考えられます。この埋立地も平成２４

年度中にはほぼ完成の見通しとなっております。工場の建設を予定しておられます

この広場は、公園全体から見てほぼ中心に位置し、公園内での広場面積としては最

も広く、海が見えて公園道路に沿っていて、公園の場所としては素晴らしい一等地

の場所であります。このようにすばらしい場所であり、この場所に工場を建設する

ことには慎重な判断が求められると考えます。今後十分に検討され、事業の推進を

図ってもらいたいと考えます。計画されている当場所への工場建設について、選定

の理由について課長の答弁を求めます。 

次に、町長及び議員の報酬についてお尋ねします。県の実態調査によりますと、

町長の給料は県下の町村の中で２番目に高い給料で、議員の報酬も６番目に高い位

置にあります。一方、職員の給料は平成２２年度地方公務員給与実態調査によりま

すと、県内４５市町村の中で低いほうから１０番目で、隣町の津奈木町より低い状

況にあります。さらに、全国のラスパイレス指数平均９８.８％に対し、９２.７％

となっております。町長及び議員は県内の上位であるのに対し、職員は下位に位置

している、この状況は論理的におかしいと考えられます。この状況を払拭するため、

町長及び議員の報酬を下げる考えはないのか、町長の答弁を求めます。 

以上、温泉塩と町長及び議員の給料報酬について質問いたしましたが、明快な答

弁を求め、第１回目の質問を終わります。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 寺本順一議員の質問にお答えします。 
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温泉塩の開発についてということであります。この事業につきましては、製塩施

設の整備を行い、併せて塩づくり体験を通し、食育をはじめ自然や環境について学

べる子どもたちへの教育的効果も生まれ、集客による御立岬公園との相乗効果が期

待されます。また、温泉センターのボイラー余熱を活用して環境負荷の低減を図る

とともに、塩への関心を持っていただくなど、本町をＰＲできる効果もあります。

なお、本事業は製塩技術の確立を目指しておりまして、将来的には安定した生産体

制を目指します。 

以下、残余の質問事項につきましては、担当課長から答弁させます。 

続きまして、町長及び議員の報酬についてのお尋ねでございます。特別職等の報

酬につきましては、御存知のとおり芦北町特別報酬等の審議会からの答申を受けま

して、議会に提案し決定をしていただいております。なお、議員報酬につきまして

は、私のほうから申し上げる立場にございません。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） まず、経営上の問題はないかということへの御質問で

ございますが、現時点では、そこまでは行っておりません。あくまでも提出させて

いただいた資料は参考の参考ということで思っていただければと思っております。

あくまでも試算するについてはですね、なかなか全体的な経営はどうなのかことも

ありますので、そのための参考資料として作成したものでございます。現段階であ

る総経費でありましてですね、販売価格についてもすべて決定してはおりません。

経営方針でもありません。さまざまな手法が考えられますので、今後検討いたした

いと思っております。安定的な生産体制が確立した時点で、経営計画、それから販

売計画を立ててまいりたいと思っております。 

次に、選定場所についてでございますが、選定場所につきましては、温泉センタ

ーの利用客の増加と泉源がそこに近かったため、配管等の建設コスト削減につなが

るということがその理由でございます。また、景観的にも恵まれた場所であります

けれども、今後周辺を花公園として整備をしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 今日の一般質問につきましては、その基礎となる資料といたし

まして、建設経済特別委員会に提出された資料に基づいていろいろと資料づくりを

したわけでございます。基本的な考え方については、町長のほうからお話があった

とおりでありますけども、私は内容についてお聞きしたいと思います。 

参考中の参考というようなお話がございました。新年度予算で６,０００万余の
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予算を建屋を組んで、その時点でしっかりした計画がなされていないということは、

非常に私は問題があるんではなかろうかと思っております。やはりそういう形で事

業が動いた場合は、慎重にそこらの問題も同時に進行させなければいけない問題で

はなかろうかと思っております。そうでなくては、我々議員といたしまして、何を

根拠にこの事業を認めるのか、そういう基本的な問題が生じてくるわけでございま

して、課長の答弁には私は不満を持っております。 

基本的にはそういう私なりの考え方、基本的な考え方、予算を組む上で必要なこ

とについて、今述べましたけれども、まず中身の問題について、入らせていただき

たいと思います。販売収入が８００万円というようなことになっております。この

収支計画の中に、まず気付きましたのが販売の費用が全く入ってないというような

ことでございます。果たして１日１４.４キロの塩をつくった場合、それを売りさ

ばいてしまった数字が８００万円という数字が出ておるわけでございまして、売り

さばかないことにはこの収支計画も成り立たない、言うならば赤字の状況になるん

ではなかろうかと考えております。そこらは課長、事務担当の責任者として、どう

考えておられるのか。まず、その点をお聞きしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） この事業につきましては、冒頭に町長も述べましたけ

れども、あくまでも資源を活用したということ、それから環境省に対してのですね、

非常に有効な補助があったということが一つあります。それから、目的等について

は販売がないかということでございますけれども、これについても基本的には、そ

のあるものが生産をした段階ののち検討してもいいのかなという感じもしてます。

まだ建設もしてない段階から、これを計画するこもありますけれども、まずこれを

成功させると。それから塩が１日１４.４キロ取れるということでございますけれ

ども、これも生産過程の中の一応計算でありまして、実証そのものに対しての確定

したものじゃありません。そういったものを含めてですね、今後検討していきたい

ということで考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 基本的な考え方については、先ほど町長が明確にお話いただき

ましたので理解しておりますけども、先ほどから申し上げますように、それじゃあ

６,０００万円をかけて造る、先の経営の見通しがない、そういうことが一般社会

で成り立つわけですか。仮にこれが民間だと、そういう手法は１００％取られない

んじゃないか、私はそう考えますが、課長、どうでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長。 
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○商工観光課長（坂梨 優君） 経営戦略のお話だと思いますけれども、基本的には、

この塩そのものが収入が８００万円あります、支出が６００万円ありまして、プラ

スマイナス２００万円の黒字ですというトータルについては参考ということで、あ

れは塩を全国のすばらしい塩等について確認しましたところが１,０００円から高

いところでは３,０００円したと。当然、その中については今回の御立岬の塩その

ものも有効な自然水の中で採れるということからですね、有効な成分が含まれてい

るということからですね、２,０００円という数字を決定したところでございまし

て、今後それに見合う必要な経費等については、やはりじゃあ１,０００円で売っ

た場合については、じゃあ人件費はどのように削減していくかというのが今後の戦

略でありまして、今そこまで具体的に上との検討もしていかなきゃなりませんけど

も、そういったことで担当課としてはこのような方法を決定したということでござ

いまして、御理解いただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） くどいようでございますけれども、課長がまだ参考という言葉

を出されました。６,０００万円もかけて館を造ります。経営の見通しは全く分か

りません。結局そういう言い方と同じじゃないでしょうか。それで我々議員がはい

そうですか、じゃあ造ってくださいというわけにはいかないだろうと。事業をつく

るということが決定したなら、あるいはもう試験をはじめて３年間目じゃないかと

思いますけれども、並行してこういう問題は進めなければならないことではなかろ

うかと。そこ半年、１年の問題じゃないんですよ、もう３年前からこの事業は、例

えば佐賀大学と協定を結んだり、そして塩をつくることをずうっとしたり、そして

今年、このように、こうは最終段階なんですよ、ものをつくるというのは。過程じ

ゃないんです、最終段階なんですよ。その段階で、そういう計画ができてないとい

うことは大変お粗末ではなかろうかと思っております。 

次に行きます。計画の中で２,０００円単価が、塩の値段がなっております。課

長、芦北町町内の中で、塩の値段が分かったら教えてください。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） 通常販売します塩に対してはですね、１キロ１００円

が相当でございます。ただし、今回海水から採る全国的な調査を行ったところ、ミ

ネラルが多く含んでいる天然塩については３,０００円から４,０００円で現在販売

をされております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 私はこの単価を見まして、実はびっくりいたしました。まず、
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町内の人たちはこれを１０倍以上する塩を、２０倍、３０倍する値段、いくらミネ

ラルが多いといいましても、あくまでも塩は調味料でございます。果たして日量１

４.４キロ、年間にすれば相当の量になるわけでございますけども、完売すると見

通しを立てておられますか。課長、そこらのあれをお願いします。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） この塩については、通常の売る商品と違って保存がき

きます。通常の分からしますとですね、例えば賞味期限とかありますけども、塩に

ついての賞味期限ありません。そういったことで、つくれば保存することは可能と

いうことがありますので、その分については売れる経過を見ながら、もし売れると

すればそのような状況を見ながらですね、検討していけばいいことと思っておりま

す。そういった状況も踏まえてですね、検討しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 塩は保存が利くというようなお話でございますけども、売れな

いことには金が入ってこない、人件費も払えないというようなことになるわけでご

ざいまして、この２,０００円の額で結構でしょう。しかし、町内の方、あるいは

御立岬公園に来園された方々、果たしてこの値段を見て買えるか、私は疑問に思い

ます。町内での販売計画というのはどのようなことで現在考えておられますか、課

長にお聞きいたします。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） 塩そのものに対しての分は、まだ検討課題はあります

けれども、ただこれを活用してですね、現在塩あめとか、塩アイスとかいう次の二

次製品に付加したものを現在検討をし、もしくは今御立岬公園のほうでもその塩ア

イス、塩あめ等をつくって、その成分に加味をしております。それもこの塩を使っ

たところでございますので、そういったものの戦略を拡大をしていきながら、活用

を図っていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 私も塩あめは食べさせていただきました。果たしてあの塩あめ

をつくるのに、それじゃ塩をどのくらい使うのか。そう大した塩は期待できないん

じゃないか、微々たるもんじゃなかろうか。あめは民間で恐らくつくると思います

けども、ただ御立岬公園の塩を入れてるだけというようなことになろうかと思いま

すけども、つくった塩の販売とは、そう結び付きはないんじゃないかというような

気を持っております。とにかく２,０００円で売った場合、一応８００万円の収入、
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これは参考の参考と今言われましたけれども、我々はこういう数字をもとにいろい

ろと検討していきますので、８００万円という数字が出ました。どれだけつくった

塩が１００％完売できるのか。あるいは５０％かもしれません。３０％かもしれま

せん。そういうことを考えた時、売れる、例えば半分売れた時、８００万円は４０

０万円になります。すと、もう経営的には恐らく赤字というようなことになるわけ

です。ましてや、販売経費を入れたり、恐らく歩いて売るわけにはいけませんでし

ょうから、田浦の物産館、農協が経営している「でこぽん」、あるいは町内の個店、

恐らくそういったところを利用して販売されると思いますけれども、まず車を買わ

ないかん、販売する人も必要になってくる。車のガソリン代も要ります、維持費も

要ります。やはり仕事するときも車が要りますので、そういうことを考えたとき、

まだまだこの支出の中に多くの経費が入ってくることは間違いないだろうと思って

おります。私はこの試算を見たとき、これは到底黒字にはならんとじゃなかろかね

というような感じを持っておりましたけれども、ここで町長にお尋ねしたいと思い

ます。赤字になったとき、どう対応を考えておられますか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） まず、平成２４年度のこの温泉塩についての取組みであります

が、予算としてお諮りしておりますのは、先ほど申しましたように、これまでの３

年間はですね、基礎研究だったんです。それで、成分の分析もいたしましたし、販

売にも十分耐えていけるということを得るための３年間であったわけであります。

基本的な基礎研究の結果、製造が可能であるということになりまして、であればど

のような量産体制を図ったらいいかということで国の事業等を探しておりましたら、

低炭素への取組み、再生エネルギーの取組みということで、大変珍しいんでありま

すが、環境省からの補助金をいただいたわけであります。ですから、今般の目的は

ですね、食育、環境教育、そしてまた併せてその集客によりまして御立岬温泉、あ

るいは公園そのものの活性化を図っていくということでありますが、まずは製塩技

術を確立させる。これまでは窯で炊いてたわけですから、それをどう製塩プラント

に乗せて製造していくかということになるわけです。そして、安定した生産体制、

生産量が確保でき、年間３.５トン予定しておりますけども、これが確定できると

見通しがつけば経営計画、販売戦略を練っていくということでありまして、すでに

もしそうなった場合の販売先等につきましても、今当たりを付けつつあります。例

えば、東京銀座にあります熊本館、熊本のアンテナショップでありますが、そこで

も既にサンプルを持って紹介をしております。大変これは有望な特産品になるだろ

うという話もいただいております。先ほど２,０００円、３,０００円はキロ単位の

世界でありまして、一般の方々が求めるのは２００グラムとか小分けしたものであ
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りまして、私はしょっちゅう買っております。そのレベルの塩は。なぜかといいま

すと、一般の塩は９９％が塩化ナトリウムでありまして、体の役には立たない。健

康志向が非常にですね、今強くなっている時代でありまして、健康はもう金で買う

時代という人もおるわけでありますが、そういう意味からすると、やはり成長をで

すね、期待される分野であると私は思っておるわけであります。ですから、今度の

プラントが設備ができて、そしてさらに今度はプラントによる製造技術を確立して

量産体制を安定させる。その間、あるいはそれからでも私は十分間に合うと。決し

てこれはもう慌てる必要のない事業でありますので、じっくり時間をかけて経営戦

略を練っていくということでもございますので、御理解をいただいておきたいと思

います。 

赤字が出たらどうするかでありますが、出ないようにがんばります。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 時間がもうあと８分でしょう。 

○議長（藤井公明君） 見てとおりです。 

○４番（寺本順一君） もうなくなってしまってあとの質問ございませんので、物をつ

くって売ることは大変な事業であろうかと思います。私が知る範囲では、自治体が

工場を造って建設して二次製品をつくる、このような事例はあまりないんじゃない

かと。自治体の、それはなぜかといいますと、自治体の事業としてそぐわない、民

間企業の事業部門に属するからではないでしょうか。町長の見解を求めます。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） それも含めまして、有限会社御立岬、かつて深くかかわってこ

られた部門でございます。それも含めましてですね、経営戦略の中でどうやった体

制で取り組んでいくかということを検討してまいりたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 次、場所の問題に移りたいと思います。結局、先ほど申し上げ

ましたように、御立岬公園の中で非常に重要な場所でございます。まだ未整備の地

でございます。あの土地を整備する場合、ゾーニングプラン、この場所を公園全体

から見たとき、どういう施設を造れば集客のアップにつながるか。まずそういう視

点を持ってあそこの戦略を練るべきではなかろうかと思います。当然、施設を造る

ときには、あそこの全体計画を配置計画、あるいは緑地公園にするんだったら緑地

の計画、歩道の計画、そういうものを全体的にプランを立てた中であそこの土地は

利用するべきではなかろうかと考えております。例えば、閑々期、御立岬の。夏前、

５月から夏の間。お客が少ないから、あそこに、あの地帯にあじさいを植えてお客

を集客しようじゃないか。或るいは、先ほど課長が申されましたように、花公園で
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もつくろうか。或いは、あしきた牛を利用してバーベキュー広場を造ったらどうだ

ろうか。或いは、もう行政も予算が緊縮しておるから、民間のホテルでもあの場所

に誘致したらどうだろか。いろいろとそういう、あの場所は非常に一等地でござい

ます。その場所を整備することによってお客の増加に努める。私はあの場所の整備

開発については、そのような考え方を持った上で進めなければ、唐突に塩工場をあ

そこに造っても、あと花公園をしてもちょうどあの場所の突端に造る計画でござい

ますけども、海が景観的に問題が生じたり、あの施設がなかったら良かったてなと

か、あとでいろいろとそういう問題が生じるんではないかと思っております。もう

時間ももうございませんので、これ私の要望として申し上げておりますので、ぜひ

執行部といたしましても場所の問題についてはぜひ御検討方をお願いしたいと思い

ます。これはもう要望としてあげております。 

次に、特別職等の報酬、給与の問題でございます。確かに町長がお話されました

ように、審議会によってこの問題はこれまで進められておるわけでございますけれ

ども、第２条の所掌事務の中で、委員会は給料の額に関する事項を調査し研究する

と、調査し審議するとなっております。そして７条には、さらに庶務については総

務課において処理するというようなことになっております。総務課長にお聞きいた

します。審議会に県内の町長、議員の実態調査の資料を提出されたことはあります

か。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 審議会のほうには出したかちょっと記憶はございませんけ

ども、調査としてはあげております。調査表はございます。データ的にはあるとい

うことです。もう一度、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） もう時間もありませんので、明確に答えてください。県内の実

態調査、町長の給料は県内で、他町村のやつも載っております。そういった資料は

提出されたかというようなこと、それと職員の給与、併せて。そすと議員の報酬も。

職員の給与を出す必要はないわけですけれども、そういう私が申し上げております

ようにバランス的な問題がちょっとありますので、それを聞いております。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 先ほどございましたように、審議会等においてそのような

資料を出したかというお尋ねでございますかね。内容といたしましてはですね、今

まで特別職の報酬等につきましては、職務の特殊性に応じておりまして、生計とか

民間賃金の上限に相応して決定される一般職の給与とは若干違うわけでございます

ので、町長、副町長、教育長報酬については、平成１９年４月に改定を行っており



－121－

ますが、それにつきましても審議会の中で決定をされております。その中で、当然

ながら私はちょっと携わっておるんでできませんけども、話ではですね、その内容

を調査して出しているということでございます。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 今の資料が参りましたので、お読みいたします。審議会の

開催時に提出したのは１９年２月に審議会で提出をしているという報告書が参りま

した。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） １９年、１回ですか。そういうことですね、はい。結局、資料

の提供して初めて審議会でそれを参酌して町長あたりの給料も決まるわけでござい

ますけども、恐らく私の考えでは、情報の提供の甘さがこのような状況を生んだん

ではなかろうかというようなことで考えております。 

町長に質問いたします。町長は、町長、議員、職員の報酬の給料について、県内

の実態は把握されておられましたか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 新聞等で公表されますので、そういうのは見ておりますし、見

たこともあります。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 職員の給料が津奈木よりも低いということは知っておられまし

たか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 知っておりました。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 知っておられたというようなことでございますけれども、特に

町長は仁義礼智信を重んずる部下思いの方でござまして、自分たちだけが高くて、

恐らく職員に申し訳ない、そういう思いでおられるんじゃなかろうかと思っており

ます。今後、何らかの処置をとる考えはないか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 質問の要旨の中でですね、論理的におかしいんじゃないかとい

うくだりがございますけども、町長と職員の給与を比較した例というのは私、見た

ことありません。恐らく総務省もそんなのまとめないと思います、県にしても一緒

と思います。職員の給与は民間の勤労者の給与レベルとどうなのかということで、

論議されるはずであります。であれば、町長の報酬も各種団体の長であるとか、一
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般企業のトップの方々との官と民の差はどうかという比較の仕方が論理にかなって

おると思います。そしてまた、芦北町の職員組合、いわゆる自治労でありますが、

話し合いをします。そしてラスパイレス指数も低いことは分かっています。でもこ

れを一気にあげられないということは御存知でしょう、元町長職ですから。元町長

職ということが出ましたけれども、ちなみに寺本元町長のときの報酬を調べてみま

した。平成１１年、何と私は今いただいている報酬とほぼ変わらないんですね。１

万円ほど差がございました。しかし予算規模において、現芦北町の３分の１にも満

たない当時の田浦で７８万８,０００円でありました。今の公表されたランクに比

較しますと、上から７番目であります。当時、町長をなさっとったときに、俺のは

低いから上げろとか俺のは高いから下げろとか言われましたか。報酬審議会に全部

諮ったはずであります。ここに私見を挟むことは私はいかがかなと思って、すべて

お任せをしておるところでございまして、そのへんはですね、ルールにしたがって

やっておりますので、どうかひとつ御理解いただきたいと思います。労使交渉にお

いても、電機とか鉄鋼とか、あるいは自動車産業界、このへんもですね、民間レベ

ルで比較して決めていっておるわけでありましてね、ですから社長とその働く方々

の比較で決めるわけじゃないんでありまして、その辺は論理的にはですね、むしろ

この要旨の設定のほうがいかがかなというふうに思っております。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） ものの見方にはいろんな角度から見られるわけでございまして、

私はそういう今度、先ほど申し上げましたような形から、この問題についてはもの

の見方をしておるわけでございます。私の町長のときの話も出ましたけれども、７

８万８,０００円、事実かどうか、あと調べさせてもらいたいと思います。時間も

あと１分１３秒でございますけれども、この問題につきましては、三者間の矛盾を

払拭するため、あらゆる角度から検討していただき、議員、町長の報酬、給料を下

げてでも論理的にそぐわないこの状況を正常化していただくように、切に私自体は

お願いを申し上げ、本日の一般質問を終わらせていただきます。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 町長、それについて答弁ありませんか。竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） もう視点が違うわけですから、時間を労してもですね、不毛の

論議に終わりそうでありますので、別に発言はございません。 

○議長（藤井公明君） これで、寺本順一君の質問が終わりました。 

次に、宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 議長から許可を得ましたので、一般質問を行います。 

我が国の中央政界は周章狼狽（しゅうしょうろうばい）し、日本丸は船長が誰な
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のかも分からず、推進力のプロペラも出力がかみ合わず、陸地の見えない大海原を

目的もなくさまよっているようで、それはまさに２７年ほど前に起きた航空機の大

惨事と同じく、日本丸に乗船している国民は不安定な将来の中で今を一生懸命生き

ている時代であります。そのような社会情勢の中で、全国の地方から若者が減り始

めて久しくなります。若者という表現は、地方では担い手の意味が当てはまり、や

る気のある若者や年齢は関係なく、地域のため、自分自身の研鑽のため、元気で頑

張っている人々はまさに町の宝であります。そのような中、我が町も合併から８年

目に入り、合併後国内情勢が定まらない中において、竹﨑町長を船長とした芦北丸

は、人にやさしい政治を基本とし、個性の光る活力あるまちづくりを旗幟鮮明（き

しせんめい）に掲げながら強いリーダーシップを発揮され、政を行ってこられまし

た。そのまかれた種が今まさに希望の花が開き、町民に希望と利益を与えようとし

ていると思います。それらの施策の中で喜ばしい出来事が多々ありましたが、今日

の時代背景を考えたときに特筆していいのは、地場産業との立地協定が交わされた

ことだと思います。特に、その中でも東海カーボン田ノ浦工場は、大手企業が人員

削減や超円高により海外進出を加速させる中において、今回４０億円、４年前から

の累計では１１０億円ほどを投資し、それに伴い今回だけで高校新卒者を中心に３

５名ほど、累計で８０名もの人材を地元採用するなど、町の活性化にとってまさに

最高のニュースだったと思うと同時に、一流企業からすれば企業立地促進補助金は

多額とは思えず、それを考えたときに、よくぞ地元の工場を選定していただいたな

と感謝しているところです。 

そこで、ここまで大幅に設備投資がなされた背景には、町の発展を願い町長自ら

東海カーボンへの働きかけがあったと聞いていますが、ぜひここに至った経緯を知

らせてほしいと思います。 

次に、集落における担い手と言える第一次産業の後継者も増加していません。し

かし、同業者の中堅若手の方々と話をする中で、今が一番の低迷期ではあるが、数

は少なくとも仲間同士で誇りを持っている若者が増え輝きが増したとか、行政や補

助金頼りではなく、自らが切り開いていかなければだめだなどの言葉が聞こえ始め、

厳しい時代を乗り越えようとする本物の強さが育まれていると思い、頼もしく感じ

ているところですが、最近の自然災害は半端じゃありません。有効な行政の手助け

は今後も必要不可欠です。そこで、後継者育成につながる施策はどう展開されてい

くのかを伺います。 

次に、郷土愛を育む施策について伺います。世の中を渡っていくうえでは多くの

苦難があり、それを乗り越え、自らが理想とする人生を構築していく基本は、強く

心豊かな人間性であり、行政はそれを育むべき施策に力を傾注しなくてはなりませ
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ん。すべては２１世紀を担う子どもたちのためにというテーマの中、特色ある施策

を展開してこられたと思いますが、その中で特に効果があったと思われるものは何

でしょうか。 

次に、私は強い雨の日や留守をしている以外はほぼ毎早朝山歩きをし、今日生き

ている命と世の平穏を朝日に拝みます。健康で三度の食事が食べられることができ

れば、それだけでも幸せに思います。ただ、世の中は科学技術が急速に発展し続け、

人間としての心と哺乳類として捉えた人としての生きる力を身に付けることが、便

利さという文明の利器の陰におざなりになっていると思っています。あくなき欲望

や利便性の追求により、それとともに経済が回ることは良いことでありますが、温

かい血の通っていない電子機器に使われるのではなく、うまく利用しながらも常日

ごろから自然災害、人的災害、事件、事故など直面したとき、子や家族を守り生き

抜く力、知恵も考えておかなければならない時代になっていると思います。このま

まの暖衣飽食の日本では、近い将来他国の植民地になるのではと危惧しているとこ

ろです。私は美しい国日本に生を受けたことをとても感謝していますが、最近、国

旗を掲揚する家が少ないと思います。平和な日本に暮らすことができることを幸せ

に感じることが郷土愛を育み、自らも幸せになる基本だと思いますが、どう考えて

おられるか伺います。 

３番目の項目で、田浦小・中学校の周辺整備について伺いたいと思います。どこ

の自治体も厳しい財政事情の中で投資的予算と消費的予算を勘案しながら施策を展

開されている中ではありますが、旧田浦町中央公民館跡地のブロック塀などを取り

除き、大きな樹木も伐採すれば防火水槽にも直接消防車など近づくことができます。

快適な住環境の整備という観点からも整備を望むものです。加えて、中学校体育館、

町道側のブロック塀も部分的にでも減築すれば町道に垂直に駐車できるスペースが

でき、利便性が向上すると思いますが、考えを伺います。 

最後に、すばらしい給食センターが完成し、新年度から食を通じて夢のある子ど

もたちに成長させていくことでしょう。それに伴い、２カ所の給食センターが歴史

を閉じますが、田浦給食センターの閉鎖後の計画はどうなっているのか伺いたいと

思います。 

再質問は、一般質問席から行います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 宮尾議員の御質問にお答えをいたします。 

郷土愛を育む施策についてであります。まちづくりの主役は人でありまして、学

校教育の充実、生涯学習の推進、スポーツ・文化の振興、国際化国際交流の推進な

ど、総合的な施策の展開により、まちづくりを支える人材の育成を図っているとこ
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ろでございます。 

具体的な取組みとして一つ挙げるならば、カンボジア派遣事業がございます。今、

日本では物の豊かさが成熟期を迎えたと言われ、その代償として先ほど来お話があ

りますように、失われてきた心の問題が大きく取り扱われております。このような

中で生活水準の格差や厳しさを見聞し、カンボジアの現状等を深く認識できる派遣

事業は、日本のことや郷土のこと、あるいは自分のことを見直し、多くのことを学

ぶことができる良い機会になったと確信しております。この貴重な経験をいかして、

次の時代をリードする国際的な視野を持った心豊かな人間として成長してくれるこ

とを期待をしております。 

以下、残余の質問事項につきましては、副町長及び担当課長から答弁させます。

なお、教育委員会所管の御質問につきましては、教育委員会から答弁することにな

ります。 

○議長（藤井公明君） 藤崎副町長。 

○副町長（藤崎正司君） まず、東海カーボン田ノ浦工場の大規模な増設に至る経緯に

ついてであります。町長は、平成１７年の合併以来、幾度となく町の優良企業でご

ざいます東海カーボン本社に雇用面などのお願いを働きかけてこられました。当時、

私も企画財政課長として同席することが数多くありましたので、このことについて

私のほうから分かる範囲で説明をいたします。 

田ノ浦工場で生産されます主力製品のファインカーボンは、太陽電池や半導体な

ど、新エネルギー関連用のほか、さまざまな用途の資材に用いられております。こ

のファインカーボン生産について、会社では対面業界での大幅な需要の増加と将来

的成長の予測により、５年前に年間生産量を６,０００トンから９,０００トンに引

き上げることが役員会で決定されております。その増産する工場を田ノ浦工場にす

るのか、山口県防府にあります工場のほうで新設するのか、意見が分かれ議論が伯

仲したと聞いております。田ノ浦工場増設については、埋立地のため常時の水害問

題に加え、昭和５７年の大水害による甚大な被害などの理由による慎重論、さらに

リスク分散から防府新工場建設に傾きつつあるとの情報がありましたので、町長は

いち早く駅前地区から工場内の排水対策は、芦北町が責任を持って行うので、ぜひ

田ノ浦工場の増設をお願いしたいと誠意と熱意をもって働きかけておられます。そ

のことによりまして、役員会の空気が一変し、竹﨑町長がそこまで排水対策に責任

を持つと言われるなら、今までの技術のある田ノ浦工場増設で行こうということに

なり、５７億円の設備投資が決定されたと聞いております。 

役員会決定の２日後、当時の経営トップの方から町長宛に１通の手紙が届きまし

た。私も拝読しましたが、したためられた一部に、議論はいろいろあったが、竹﨑
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町長の力強い御支援に応えるため、乾坤一擲、田ノ浦工場増設を決めました。今後

ともよろしくとあったことを記憶しております。釈迦に説法と思いますが、乾坤一

擲とは、運命を賭してのるかそるかの勝負をするという意味であります。これを目

にし合併以来竹﨑町長と会長トップの方との培われた交誼がなければ、このような

決定はあり得ないと思いました。 

余談になりますが、約束の排水対策事業につきましては、平成２０年から２１年

度にかけ迅速に対応し、完了したところでございます。 

なお、田ノ浦工場の増設の１期については、平成２３年３月に、２期分について

は２３年１１月に立地協定を締結しまして、順調に増設工事が行われているところ

であります。 

このような経緯でございますが、平成２５年３月完成が予定されます田ノ浦工場

は、ファインカーボン製造量で世界トップクラスの工場となるそうであります。 

また、町が一番期待します採用にあっては、町内在住者の指定を優先的に、昨年

２０名、今年４月に高校等新卒者４名を採用され、来年３０名を予定されているよ

うであります。 

日本の一流企業が円高等により競争力を失い海外移転を加速する中で、町内への

企業誘致は厳しい状況にあります。しかし、本町唯一の上場企業であります東海カ

ーボンが本町活性化に大きく貢献していただくものと期待をしているところでござ

います。 

以上で、私からの説明を終わります。 

○議長（藤井公明君） 柳田農林水産課長。 

○農林水産課長（柳田豊彦君） 質問の第一次産業の後継者増加に向けた施策はという

ことで申し上げますが、後継者対策といたしましては、町が実施している事業でご

ざいますけれども、農業においては新規就農予定者の研修費助成事業、柑橘組合や

ＪＡの青年部に対する農業後継者活動費支援事業などがあります。併せて、林業後

継者、漁業後継者に対しましても、その活動費に助成を行っているところでありま

す。 

一方、農の雇用事業でありますとか緊急雇用創出基金事業などを活用して、地域

農業の担い手となる人材の育成にも取り組んでいるところであります。なお、平成

２４年度からは国の新規事業といたしまして、青年就農給付金の制度を開始をされ

ます。この事業の実施の前提となります「人・農地プラン」という計画をつくる必

要がありますので、この作成に力を入れていきたいというふうに思っているところ

でございます。 

○議長（藤井公明君） 藤崎副町長。 
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○副町長（藤崎正司君） 先ほど乾坤一擲「けんこんいっき」と聞こえましたかもしれ

ませんけど、「けんこんいってき」でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） まず、１番、企業への支援対応でありますが、各種の

資金制度や固定資産税の減免、それから新増設企業に対する補助金の交付を行って

おります。 

それから、２番目の地場産業の後継者の施策でありますが、商工会の調査により

ますと、現在の全体の会員数は３７６名で、年々減少傾向にあります。その理由と

しては、規制緩和による大型店舗の出店及び高齢化による廃業せざるを得ない大変

厳しい状況であります。ただ、後継者増加につきましては、熊本県及び水俣・芦北

雇用創造協議会、これについて就農の後継者育成等も行っておりますので、その方

面と連携をとりながら育成に努めたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 澁谷教育委員長。 

○教育委員長（澁谷百錬君） 宮尾議員の焦燥感と言いますか、伝わってまいるようで

私も同感であります。その中で、一頃より確かに国旗を掲揚している家庭は少ない

と思っております。これは愛国心の欠如という次元ではなくて意識の薄さが生みだ

したものではないかというふうに考えます。この頃、祝日に国旗を掲揚しましょう

というかけ声も聞かれなくなりました。これにつきましては、私ながら寂しいもの

だなという感覚がついて回っております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） お答えいたします。 

田浦小・中学校周辺の整備につきましてでございます。現在、小中学校の駐車場

として利用しております。防火水槽もあり、御指摘のとおり樹木が茂り使い勝手が

悪い状況にあります。総務課と協議の上、樹木の伐採、剪定及びブロックの取り除

き等を行い、利便性を図りたいと思っております。 

次に、田浦給食センターの跡地利用のことでございます。耐用年数経過後に取り

壊しまして、小中学校の駐車場用地として活用するよう、予定をいたしておるとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 最初の項目から再質問をいたしたいと思います。最初の項目、

地元の商工業者、或いは町が発展する基本は、若い子どもを産み育てる世代が基本
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的に残るということであります。私は、一般質問最初の登壇で話をしたように、こ

の時勢の中で素晴らしい会社が増設をして、若い人材をたくさん入れるということ

は、町長の責任ある行動力、これに議員として、また、一町民として称賛とエール

を私は送りたいと思います。東海カーボンは、全国のオール東海１,８００人のう

ちで３５０名、約５分の１が町内出身者であります。そして、田ノ浦工場は２３０

名のうち２１０名が町内在住であります。協力企業合わせて３５０名が町民であり、

また一番うれしいのは平均年齢は３８歳であります。このような企業が防府に行こ

うか田ノ浦工場に来ようかというときに手腕を発揮されたということは、この芦北

町が活性化し、光明が見え、今後の町の発展に寄与するものと信じてやみません。

満塁ホームランだったと、私は思っております。それに加え、先ほどの、それとと

もに先ほど商工観光課長の答弁のように、ほかの中小企業の方、商工会を通してで

きる限りの行政としての助成を行い、町の発展に寄与していただくように施策を展

開していただきたいということを願って、最初の質問を終わりたいと思います。 

次に、集落における担い手としての一次産業の後継者の件でありますが、アグリ

サポート補助金など、特に若い農業後継者が跡を継ぐときに、ほかの農家に行って

作業をする。そして農家もそれを雇って賃金を払う。そのときに、サポートがあり、

農家も割安の賃金を払うことができれば、これにこしたことはありませんし、また

働く人たちも一軒一軒の農家の手法の違いなど非常に勉強ができる事業だと思いま

す。これはぜひ今後も続けていっていただきたいと思っております。そして、私は

一番この芦北農業で問題点があるのは、垂直に近い急傾斜の問題ではないかと思い

ます。農地法の問題等があると思いますけれども、今後急傾斜の農地を活用すると

いう考えよりも平坦地を造成する、或いは農地を集積して農業を行っていくように

行政側も取り組んで、強く取り組んでいくべきだと思いますが、そこをもう一度農

林水産課長、お答えをお願いいたしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 柳田農林水産課長。 

○農林水産課長（柳田豊彦君） お答えします。 

まず、アグリサポート事業につきましては、平成２４年度の新規事業として組み

立てをいたしました。この前提といたしまして、今後の芦北農業を考えた場合に、

水田におきましては、集落営農の取組みを進めること、そして特産品の果樹につき

ましては、御指摘のとおり急傾斜地が多うございますので、この急傾斜地をすべて

やめて平坦地に変えろということもできませんので、この急傾斜地を維持をして、

特産物の甘夏、デコポンの生産量を落とさないという観点からすると、除草であり

ますとか摘果でありますとか、そのような基幹作業をですね、受託をする組織の充

実を図らなければならないと。そのような観点を強く思っておりまして、そういう
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ことからこのアグリ事業を立ち上げたものでございます。 

それで、アグリ事業につきましては、今年の予算をお認めいただければですね、

その結果を見ながら来年度以降にまた充実をさせるなりしていきたいというふうに

農林水産課としては考えているところでございます。 

この平坦地の造成という御指摘もございましたが、それはそれで進めるべきだろ

うと思いますけれども、これにつきましては、何と言っても一義的には生産者の側

のですね、御意向を確認をしながらですね、適切な事業を探し出しながら御協力を

していきたいというふうに思っているところでございます。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 現在の果樹園、特に急傾斜を休耕されているところは、もう

とても手が付けられる状態ではありません。それを一挙に雑種地、あるいは原野と

いうふうに戻すということはなかなかできないとは思いますけれども、このごろ農

業後継者の方と話をしていく中に、重油とか確かに高い時期が続いておりますけれ

ども、どうしても集団農地とかハウスの団地化計画などあればなという話をしてお

ります。また、それがないとどうしても生きていけないんじゃないかというところ

まで話をしております。ですから、今後若い後継者、あるいは中堅の方々のグルー

プ、団体等がここの場所で集団農地を開いてくれないかというような話を持ってき

たとき、或いは行政側からでもそういう計画を考えていらっしゃるのか、またそう

いう計画は持ってきたときには積極的に取り組んでほしいと思いますが、それにつ

いてお答えを願いたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 柳田農林水産課長。 

○農林水産課長（柳田豊彦君） お答えします。 

それにつきましては、従来からですね、そのような姿勢で取り組んでおりますし、

今後もそのつもりでやっていきたいと思っております。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 今後もぜひ相談相手になって、事業の要望があればぜひうま

く後継者が残るように頑張っていただきたいと思います。そして、私は農業委員会

等も大変苦労をされていると思いますが、その中で先日私が人からお願いがあった

ことを、農地を探してくれないか、古いハウスがないかというような相談があった

ときに、農業委員会が一生懸命動いて、すぐ返答していただいたことに関しまして

は、心より御礼を申し上げて、この２番目の質問を終わりたいと思います。 

大きな２番目に、郷土愛を育む施策についてでありますが、町長の答弁のように、

恐らくカンボジアを挙げられるんじゃないかと私は思って準備をいたしておりまし



－130－

た。まさにこの運動は、子どもたちを中心に国際感覚を体に植付け、外国とふるさ

とを比較することにより平和のありがたさを学ぶすばらしい施策だと感じておりま

す。欲を言えば、募金活動の集大成で学校建設時に子どもたちを現地派遣しており

ますが、少しでも多くの子どもたち、いろんな安全面、或いは予算面の考慮をしな

くてはいけませんが、なるべく多くの子どもたちが行けるように、定期的に派遣事

業を実施できないかをお訪ねをいたします。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） お答えいたします。 

多くの児童生徒の派遣をということでございますけれども、平成１３年度から派

遣を行っておりまして、現在全体で１３４名を派遣をいたしております。その中で、

うち小中高生で７６名等を派遣をいたしております。平成２４年度の予算を承認い

ただきますと、スタディツアー等もですね、計画いたしておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 鬼哭啾啾（きこくしゅうしゅう）としたトゥールスレン博物

館など、見学すれば、必ず平和の尊さが身体髪膚に染み渡ると思います。ぜひ実行

していただくように望みます。私は、町長に対してまず一番目にというような質問

をいたしておりますが、私自身、その次は何だったろうかということを考えており

ますが、私は体育施設などの充実だと私は思います。さまざまな好結果を連れてき

ているんじゃないかと思います。各種スポーツ選手のレベルも種目クラブも充実し、

県代表、日本代表の選手が数多く誕生するようになり、それに加えて地元で立派な

大会が行われるようになり、それを見学できるということはこの上ない幸せではな

いかと思っております。特に、うたせ杯などの空手道大会は、関係者一丸となって

世界レベルの大会を開いてくれております。町民としてもとても誇らしげに思いま

す。ビーチサッカーや火縄銃サミットも御立岬というすばらしいところで全国開会

があり、話題には事欠きません。また、昨年は屋内相撲練習場ができたため、芦北

町にちょんまげ姿の力士を呼んで町民を喜ばせたいと言っておられたことが実現し、

町民がどれだけ楽しい夢を見られたか計り知れないと思います。人は夢を見なけれ

ば人生は充実をいたしません。今後も郷土愛を育む事業を展開されて、どこに出て

も芦北町という誇れる故郷に裏打ちされた自信に満ちあふれた子どもたちを育んで

いただくことを希望して、この質問を終わります。 

次に、国旗掲揚のことでございます。私も大変寂しいと思います。私たちの子ど

もの頃には、学校の先生が明日は祝日だから国旗を上げろというような指導をされ
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ていたように思います。自治体として広報ができないということは、大変寂しい限

りでありますけれども、これは恐らく日本が歩んできた道を一部批判する人たちが

軍国主義を想像させたり兵隊を送り出している情景に似ているというような言葉が

出始め、日本政府も経済発展という名のもとで愛国心を育む教育が少しずつなおざ

りになってきていると思っています。ただ、よく考えてみますと、日本人の努力と

技術力で目覚ましい発展を成し遂げ、世界に名だたる大国になりましたが、それに

引き換え、何かが失われはしなかっただろうかと思っております。実態のないもの

に投資をし、いわば投資家たちのマネーゲームに踊らされたバブル景気、それがは

じけ残ったものは暖衣飽食の中で厳しい現実から逃避する気概のない日本人だと思

います。いわゆる現状の幸せを見いだせず、少しのことではありがたみも感じず不

満だけを口にする人々が増えたような気がします。現状に慣れてしまうということ

では、自治体の住民サービスや施策も同じことが言えます。一つのことをすれば、

そのあとでこれもしてくれればよかったのにとか、そういう話をよく聞きますが、

これはやはり自治体のほうも工事、あるいは施策を行う前にはよく地元の説明会と

か住民説明会をしなくてはいけません。それはやはり行政側も落ち度があるんじゃ

ないかと思います。今後、一つの施策が良いことならばぜひ住民説明会などを行っ

て実施をしていただければと思います。今回の予算にも載っておりますが、海浦の

簡易水道の配水管工事におきましても、これは合併しなければ絶対水源がないわけ

ですからできないことであります。ぜひ説明会をしていただきたいと思います。 

すべての国民は戦争は二度と起こしてはいけないと考えているでしょう。大震災

に関連したアンケートで、自衛隊の活動目的が災害救助から外国からの侵略防止が

大きく増え、将来戦争に巻き込まれると思っている人が７割以上に上っております。

ふるさとを見つめ直し、郷土愛が育たなければ、外国からの領海侵犯など理不尽な

行動をされても意味も分からず指をくわえているしかない日本国民になってしまう

と思います。 

そこで、行政として国旗掲揚の指導ができないのならば、ほかの施策を通じて東

日本の震災でも分かるような立派な日本人の心を育てていってもらいたいと思いま

すが、その施策はありますか。 

○議長（藤井公明君） 澁谷教育委員長。 

○教育委員長（澁谷百錬君） 法律的なこと等ございまして、思っていることも言えな

いような状況がありまして、委員長も少しこの状況をそのまま見過ごしていってい

いのかという気持ちはあります。ただ、私に与えられている範囲内でお答えをさせ

ていただくとするならば、かつて民間団体と同じような、先ほど私が申しました国

旗掲揚の件等につきましては、行っていたようでございます。また、私たちが関わ
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らない場合、民間団体や任意団体の啓発というのは許されていると思います。いず

れにしましても、今生きている一番中心になって動いているものたちが、やはり後

進を育てるために家庭の教育の中とか、先ほどの意図をですね、反映できるような

教育をしていくことに尽きるんじゃないかと、そういうふうに考えております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 個人個人の思想自由を奪うことはできませんけれども、日頃

より国旗の話を足がかりに、平和国家の話を仲間、友人たちと話す機会を増やすこ

とを願って、この質問を終わりたいと思います。 

大きな３番目の項目であります。田浦中学校周辺整備について伺ったことの再質

問でありますけれども、中央公民館跡地が駐車場として利用し始めてから、かなり

時間が経ちます。以前、統合したときに駐車場をつくってくれないかという陳情が

ございましたけれども、それは陳情として取り上げることができませんでした。た

だ、今の中央公民館の駐車場等を中学校の正門入口のところのプランターとか、そ

して小さな植え込み等もあります。あれを取り除いてアスファルトをして駐車場と

整備をすれば、かなりいい駐車場ができると思います。そういうことで、先ほど教

育長がお答えをされたように、ぜひ早急に現状調査されて実施していただきたいと

思います。そして、小学校の問題でありますけれども、学校の先生たちはやはり現

場というものを自分の家庭と思って常日頃から管理をしなくてはいけないと、私は

思っております。田浦小学校の正門の正面玄関の近くには、大きな１３、４メータ

ーほどもあるイトヤシの木が３本ほど植わっておりましたが、かなり危険で毎年と

いいますか、何年かに１回ぐらい枝を落としておりましたが、とうとう私たちがＰ

ＴＡの役員のときに自ら根っこから切り倒しました。数名の方で行ったわけであり

ます。そして、現田浦小学校のグラウンド整備は、旧田浦町時代、谷邉教育長のと

きに一般質問いたしまして、１,６００万円ほどの予算で水はけがいいグラウンド

にしていただきました。その後、草もなかなか取られませんし、また、水はけのた

めに大きな農業用水の側溝は１回蓋を取り外せば、すぐ横に大きな木がありますの

で根っこがはってもう二度と蓋をはめることができません。ですから、新しい水は

けの溝をつくって、その上に軟らかい金属製の蓋、ゴムがついている蓋をかぶせて

あります。ただ、その蓋も運動会のとき、恐らく車を入れたりしたんだろうと思い

ますが、かなり変形してへこんでしまっております。私もかなり長い間、これはど

うかすればいいのにと思いまして、私自身ひとつハンマーで叩いてみたらきれいに

直るわけです。ですから、いろんな現場であいさつ運動やら何やら教育をされてお

りますけれども、やはり学校の先生たちはそういう教育をされると同時に、やはり
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自分たちが勤めている学校は自分達である程度は整備をしていかなくてはいけない

んだというような感覚を身に付け、指導しなくてはいけないんじゃないかというこ

とを強く、常日頃思っております。ですから、今後学校の整備で行政側に手助けを

求めるのもいいですけれども、教育委員会のほうからでもやはり強く、そういう学

校整備は先生たちが自ら注意を払うべきじゃないかということは、指導をしていた

だきたいと思いますが、それについて。 

○議長（藤井公明君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） お答えいたします。 

宮尾議員の御指摘、まさにそのとおりであろうかと思います。学校現場におきま

して、自分たちの職員一同、自分たちの施設、子どもたちをしっかり教育するため

の自分たちの施設として、その意識付けをしっかり持たせながら強い指導を行って

いきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 環境整備のほうにも力を入れて、また快適な住環境の整備と

いう面からも現在の駐車場等はぜひ実現をしていってほしいと思っております。 

最後になりましたが、給食センターの跡地利用ということで、将来恐らく駐車場

等になるんじゃなかろうかと思っております。それを考えたときに、やはりあのと

き隣の土地を買わなくて良かったなという気がいたしております。普段、駐車する

車は恐らくないと思いますけれども、やはり大きな運動会とかそういうときに、現

給食センター等が満杯になってちょうどいい駐車スペースが確保できるんじゃない

かというふうに思っております。計画どおり進めていってもらえればと思います。 

最後になりましたけれども、この我が国の行く末も不安定な中で、芦北町も豊か

な心の人づくりに重きを置き、施策を展開しております。それを身に付け大人にな

った人々が、文化スポーツなど多方面でがんばり、全国に自慢できる町になってい

ると思います。経済不況の中で課題は多いものの、執行部、職員一丸となり、今の

鼓腹撃壌がより安定するように期待して、一般質問を終わります。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君の質問が終わりました。 

以上で、一般質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 本日の日程はすべて終了しました。 

本日はこれで散会します。 

ご苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後１時４８分 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） おはようございます。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の日程はお手元に配付しております議事日程の表のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 １ 議案第 ７号 平成２４年度芦北町一般会計予算 

 日程第 ２ 議案第 ８号 平成２４年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第 ３ 議案第 ９号 平成２４年度芦北町介護保険事業特別会計予算 

 日程第 ４ 議案第１０号 平成２４年度芦北町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第 ５ 議案第１１号 平成２４年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第 ６ 議案第１２号 平成２４年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算 

 日程第 ７ 議案第１３号 平成２４年度芦北町有温泉事業特別会計予算 

 日程第 ８ 議案第１４号 平成２４年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計予算 

 日程第 ９ 議案第１５号 平成２４年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算 

 日程第１０ 議案第１６号 平成２４年度芦北町水道事業会計予算 

○議長（藤井公明君） 日程第１、議案第７号、平成２４年度芦北町一般会計予算から

日程第１０、議案第１６号、平成２４年度芦北町水道事業会計予算までを一括議題

とします。 

それでは、定例会初日に各常任委員会に付託しておりましたので、委員長に報告

を求めます。 

質疑は３人の委員長報告が終了したのち、一括して行います。 

はじめに、元山総務常任委員長。 

○総務常任委員長（元山秀志君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから、総務常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会にお

ける審査の経過並びに結果について報告を申し上げます。 

本委員会に付託されました議案第７号、平成２４年度芦北町一般会計予算につい

て申し上げます。 

平成２４年度の一般会計予算総額は、平成２３年度比０.１％増の９７億７,３０

０万円となっており、地方交付税は２.９％増の４４億９,５００万円が見込まれて

おります。 

以下、審査過程において論議された主なものについて申し上げます。 

企画財政課では、地方バス運行補助金がふれあいツクールバス運行により減額計

上されております。まちづくり事業では結婚支援事業等が継続されるほか、あしき
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た写真フェスタ補助金が計上されております。また、カンボジア派遣事業費やブー

タン王国の研修員受け入れ経費などが計上されております。 

主な質疑として、大関水や焼酎の販売実績とメリットはとの質疑に対し、大関水

は、平成２２年度で７万８４４本出荷しており売り上げが５３３万２,６９４円、

製造費が４７０万１,０７６円となっている。葦分・夢あしきたは繊月酒造が製

造・販売し、原材料の購入が芦北町よりなされており、どちらも県内外で販売され

芦北町のＰＲとなっているとの答弁がありました。 

おれんじ鉄道の観光列車導入計画等についての質疑に対し、環境首都推進事業で

行うもので観光列車専用に改造し観光客誘致につなげたいとの答弁がありました。

また、委員からおれんじ鉄道の利用促進や列車への自転車の持ち込みができるよ

う、肥薩おれんじ鉄道株式会社に要望していただきたい旨の発言がありました。 

予算書の表記についての質疑があり、債務負担行為調書の年号等の表記について

は、地方自治法施行規則に定められた様式に基づいて記入してあり変更が可能かど

うかを含め検討するとの答弁がありました。 

総務課では、第二期行政改革大綱に基づき、組織・構造の見直しなど、行政組織

の強化に努め事業がなされております。 

主な質疑として、町長交際費の内訳や減額予算としなかった理由はとの質疑に対

し、内訳としては来庁者に対するものや慶弔費、会費などがある。減額予算計上し

なかった理由としては、不確定要素が多すぎるためと説明がありました。 

非常備消防費で、軽自動車の積載車について、今後の配備予定は等の質疑に対

し、平成２４年度は５分団に配備予定だが、今後実情にあった更新をしていきたい

との答弁がありました。 

防災行政無線の屋外拡声子局整備について、予算が計上されていないが、今後ど

のような対応をするのかとの質疑に対し、補正予算で拡充計画を立てることとして

おり、設置場所や双方向通信の必要性等について検討しており、現在計画策定中で

あるとの答弁がありました。 

質疑終了後、町長交際費について、来庁舎へのお土産代に公費である町長交際費

から支出されていること、平成２３年度の実績見込み額が反映されておらず、減額

予算になっていないという反対討論に対し、来庁舎に対する町のＰＲや行政推進す

る上で町長交際費も極めて町民のためになっていると解釈しており、他市町と比較

して計上するものではなく、必要な交際費は公費として計上するのが当然だという

賛成討論があり、起立による採決の結果、１名のみの反対がありましたが、賛成多

数で原案のとおり可決することに決しました。 

議会事務局では、新たに議会運営委員会研修が予算計上されておりますが、共済
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費の負担率が減ったこと等により減額となっております。 

主な質疑として、議長交際費について減額の理由及び議会だよりによる公開は、

との質疑に対し、弔電、祝電の役務費への組み換えや行事の見直しにより減額にな

ったことや、議会だよりによる公開は広報特別委員会で話し合いも必要であるとの

答弁がありました。 

基幹支所では、住民生活課で一括計上されていた戸籍手数料等が、平成２４年度

から基幹支所費で歳入予算に計上されております。 

窓口の対応について質疑と要望があり、状況に応じた迅速・丁寧な行政サービス

を目標に行っており、問題なく対応できているとの答弁がありました。 

税務課では、地方税法改正による年少扶養控除の廃止や、本町主要企業の比較的

順調な回復により、個人町民税・法人町民税については増額予算が計上されている

ことや、固定資産税では地籍調査終了後、平成２７年度から新地積による課税を行

うため、新規事業として土地家屋悉皆調査事務委託料が計上されていると説明があ

りました。 

主な質疑として、土地家屋悉皆調査事務委託先の業者は、との質疑に対し専門知

識を持った業者で指名競争入札になると思うとの答弁がありました。 

滞納対策についてはという質疑に対し、芦北地域振興局と合同で催告状を発送し

たり、滞納整理支援システムを活用し徴収対策をとったりしているとの答弁があり

ました。 

以上が論議されました主な内容でありますが、議案第７号、平成２４年度芦北町

一般会計予算につきましては、原案のとおり可決することに決しました。 

以上で、総務常任委員会に付託されました事件の審査経過と結果報告を終わりま

す。 

○議長（藤井公明君） 次に、草野建設経済常任委員長。 

○建設経済常任委員長（草野安道君） 建設経済常任委員長報告を申し上げます。 

建設経済常任委員会に付託されました案件のうち、予算関係６議案について、本

委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 

はじめに、議案第７号、平成２４年度芦北町一般会計予算について申し上げま

す。 

まず建設課では、新たに取り組む花岡東地区強制排水ポンプ場建設工事などの主

要事業についての説明があり、予算計上額は７億８８３万円で、湯北都市下水路事

業等の完了に伴い、対前年比５,６７８万６,０００円の減となり、委員からは、道

路新設改良費で測量設計業務委託を行う射場芦北線はどこかという質疑に対し、み

つば学園前から山沿いを通り芦北学園付近につながる道路であるとの答弁がありま
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した。 

商工観光課では、新たな特産品づくりとして、御立岬温泉の原水と再生可能エネ

ルギーを活用した「温泉塩」の商品化などの主要事業について説明があり、予算計

上額は４億５,４７６万７,０００円で、対前年比８,５６６万１,０００円の増とな

り、委員からは、塩の製造・販売に伴う経営は厳しいと思うがどのように考え、ま

た対応していくのかという質疑があり、収支の見込みは多くの事例を参考にし検討

を重ねており、良好な運営ができるよう目指していくとの答弁がありました。 

上下水道課では、生活排水対策事業費及び飲料水供給施設費の予算計上額が２億

１,７９６万２,０００円、対前年比２７７万４,０００円の減となり、委員から、

飲料水供給施設事業費の補助金について、今回の交付予定地区は白石地区というこ

とであるが、事業の内容はどのようなものかとの質疑に対し、取水ポンプ及び揚水

管の取替えと電気設備の整備を行うとの答弁がありました。 

農林水産課では、牛の水漁港整備事業や田浦漁港施設を対象とした水産物供給基

盤機能保全業務委託などの主要事業についての説明があり、予算計上額は６億３,

１５９万９,０００円で、対前年比７,４４３万７,０００円の増となり、委員か

ら、クマモト・オイスターの生産に取り組んでいる市町や団体はどれくらいあるの

か。また、特産品になる可能性はあるのかとの質疑に対し、現在直接取り組んでい

る市町はなく、真珠や貝の業者など約１０団体が取り組んでいる。熊本県から芦北

漁協への種ガキ配布は１万個のため、全量販売しても１００万円程度であり、種ガ

キ生産が本格化しないと事業として成り立たない。特産品になるためには、ある程

度の期間が必要であるとの答弁がありました。 

農業委員会では、継続して耕作放棄地の解消等に取り組むとの説明があり、予算

計上額は９７９万円で、対前年比２７万８,０００円の増となり、委員から、復元

が難しい農地は山林化するということはできないかという質疑に対し、農地に植林

するときは周囲の営農状況等を考慮した上で、農地法第４条の転用許可申請を行う

必要があるとの答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第７号については全会一致で原案のとおり

可決することに決しました。 

次に、議案第１０号、平成２４年度芦北町簡易水道事業特別会計予算について申

し上げます。 

平成２４年度は、海浦地区の水源能力低下と水質悪化を解消するため、鶴木山か

ら海浦まで送水管布設工事等を行う説明があり、予算計上額は９,８００万円で、

対前年比２,１８０万円の増となり、委員から、海浦地区住民に対し、工事前に事

業の説明会を行う考えはないことの質疑に対し、工事着工前に説明会を開催したい
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と考えているとの答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第１０号については全会一致で原案のとお

り可決することに決しました。 

次に、議案第１１号、平成２４年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算につい

て申し上げます。 

平成２４年度も移動脱水車による汚泥の搬出コスト削減等を継続して取り組むと

の説明があり、予算計上額は２億１,７００万円で、対前年比１２０万円の減とな

り、委員から、不明水調査とはどのような内容かとの質疑に対し、芦北地区と米田

地区において下水管にロボットカメラを入れて雨水等の流入箇所を見つける作業で

あるとの答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第１１号については全会一致で原案のとお

り可決することに決しました。 

次に、議案第１２号、平成２４年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算につい

て申し上げます。 

平成２４年度も市町村設置型の浄化槽７４２基に対する維持管理が主なものであ

るとの説明があり、予算計上額は５,６３０万円で、対前年比１００万円の減とな

っております。 

以上、説明後は質疑・討論もなく、議案第１２号については全会一致で原案のと

おり可決することに決しました。 

次に、議案第１３号、平成２４年度芦北町有温泉事業特別会計予算について申し

上げます。 

平成２４年度は、湯浦温泉センター改築工事の実施設計などを行うとの説明があ

り、予算計上額は１億８７０万円、対前年比３８０万円の減となり、委員から改築

に関しての経緯と要望のとりまとめはどのようになっているのかとの質疑に対し、

地元説明会を昨年２回開催した。基本的に現存規模で進めたいが、今後も地元と協

議を行いたいとの答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第１３号については全会一致で原案のとお

り可決することに決しました。 

次に、議案第１６号、平成２４年度芦北町水道事業会計予算について申し上げま

す。 

平成２４年度は、城山配水池の造成工事及び本体築造工事などを行うとの説明が

あり、予算計上額は収益的収支予算と資本的収支予算の合計が６億５,８６６万１,

０００円で、対前年比３億４,９４８万円の増となり、委員から、現在、造成地の

法面が崩れており、隣接している土地の相談はできないのか。また、広く平らなと



－144－

ころに本体を設置した方が良いのではないかとの質疑に対し、地権者への相談を含

め、掘削費や運搬経費等を考慮した上で対応していきたい。なお、法面勾配はでき

るだけ緩くしたいとの答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第１６号については全会一致で原案のとお

り可決することに決しました。 

以上で、建設経済常任委員会に付託されました事件の審査経過と結果の報告を終

わります。 

続きまして、閉会中の継続調査としていました湯北都市下水路事業について、現

地調査を行いましたので、結果を御報告申し上げます。 

建設課から、事業に伴う工事は順調に進み、平成２３年度中に竣工する運びであ

るとの説明があり、その内容を確認したところ、問題なしと判断しました。 

以上で、閉会中の継続調査の報告を終わります。 

○議長（藤井公明君） 最後に、白坂文教厚生常任委員長。 

○文教厚生常任委員長（白坂康浩君） ３月２日の本会議において、文教厚生常任委員

会に付託されました案件について、委員会における審査の経過並びに結果について

御報告を申し上げます。 

本委員会に付託されました案件は、予算関係５議案と陳情書３件でございます。 

まず、議案第７号、平成２４年度芦北町一般会計予算について、審査過程におい

て説明、論議された主なものについて申し上げます。 

福祉課の民生費予算総額は、前年比約０.７％の増となっており、わが国の福祉

を取り巻く環境は少子高齢化に伴う影響で大きく変化し、子ども手当や障害者自立

支援法の見直し等による、福祉事業の新たな支援策が図られております。特に、２

４年度から子ども医療費助成を１８歳まで引き上げて子育て家庭負担軽減を図る施

策は、町民にとっては大変ありがたいものであります。 

公立保育所民営化の状況についての質疑に対しては、２２年度から職員による研

究協議会を３回と、外部委員会を含む検討委員会を数回開催し、取りまとめを進め

ているとの答弁でした。また、水俣・芦北地域見守り推進活動、認可外保育施設運

営費補助、老人公衆浴場無料入浴料補助等についての質疑に対し、それぞれ詳細に

答弁がありました。 

住民生活課の一般会計については、人件費を除いて対前年比１億３,６４４万２,

０００円増の予算措置をされております。増加した主な理由は、女島活力推進セン

ターの工事費等の増と東部保健福祉センター体育館（旧吉尾中体育館）の解体工事

費によるとの説明がありました。 

平成２３年１０月に県から事務・権限が移譲されたパスポート申請・受付につい
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ての質疑には、月平均２０件程度の申請があるとの答弁でありました。 

また、バイオディーゼル製造モデル事業についての答弁を求めたところ、地球温

暖化防止、ＣＯ２削減、リサイクルを目的として家庭からの廃食油を改修し、ディ

ーゼル燃料を精製するということで、回収目標は年間５,０００リットルで転化後

は清掃センター、ダンプの燃料として使用しているということでありました。他に

不法投棄や水俣病申請受付、太陽光発電システム設置費補助金等についての質疑に

対しても詳細な答弁がありました。 

教育課では、一般会計で４億３,２９９万円が計上され、対前年比８％の増額と

なっており、その理由は学校施設の修繕と佐敷給食センターの解体工事によるもの

と説明を受けました。新規事業では、デジタル教科書を湯浦小と佐敷中に導入し、

ＩＣＴ機器の活用による学力向上と教職員の業務負担軽減を図られるようでありま

す。他に小中学校のエアコン整備や自立支援事業、幼稚園運営についてと学力調査

の結果等について質疑をいたしましたところ、詳細に答弁がありました。なお、防

犯カメラの設置については、安心・安全の観点からすべての学校に整備されるよう

に要望を申し上げておきました。 

生涯学習課では、対前年比４,７００万円余りの減額の予算となっております

が、その主な要因については、花岡地区埋蔵文化財出土物整理に係る業務委託料の

減と県民体育祭の負担金の減、丸米の体育館屋根修繕が終わったことによる減であ

るとの説明でありました。新規事業として、南九州西回り自動車道建設に伴い、山

川地区埋蔵文化財の発掘調査やⅤ・チャレンジリーグ女子バレーボール大会等も計

画されているようであります。 

質疑については、星野富弘美術館の入館者数や温泉プールの収入について、Ⅴ・

チャレンジリーグ女子バレーボール大会の内容について、町民講座についてと社会

教育センター施設整備基本構想について各委員から求められ、担当から詳細に答弁

がありました。委員会から要望事項として、岩崎グラウンドの排水対策や温泉プー

ルの施設改善、さらに星野富弘美術館が町民の身近な施設となるように努力してい

ただきたいということを申し上げておきました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第７号、平成２４年度一般会計予算につい

ては全会一致で原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第８号、平成２４年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算について

申し上げます。 

１人当たりの医療費についての質疑に対し３６万７,４１６円で、対前年比４,５

６０円の増という答弁でありました。 

また、直営診療施設勘定において、吉尾温泉診療所の今後の運営についての質疑
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には、当面の間存続することが望ましいということ、また方針として常勤医師の確

保を最優先課題として取り組み、確保までの間は現在の週３日体制を維持していく

という答弁でした。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第８号については、全会一致で原案のとお

り可決することに決しました。 

次に、議案第９号、平成２４年度芦北町介護保険事業特別会計予算について申し

上げます。 

予算総額は１９億９,４３０万円で、２３年度より５,７００万円の増となってお

ります。 

増額の主な理由としては、介護報酬改定及び受給者の増によるとの説明でありま

した。県内での本町の介護保険料の水準についての質疑に対し、本町の基準月額は

４,４１０円で、水俣市、津奈木町をはるかに下回っており、報道によると全国平

均は５,０００円を超える見込みであるとの答弁でした。 

以上、議案第９号については討論もなく、全会一致で原案のとおり可決すること

に決しました。 

次に、議案第１４号、平成２４年度芦北町奨学資金貸付特別会計予算について申

し上げます。 

予算総額は３,０１０万円で、対前年度比１４０万円の増となっております。 

増額の理由については、大学生の奨学資金貸付金額を３万円から５万円に引き上

げるもので、昨年の委員会での要望が検討された結果とも思われました。また、高

校の新規借り入れが少ないのはなぜかという質疑に対し、国の政策で高校の授業料

無料化がその理由であろうかという答弁でした。 

以上、議案第１４号については討論もなく、全会一致で原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

次に、議案第１５号、平成２４年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いて申し上げます。 

予算総額２億５,４２０万円を措置し、疾病の早期治療、重症化防止のために健

康診査委託事業や人間ドックの助成の費用が計上されております。 

以上、議案第１５号については、質疑・討論もなく、全会一致で原案のとおり可

決することに決しました。 

次に、陳情書について申し上げます。 

当委員会に付託されました陳情書は３件であります。そのいずれも簡単に結論が

出せる内容ではなく、現地調査等も含めて検討する必要があるため、全会一致で継

続審査とすることに決しました。 
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以上で、文教厚生常任委員会に付託されました事件の審査経過と結果の報告を終

わります。 

○議長（藤井公明君） 委員長報告が終わりました。 

これから委員長報告に対する質疑を一括して行います。質疑はありませんか。川

尻君。 

○１２番（川尻成美君） 建設経済常任委員会の報告に対しまして、委員長に質疑を申

し上げます。 

商工観光費のことでございますけども、昨日の一般質問でも論議がされました温

泉塩の問題であります。いろいろと質疑・議論がされたように、ここに報告を受け

ておりますが、執行部の収支の見込みは多くの事例を参照にして検討を重ねてお

り、良好な運営ができるというように目指していくという答弁であったというふう

に報告がありましたけども、議論の内容を詳しくお聞かせいただきたいというふう

に思います。 

私も昨日、商工観光課の今回温泉塩の事業に対しての予算計上の部分を見てみま

すと、初期投資にですね、６,０９１万円の事業費、あと設計費が３２０万円、Ｄ

ＶＤ・その他７８９万１,０００円、そして役務費等で７,１２０万円かかります。

その収入の内訳は過疎債が２,５００万円、国から環境都市のほうで４,５００万円

ということで、一般財源が１２０万円ということでございます。そういうことを見

てみますとですね、まだ年間の管理運営が建物を造ればずうと毎年かかるわけであ

りますので、そういうことも協議されたのかという２点をお答えいただければと思

います。 

○議長（藤井公明君） 草野建設経済委員長。 

○建設経済常任委員長（草野安道君） 川尻議員の質問に対して、委員会で行った内容

について説明を申し上げます。 

まず、検討の内容でございますけれども、まず予算書についてだけ説明がありま

したので、これだけではやはり予算を可決するわけにはいかないということで、途

中で一応休憩を取り、昨日ありました予算の収支計算書等を徴集をし、全議員に配

付をし、それから休憩を取って検討をした結果、先ほどありましたように国が４,

５００万円、過疎債が２,５００万円等があり、町の持ち出しは一応１２０万円程

度であるということから、あまり町としての負担はないんじゃなかろうかというこ

とで一応了解し、全会一致で一応可決した内容でございます。 

それと、収支計算書は昨日のとおりでございますけれども、昨日もあったわけで

すが、収支計算書の中では売り上げがキロ単価２,０００円ということで、８６０

万円余りが売り上げということでありましたが、その中で８６０万円を一応８００
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万円で絞った中での収支計算がなされ、２２０万８,０００円余りの収益が出ると

いうことでの説明があった関係で、皆さん全会一致で可決したという内容でござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） そういう書面上のですね、収支を出されて納得したというこ

とでございますけども、私はどうも納得いかないのが、平成２２年５月９日の熊日

新聞で、こういう報道がなされました。 

○議長（藤井公明君） 川尻君、川尻君が納得いかんのはここには関係ありません。委

員会でですね、どういうことが論議されたかと、それだけしか聞けませんから。個

人的な意見は述べられませんからね。委員会で議論があった、その内容がどうだっ

たかということは聞けますけど、自分のですね、意見を述べるということはです

ね、これは委員長の報告に対してのこれは質疑ですからですね、そこはちょっと考

えてもらわんといけませんよ。 

○１２番（川尻成美君） 議長の言われることですので、素直に聞きますが、要するに

こういう報道をなされたわけですので、要するにそうです、佐賀大学とのですね、

研究もなされてますよね、そういう中で町長も答弁が昨日ありましたように、相当

いいミネラルだというふうに思って、塩が健康食にいいのか私は今減塩をしなけれ

ば成人病予防には減塩が大事ですけども、そういうことも答弁されたんですけど

も、そういうデータなんかも出されて協議をされたんですか、いかがですか。 

○議長（藤井公明君） 草野建設経済委員長。 

○建設経済常任委員長（草野安道君） そういうデータはございませんでした。３年間

の経過等についての説明はありましたが、データ的にはありませんでした。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 総務常任委員長に質疑をいたしたいと思います。 

ただいま総務常任委員長報告で、総務課の中で町長交際費が平成２３年度の実績

見込みが反映されず減額されていないため反対討論があり、結果、起立による採決

となり、賛成多数で原案どおり可決したと報告がありました。 

交際費について、昨日の一般質問でも議論があっております。平成２４年度の予

算書を見てみますと、総務費の一般管理費において、１０節に交際費とあります。

これが３００万円となっており、これが減額されていないということと思います。

私は、この交際費が一般質問で何回か取り上げられた中で、町長交際費という名称

自体に疑問を持っております。理由は、町長の個人の交際費ではなく、町の代表者

として公の交際を進める上で必要な経費と思っております。その辺については、予
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算審議の中で質疑はなかったか、お尋ねをいたします。 

○議長（藤井公明君） 元山総務委員長。 

○総務常任委員長（元山秀志君） ただいま宮尾議員の質問に関しまして、先ほど委員

長報告で申し述べましたとおり、町長交際費の内容等につきましては質疑及び答弁

がございましたが、説明欄の町長交際費という名称及び文言についての質疑はござ

いませんでした。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） その文言についての質疑はなかったということであります

が、県内の自治体において説明欄に記載がないところがいくつかあるようです。熊

本市の交際費運用指針では、熊本市交際費取扱い指針となっているようです。本町

で言えば芦北町交際費ということになるわけですが、そのことについてはいかがで

しょう。 

また、このことは議長交際費にも言えることと思いますが、併せてお願いをいた

します。 

○議長（藤井公明君） 元山総務委員長。 

○総務常任委員長（元山秀志君） ただいま宮尾議員から質問といいますかご提言があ

りましたが、すでに委員会審議も終了しておりますし、私のほうから答弁できるも

のとは思いませんので、議長のほうにお取り計らいをお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 先ほど川尻君にも、私見は述べられませんよと申し上げており

ますが、議長の見解ということでありますが、この件はですね、もうすでに総務常

任委員会でもう委員長が発言のとおり審議は終わっております。したがってです

ね、もう２４年度の予算の総務委員会で採決の結果、可決したということでありま

すので、このことについてはですね、今後執行部のほうでですね、十分検討するこ

とを求めます。 

以上です。 

ほかにありませんか。岡部君。 

○１４番（岡部恵美子君） 総務委員長にお尋ねいたします。報告の中で、まちづくり

事業では結婚支援事業等が継続されるということの報告でございましたが、総務委

員会の中で、ここには婚活相談員も町から委託されておりますが、相談員として総

務委員長も婚活委員でいらっしゃると思います。各地域に相談員がいらっしゃいま

すが、総務委員会の中でこの内容について何か説明とか報告はありませんでしたで

しょうか。 

○議長（藤井公明君） 元山総務常任委員長。 
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○総務常任委員長（元山秀志君） ただいま岡部議員の質問に関しまして、今回の委員

会の審議の中では、この結婚支援事業に関する質疑はあっておりません。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 岡部君。 

○１４番（岡部恵美子君） 報告の中で、何組ということも何もございませんでしたで

しょうか。せっかくまちづくりの中で取り組まれております一番大事な結婚事業と

思っております。町内だけであるのか、それとも町外の方も一緒にそのお世話をし

ていらっしゃるのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 元山総務常任委員長。 

○総務常任委員長（元山秀志君） 結婚支援事業の結果としては、昨年御報告がありま

したが、１組のカップルというか結婚された方が誕生しております。そういうこと

が実績としてあがっておりますが、結婚支援事業の中身としては、基本町内の独身

男性に対し、町外の女性、特に熊本市等からたくさんの方が参加していただいてい

る状況で、毎年企画を練り直して内容等をいろいろと試しながら現在実施をされて

いる状況であるという説明を受けております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 岡部君。 

○１４番（岡部恵美子君） 年に何回実施していらっしゃいますか。 

○議長（藤井公明君） 元山総務常任委員長。 

○総務常任委員長（元山秀志君） １年間に３回ないし４回を実施されております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。坂本君。 

○１番（坂本 登君） 文教厚生常任委員長報告について、質疑を行います。 

３点ほどあるんですが、１つずつでしょうか、３つ一緒に質疑を言っていいんで

しょうか。 

○議長（藤井公明君） できましたら、１つ１つ質疑をお願いします。 

○１番（坂本 登君） まず１ページ、２４年度から子ども医療費助成を１８歳まで引

き上げる本当に町民にとっては大変ありがたいものであります。そのとおりだと思

います。定例会初日においても執行部のほうに少し内容をお聞きいたしましたが、

委員会ではどのような説明があり、その内容をお答えください。 

○議長（藤井公明君） 白坂文教厚生常任委員長。 

○文教厚生常任委員長（白坂康浩君） 委員会の中では、この医療費を１８歳まで引き

上げるということに対しての別段の質疑等もなく、これ大変喜ばしいということで

のお話であり、とりあえず問題等はなく、そのまま委員会としては質疑云々はござ
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いません。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 質疑を聞いているのではなくて、説明の中で内容的な説明があ

ったと思うんですが、そういう説明をお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 坂本君、質疑は３回までになるので、私が１つ１つと言いまし

たけれども、まとめて質疑をしてください。今のはカウントしません。これから３

回いいです。白坂文教厚生委員長。 

○文教厚生常任委員長（白坂康浩君） 昨年度までは、本年度までですね、は１５歳ま

ででしたけど、本年度から１８歳まで引き上げるという報告の中で、特段質疑もな

く、今言われたように１８歳までというのに対して、委員会としては大変喜ばしい

ことですので、そのまま説明は流しましたところです。 

○議長（藤井公明君） 今度２回目になりますので、まとめて質疑をください。坂本

君。 

○１番（坂本 登君） 内容がなかったということでしたが、初日に芦北・水俣の病院

で無料にできる、またあと八代、熊本市は償還払い、そういった説明がなかったの

かなと思って、また期限も切ってないという説明がなかったのかなと思って、そこ

を確認したかったわけです。 

次の質疑をさせていただきます。２ページの水俣病申請受付、太陽光発電システ

ム設置費補助金等について、詳細な答弁がありましたと。その詳細な答弁の内容を

お聞かせください。 

○議長（藤井公明君） 白坂文教厚生常任委員長。 

○文教厚生常任委員長（白坂康浩君） まず、水俣病の関連につきましては、町としま

してはまちだより及びいろんな広報紙等をやりながら告知をされているということ

です。すみません、坂本議員、それともう１つは何だったですかね。太陽光。 

○議長（藤井公明君） 白坂文教厚生常任委員長、休憩とります。 

○文教厚生常任委員長（白坂康浩君） すみません。 

○議長（藤井公明君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１０時５６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

白坂文教厚生常任委員長。 

○文教厚生常任委員長（白坂康浩君） 坂本議員の質疑に対してお答えします。 
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水俣病情報発信及び水俣病申請受付等についての詳細は、平成２４年７月末で審

査受付が終了しますが、担当課としましては、今後もさらなる水俣病の情報発信は

必要と考え、今後も継続していくという説明を受けました。 

申請受付状況といたしましては、相談を含めた件数は平成２３年度が２月末時点

で４,４３１件、平成２２年度は５,７３１件でした。また、救済申請にかかる申請

については、平成２２年５月から平成２４年１月までが約２００件でしたが、申請

受付期限を７月末と報道された以後の２月の申請件数は４４０件と倍増いたしまし

た。ただ、これは芦北町役場水俣病相談窓口のみの件数であり、全体の件数ではあ

りません。 

水俣病関連は以上です。 

太陽光発電システムにつきましては、昨年度２度補正をしていただき、申請件数

は平成２２年度は３３件に対し、平成２３年度は６４件と倍増しております。た

だ、平成２４年度は国・県の補助要項がまだ公表されておらず、増減する方向と情

報の不透明な点が多いため、平成２３年度の当初予算どおり３０件を計上している

という説明を受けました。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 最後の質疑になります。坂本君。 

○１番（坂本 登君） その下の教育課のところについて、少し質疑を行います。 

新規事業では、デジタル教科書を湯浦小と佐敷中に導入とありますが、この内容

についてお聞かせください。 

それと、他に小中学校のエアコン整備とありますが、詳細に答弁がありました

と。この小中学校のエアコン整備については、どのような答弁がありましたか。よ

ろしくお願いします。 

○議長（藤井公明君） 白坂文教厚生常任委員長。 

○文教厚生常任委員長（白坂康浩君） まず第一に、デジタル教科書の導入については

ということですけど、平成２４年度デジタル教科書の導入については、学校の意見

を参考にして効率的な教科を必修化、選択して導入する。このメリットというの

は、児童・生徒の興味を引くことができる。それと、デジタル黒板ですので、授業

の進捗が早い、作成した教材の蓄積ができるため、授業の準備の省略化ができる、

先生たちの軽減ができるということです。 

それと、小中学校のエアコンの整備事業につきましては、平成２３年度までに特

別教室、保健室などへのエアコンの設置を完了する。また、本年度では平成２４年

度に湯浦小学校の図書室のエアコンの効率な活用を図るために、図書室とその他の

部屋の間仕切りを実施する。一般教室へのエアコンの整備については、平成２３年
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度に室温調査を実施しており、今後も温度の上限等を考慮しながら導入については

検討していくという説明を受けました。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから、議案第７号から議案第１６号までを順次討論を行い採決します。 

議案第７号、平成２４年度芦北町一般会計予算について、討論はありませんか。

川尻君。反対討論ですね。 

○１２番（川尻成美君） 私は、全体の予算に反対するわけではございませんが、先ほ

ど質疑を申し上げましたように、商工観光費のですね、温泉塩の事業に対しまして

は、はっきり申しまして何ら事前の、この事業の対しての基本設計なり等の説明も

受けておりませんし、今回の予算は、この基本設計あるいは実施設計のみの予算が

妥当というふうに私は考えました。 

よって、時期尚早ではないかという私の考えで、この予算に対しては反対を申し

上げます。 

○議長（藤井公明君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

いや、反対、賛成、反対、賛成になります。答弁はもう似ておりますから、１人

ずつに議長の職権でさせていただきます。今度、賛成討論。寺本修一君。 

○１５番（寺本修一君） 賛成討論を行います。 

平成２４年度芦北町の一般会計予算案は、９７億７,３００万円余りでありま

す。現下の厳しい財政状況の中で、町長の行政推進の６つの柱のもと、町民のニー

ズに合った民意を誠に反映した当初予算案であると思います。ただいまの温泉塩に

関しましては、昨日も答弁がありましたように、食育、観光教育、そして御立岬公

園への集客、芦北町のＰＲ等々に大いに焼酎葦分、名水真っ清水同様に期待が大で

ございます。建設費にあたりましては、一般財源の持ち出しはわずか１２０万円

で、あとは環境省からの多額の４,５００万円の補助並びに過疎債２,５００万円で

対応するものであり、温泉塩に関しましての論議が昨日からなされておりますが、

この天然温泉塩は２０％のミネラル分を含んでおり、昨今大変注目をされておりま

す。 

○議長（藤井公明君） 寺本修一君、簡潔に願います。 

○１５番（寺本修一君） そういうことで、新しい特産品になる可能性は大でありま

す。 

よって、芦北町一般会計予算、この温泉塩に関することも含めて、町民の意向を
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反映し、苦難の中見事な予算、９７億、苦難な中、７,３００万、見事な予算であ

り、賛成であります。 

以上、賛成討論といたします。 

○議長（藤井公明君） これで討論を終わります。 

やります。じゃあ、坂本君。 

○１番（坂本 登君） 議案第７号、平成２４年度芦北町一般会計予算に対し、反対討

論を行います。 

平成２４年度一般会計予算には、子ども医療費助成を１８歳、高校３年生まで引

き上げ医療費を無料にする予算など高く評価できます。しかし、町長の政治姿勢に

かかわる町長交際費は、昨年同様３００万円が計上されています。私はこれまで他

自治体に比較し町長の交際費の支出先が不透明で高すぎることを指摘し、次の３点

について求めてきました。①支出先が不透明で予算額そのものが他自治体に比較し

非常に高すぎること。②町内特産品の宣伝というが、同じ予算を使うなら交際費で

はなく商工観光費の予算で計上すべきであること。③平成２３年度町長交際費執行

実績見込みからいっても７０万円余りの不執行であるにもかかわらず、本年度、昨

年度と同額の３００万円を計上していることであります。 

したがって、議案第７号、平成２４年度芦北町一般会計予算には反対いたしま

す。 

○議長（藤井公明君） 反対討論が出ましたので、次に、賛成討論を求めます。寺本修

一君。 

○１５番（寺本修一君） 先ほど申し上げましたとおり、平成２４年度芦北町一般会計

予算は町民のニーズに合った、民意を誠に反映した当初予算であります。しかもプ

ラス予算で、町長はじめ執行部の努力の跡が伺え、先ほど言いましたように９７億

７,３００万円、苦難の中、見事な予算であります。その今反対討論がありました

が、そういう予算編成ができた一因といたしまして、私は町長交際費の適正有効な

使途があると思います。国・県に陳情に行きますと、焼酎葦分、名水真っ清水等が

展示されておりますし、デコポン、サラタマの話も頻繁に出てまいります。これは

交際費で歳出してありますが、本町の行政事業推進並びに予算獲得、町のＰＲに大

いに貢献していると思います。また、この交際費で買われた農業産品のデコポン、

サラダタマネギ、そして町内商店から購入された葦分、真っ清水と農業振興と商業

の活性化にも役立っております。２３年度予算も３００万円でありますが、昨日の

説明のとおり、実績は２３０万円程度で実質減額であります。しかも使途につきま

しては情報公開をしガラス張りでありますし、総額３００万円というのは不慮の事

態、慶弔、事故見舞いなどを想定して予算措置をしてあるもので、当然であると思



－155－

います。 

よって、芦北町一般会計予算案、町長交際費を含むは、町民の意向を反映した苦

難の中の見事な予算であるということで賛成いたします。 

以上、賛成討論といたします。 

○議長（藤井公明君） 討論を終わります。 

 [｢議事進行」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論を終わります。議長の権限でいいんです。動議ですか。 

 [｢動議」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 平松君、賛成者はおりますか。 

○１１番（平松洋一君） ただいま寺本議員が２回発言いたしました。同一の討論に、

賛成意見を２回しました。これは会議規則に、討論１人１回の原則というのがござ

います。これをちゃんと守ってください。私は指摘をしておきます。これは討論の

回数については、会議規則には何の規定もないが、討論１人１回の原則という会議

原則がございます。これはちゃんと守っていただきたい、これを申し上げます。 

○議長（藤井公明君） それは原則ですね。あくまでも原則ですね。 

○１１番（平松洋一君） 会議規則を順守されるようにお願いを申し上げます。 

○議長（藤井公明君） 会議規則がすべてということではありませんから、これはです

ね、原則はそうです。原則を守ることが一番いいことですから。 

これで討論を終わります。 

これから議案第７号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する

ことに異議ありませんか。 

[｢異議あり」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議がありますので、起立によって採決します。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

[賛成者起立] 

○議長（藤井公明君） 起立多数。したがって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。 

議案第８号、平成２４年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算について、討論

ありませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第８号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する
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ことに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８号は原案のとおり

可決されました。 

議案第９号、平成２４年度芦北町介護保険事業特別会計予算について、討論あり

ませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第９号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９号は原案のとおり

可決されました。 

議案第１０号、平成２４年度芦北町簡易水道事業特別会計予算について、討論あ

りませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１０号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１０号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１１号、平成２４年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算について、討

論ありませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１１号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１１号は原案のとお

り可決されました。 
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議案第１２号、平成２４年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算について、討

論ありませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１２号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１２号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１３号、平成２４年度芦北町有温泉事業特別会計予算について、討論あり

ませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１３号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１４号、平成２４年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計予算について、討

論ありませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１４号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１４号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１５号、平成２４年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算について、

討論ありませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 
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これから議案第１５号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１５号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１６号、平成２４年度芦北町水道事業会計予算について、討論ありません

か。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１６号を採決します。 

お諮りします。委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１６号は原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 議員派遣の件 

○議長（藤井公明君） 日程第１１、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件については、地方自治法第１００条及び会議規則第

１１７条の規定により、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。

御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配

付のとおり派遣することに決定しました。 

議員派遣につきましては、やむを得ず、目的先、期間及び派遣議員について変更

を生じる場合は、議長一任を願いたいと思います。御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議長一任することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 総務常任委員会の閉会中の継続審査及び特定事件（所管事務）調査の申

出 

 日程第１３ 建設経済常任委員会の閉会中の継続審査及び特定事件（所管事務）調査
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の申出 

 日程第１４ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続審査及び特定事件（所管事務）調査

の申出 

 日程第１５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申出 

○議長（藤井公明君） 日程第１２から日程第１５までの各委員会の閉会中の継続審査

及び調査の申出を一括議題とします。 

お諮りします。各常任委員長からお手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続

審査、調査とすることに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出書のと

おり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） これで本日の日程はすべて終了しました。 

会議を閉じます。 

平成２４年第１回芦北町議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） ここで、３月末をもって退職される６名の課長より挨拶があり

ますので、しばらくの間、御静聴願います。なお、挨拶は登壇してお願いします。 

まずはじめに、中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 本日は大変お疲れさまでございました。まずもって、議長

並びに各議員の皆様に御礼を申し上げます。 

このように議場の登壇にて挨拶の機会を与えていただきましたことに関しまし

て、厚く御礼を申し上げます。奉職致しまして３９年間、皆様のおかげをもちまし

て退職の機会を与えていただけるようになりました。職員としてはすべては住民の

皆様のためにとがんばってまいりました。１００点満点とはいかなくとも、それに

近いものがあったと自負しているところでございます。今後におきましては、ゆっ

くりと穏やかな時を過ごしたいと考えております。 

最後に、芦北町議会並びに各議員の皆様方のさらなる御活躍を切に御祈念を申し

上げ、御挨拶の言葉といたします。ありがとうございました。 

○議長（藤井公明君） 次に、大岩福祉課長。 

○福祉課長（大岩憲治君） おはようございます。ここに立つのは最初で最後だと思っ

ております。よろしくお願いいたします。福祉課長の大岩です。 

私、在職３８年と９カ月、課長として９年間、皆様に本当に公私ともお世話にな

りました。ありがとうございました。これまでいろいろありました。特に田浦時
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代、本当に御迷惑おかけいたしました。ここに立っているのが不思議なくらいでご

ざいます。今、素直な気持ちになっております。今の言葉は、終わり良ければすべ

て良し、この言葉で締めてきたいと思っております。 

ありがとうございました。 

○議長（藤井公明君） 次に、農中税務課長。 

○税務課長（農中 豊君） 議員の皆様、大変お疲れ様でございました。 

議長のご配慮に感謝申し上げまして、一言退職の御挨拶を申し上げます。 

３７年と６カ月、今回無事定年を迎えることができますのも、議会の皆様の御指

導・御支援の賜物と感謝申し上げますと共に、今後芦北町並びに芦北町議会のます

ますの御発展と皆様の御多幸を祈念申し上げ、簡単でございますが、退職の挨拶と

いたします。本当にありがとうございました。 

○議長（藤井公明君） 次に、永田教育課長。 

○教育課長（永田光洋君） まずもって、このような時間をいただきましてありがとう

ございます。 

議員の皆様には大変御迷惑のかけ通しだったかと思っております。お陰をもちま

して公務員人生に幕を下ろすことができました。大変お世話になりました。ありが

とうございました。 

○議長（藤井公明君） 次に、迫本住民生活課長。 

○住民生活課長（迫本文雄君） おはようございます。本日は貴重な時間をいただきま

して、ありがとうございます。 

私、奉職３７年６カ月、３月末をもって定年退職することとなります。課長職４

年間ではありましたが、その間、藤井議長はじめ、議員の皆様には一方ならぬ御指

導・御支援を賜り、心から感謝申し上げます。芦北町並びに芦北町議会の今後ます

ますの御発展と皆様の御活躍を御祈念申し上げ、お礼の挨拶といたします。ありが

とうございました。 

○議長（藤井公明君） 最後に、福山議会事務局長。 

○議会事務局長（福山勝廣君） 皆さん、本日の議会、大変お疲れ様でございました。

議長のご配慮に感謝申し上げます。 

振り返ってみますと、大変長い間議会とのかかわりを持たせていただきまして、

心から感謝を申し上げます。議会事務局には、昭和５７年から２年間、昭和６２年

から５年間、そして平成２１年から３年間、合計１０年間勤めさせていただきまし

た。その間、議会の皆様には大変親切に御指導いただきました。今後はその経験を

いかして地域の発展に貢献したいと思っております。 

最後に、芦北町並びに議会のますますの発展と皆様方の御活躍を祈念申し上げ、
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退任の挨拶といたします。本日は誠にありがとうございました。 

○議長（藤井公明君） 以上で終わりますが、６名の課長におかれましては、町政発展

のため、長きにわたり御尽力いただきましたことに対し、議会からも御礼を申し上

げます。 

今後の御健勝と御多幸を心からお祈りいたします。大変御苦労様でした。６名の

課長に、もう一度拍手をお願いします。 

それから、会議規則、議長を含め、議員はやっぱり厳守することでこれからいき

ましょう。 

[｢よろしくお願いします」と呼ぶ者あり] 

○１５番（寺本修一君） 討論は、討論１人１回の原則であり、お互いに賛否の意見を

反復することができないのが１人１回の原則ということになってます。 

○議長（藤井公明君） だから原則とさっき言いましたでしょう。それは私もわかって

おったんです。ですから、今後はですね、会議規則は順守しようということを申し

上げたことであって、今のことに触れたわけではありませんので。 

以上で散会いたします。御苦労様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時２５分 
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